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Ⅰ.港北ニュータウン及び中川地区の概要



工 . 港 jヒエ ユ - タ ウ ン 及 こメ中 JTl地 区 の 概 要

1.港北ニュータウンの概要

港北ニュータウンは､東京都心から南西へ約25km､横浜市の中心部から北北西へ約12kmに位

置し､横浜市港北区と緑区にまたがる｡地域の周辺には､東海道新幹線､∫R横浜線､東急東

横線､田園都市線が走り､第 3京浜道路､国道 246号線､東名高速道路が延びている｡また､

地下鉄 3号線 (現在､横浜～新横浜問が開通)が昭和67年には新横浜～あざみ野まで延伸する

予定である｡

r乱開発の防止｣ ｢都市農業の確立｣ ｢市民参加のまちづ くり｣を基本理念に､住宅 ･郡市

整備公Efl施行の土地区画整理事業として､計画的な市街化の実現を目指す一方､都市農業の確

立を目指 して計画的に農地を保全 し､生産緑地として景観の保存を図る虚業専用地区を計画 し､

都市と農業との調和がとれた新都市の実現を目指 している｡

第 1地区 (548.aha)と第 2地区 (768.6ha)とに分けて､昭和49年に工事着手､昭和58年に第

2地区で第 1次供用開始 (面積約100ha)がなされ､昭和62年度までの供用開始地区の合計は第

1地区で全体の約7.1% (約39ha)､第2地区で約28.2% (約217ha)となっている｡

図 I-1 港北ニュータウンの位置
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表 1- 1 計画面積と計画人口

地 区 名 事 業 の 種 類 施 行 主 休 計画面積 計 画 人 口

公団施行地区 ー土地区画整理事業 住宅 .都市整備公団 1,317ha 220,000人

既 開発 地 区 公営住宅建設事業等 市 及 び 民 間 67 80,000農薬専用地区 土 地 改 良 事 業 土 地 改 良 組 合 230

その 他 地 区 916

表 1-2 土地利用計画 (公EZl施行地区)

項 目 第 1 地 区 第 2 地 区 合 計
面積(ha) 構成比 (%) 面積(ha) 柵成比 (%) 面積(ha) 構成比 (%)

公 道 路 115.4 21.0 169.5 22.0 284.9 21.6

共 公 園 .緑 地 47.6 8.7 74.2 9.7 121.8 9.3

用地 河 川 .水 路 0.5 0.I 0,5 0.1汁 163.5 29.8 243.7 31.7 407.2 31.0

辛也 住 集合住宅 69.4 12.7 94.1 12.2 163,5 12.4

辛 分譲宅地 32.2 5.8 36,0 4.7 68.2 5.2

用地 民 有 地 209.2 38.2 297.2 38.7 506.4 38.4計 310.8 56.7 427.3 55.6 738.1 56.0

施 教育施設 52.0 9.5 56,1 7.3 108.1 8.2

設用地 商業その他施設 22.0 4.0 41.5 5.4 63.5 4.8汁 74.0 13.5 97.6 12.7 171.6 13.0

表 113 人口計画 (公EfI施行地区)

項 目 第 1 地 区 第 2 地 区 合 計
戸数 (戸) 人口 (人) 戸数 (戸) 人口 (人) 戸数 (戸) 人口 (人)

集合 住宅用地 6.600 25,000 9,000 34,200 15,600 59,200

分譲 宅地 用地 1.200 5,200 I.400 5,800 2,600 ll.000

公益的施設用地 100 500 300 1,100 400 1,600

民 有 地 15,400 61,300 22,100 86,900 37,500 148,200

資料 :横浜市､住宅 ･都市盤傭公Eflパンフレット
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図 Ⅰ-2 港北ニュ-タウン人口定着状況 (昭和80年)

出典 :｢横浜地域 (北部)商業近代化地域計画報告書 (基本計画)｣ (昭和60年)
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2.港北ニュータウンの商業施設計画

港北ニュータウンにおける商業施設は､タウンセンター､駅前センター､近隣センターとい

う性格､規模の異な133種類のセンターを配置することにより計画されているO以下､各セン

ターの位置づけを述べる｡

① タウンセンター - ･･ 港北ニュータウン全体の中心となるだけでなく､横浜市の副都

心の 1つとして位置づけられる｡

港北ニュータウンのほぼ中心に位置し､商業用地のほか､行政

文化施設用地が配置される｡

商業地の性格としては､広域対応の都市型機能を持つタウンレ

ジャー性の高い商業ゾーンをめざし､大型量販店 ･ショッピンク

センターの2大商業核を中心とし､同時に街並型の商業ソーンと

して専門店街 ･飲食店街等を形成する｡

② 駅前センター - ･･･ ニュータウン内に計画されているタウンセンターの2駅を除く､

地下鉄 4駅に計画され､各駅勢圏に対応するサーヒスを行う生活

センターであり､調査対象地区の中川駅前センターもその一つと

して位置つけられる｡

商業地の性格としては､駅前機能に都市的機能 (郊外の駅前商

業ソーンと同じ性格)を持つ商業ソーンをめざし､中規模の量販

店等を商業核とする日常生活のニース対応のフルライン構成の郊

外型ショッピングセンターを形成する｡

③ 近隣センタ一 ･･- ･ 各駅勢圏からはずれた地区で各住区に対応すべくサーヒスを行

う小規模の生活センターQ

主婦の便宜性の機能を中心として､生活密着型の買物センター

をめざし､小規模なスーパーマーケット､市場を商業核とするコ

ンパクトショッピングセンターを形成する｡
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商業地の性格としては､駅前機能に都市的機能 (郊外の駅前商
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③ 近隣センタ一 ･･- ･ 各駅勢圏からはずれた地区で各住区に対応すべくサーヒスを行

う小規模の生活センターQ
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をめざし､小規模なスーパーマーケット､市場を商業核とするコ

ンパクトソヨツビングセンターを形成する｡
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3.中川駅前センターの概要

港北ニュータウン内の商業施設は､第 1地区 ･第 2地区にまたがって2つの鉄道駅を中心に

配置されているタウンセンター､4つの鉄道駅を中心にした駅前センター､さらにこれらの徒

歩圏からはずれた地区に近隣センター6カ所が計画されている｡

中川駅前センターは､港北ニュータウン内の4つの駅前センターの 1つとして位置づけられ

る｡当センターは､第 1地区のタウンセンターと､東急田園都市線の ｢あざみ野｣駅の中間に

位置し､地下鉄 3号線 (昭和67年開業予定)の駅の開設が予定されている｡昭和64年度に ｢街

びらき｣が計画されており､熟成時 (昭和80年度)には､廷床面積40,000rTfの商業規模になる

と試芽されている｡また､主要な歩行者動線と幹線道路との交差は､立体化を図り､歩行者の

安全と動線の確保を行い､地区内における地形の起伏を利用した造成計画が現在進行中である｡

蓑114 港北こユ-タウン地区規模試昇結果 (延床面横)

単位 rrf

繭 1 4.2ha 南 2 6.7ha 中川 5.1ha 北 2 3.811a 小 計

昭和65午 一 般 小 売
その他 800- 1,100 800-. 1.100 800-- I.一oo 800- i.loo

放 血

商業関迎施 受

′ト 十

A 汁

80年 一 般 小 売
その他 特 化 小 売

放 免

商薬関連施投

小 計

A l+

(注)1 商業関連施設のうち､ ( )内は成立味面練がはば敷地面鰍 こなるような施設 (ゴル

フ･テニス･スケート)で､内牧である｡

(注)2 一般小売､飲食については､ネット比 (売場面練/延床面練)を60,00'としてW_出した｡

穣 料 紙浜地域 (北部)商業近代化地域計画報告杏t昭和60年)
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3.中川駅前センターの概要

港北ニュータウン内の商業施設は､第 1地区 ･第 2地区にまたがって2つの鉄道駅を中心に

配置されているタウンセンター､4つの鉄道駅を中心にした駅前センタ-､さらにこれらの徒

歩圏からはずれた地区に近隣センター6カ所が計画されているO

中川駅前センターは､港北ニュータウン内の4つの駅前センターの 1つとして位置づけられ

る｡当センターは､第 1地区のタウンセンターと､東急田園都市線の ｢あざみ野｣駅の中間に

位置し､地下鉄 3号線 (昭和67年開業予定)の駅の開設が予定されている｡昭和64年度に ｢街

びらき｣が計画されており､熟成時 (昭和80年度)には､延床面積40.000rTlの商業規模になる

と試箕されている｡また､主要な歩行者動線と幹線道路との交差は､立休化を図り､歩行者の

安全と動線の確保を行い､地区内における地形の起伏を利用した造成計画が現在進行中である｡

嘉Ⅰ-4 港北ニュータウン地区規模試井結果 (延床面積)

単位 rrI

繭 1 4.2ha 南 2 6.7ha 中川 5.)ha 北 2 3,8Ila 小 叶

昭和65年 一 般 小 売
その他 800- 1,100 800- 1.100 800- 1.100 800- i.100

放 血 3.000- 3.500

商集関迎施投

′ト 計

A 舌十

80年 - 般 小 売
その他 特 化 小 売

放 免

両難関連施設

小 計

A 汁

(注)1 和美関連施投のうち､ ( )内は成立味面杖がはば散他面鰍 こなるような施投 (ゴル

フ･テニス.スケート)で､内数である｡

(注)2一般小売､飲食については､ネット比 (売場面棟/延味面捕)を60,00'として持出した｡

頂 料 憐浜地域 (北部)商業近代化地域計画報告蕃 t昭和60年)
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Ⅱ . 駅 前 地 区 右こ お ナ̀ る 土 地 弄り用 の - 般 的 可 肯E:J性

中川駅前センターの土地利用については､当センターが持つ立地特性と類似した地区を選定 し､

そこにおける現況の土地利用を分析することにより､駅前センターでの一般的な土地利用を示し､

さらに類似地区の整備手法及び周辺地域における施設立地状況等から土地利用の可能性を整理す

る｡

1.類似地区の選定

中川駅前センターの立地及び商業特性は､次のとおりである｡

① ターミナル及び集客力の高い駅の次駅に位置する駅前商業地区

州 ト ー中川 1 - ンセンター 日中

② 日常生活のニーズに対応できる最寄品 ･買回り品を中心とした販売特性

③ 昭和80年 (熟成時)に予想される一般小売業の売場面積は 7,620- 9,600nf

④ 用途指定地域は近隣商業地域主体

これらの特性と類似した地区を､次のとおり選定したo

類 似 地 区 の 駅 類 似 地 区 の 駅 に 隣 接 す るターミナル及び集客力の高い駅

1 桜 ケ 丘 (21,143) 大 和 (109,492)

2 希 望 ケ 丘 (38,293) 二 候 川 (112,253)三 ツ 境 (58,332)

3 洋 光 台 (47,702) 港 南 台 (59,380)

4 杉 田 (27,159) 上 大 岡 (131,084)

荏)数値はS60年 1日当りの平均乗降客数

(出典 :都市交通年報)

症)地区の範囲は ｢昭和60･61年､繁華街の商業活動 (商業統計調査

結果報告)｣ (神奈川県)による｡
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中川駅前センターの土地利用については､当センターが持つ立地特性 と類似 した地区を選定 し､

そこにおける現況の土地利用を分析することにより､駅前センターでの一般的な土地利用を示 し､

さらに類似地区の整備手法及び周辺地域における施設立地状況等から土地利用の可能性を整理す

る｡

1.類似地区の選定

中川駅前センターの立地及び商業特性は､次のとおりである｡

① ター ミナル及び集客力の高い駅の次駅に位置する駅前商業地区

たまプラーザ- あざみ野 タウンセンター (北)

② 日常生活のニーズに対応できる最寄品 ･買回り品を中心とした販売特性

③ 昭和80年 (熟成時)に予想される一般小売業の売場面積は 7,620- 9,600m2

④ 用途指定地域は近隣商業地域主体

これ らの特性と類似 した地区を､次のとおり選定 した｡

頬 似 地 区 の 駅 類 似 地 区 の 駅 に 隣 接 す るター ミナル及び集客力の高い駅

1 桜 ケ 丘 (21,143) 大 和 (109,492)

2 希 望 ケ 丘 (38,293) 二 俣 川 (112,253)三 ツ 境 (58.332)

3 洋 光 台 (47,702) 港 南 台 (59.380)

4 杉 田 (27,159) 上 大 岡 (131,084)

注)数値はS60年 1日当りの平均乗降客数

(出典 :都市交通年報)

注)地区の範囲は ｢昭和60･61年､繁華街の商業活動 (商業統計調査

結果報告)｣ (神奈川県)による｡
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図Ⅱ-1 煉似地区の位置図
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2.頬似地区の概要

選定 した類似地区の概要及び商業規模等を以下に示す｡

表 Ⅱ -1 頬似地区の概要

所 在 都 市 長 春 駅 都心までの時間 乗 降 客 数(日/S.60) 駅 圏 人 口※

桜 ケ 丘 大 和 市 (小田急)桜 ケ 丘 62分 21,143人 43,550人

希望ケ丘 横 浜 市 旭 区 (相 鉄)希 望 ケ 丘 48分 38,293人 25,447人

洋 光 台 横浜市磯子区 (JR根岸線)洋 光 台 51分 47,702人 40,730人

※ 駅圏は駅を中心とした半径 l,000m内の町丁目

表 口一2 開発手法

開 発 手 法 事 業 主 体 事 業 期 間 開 発 総 面 積

桜 ケ 丘 (西)区 画 整 理 組 合 1972- 114.4ha
(東)既成市街地

希望ケ丘 民 間 団 地 開 発 民 間 1968-70年 ※ 4.3ha

洋 光 台 区 画 整 理 日本住宅公団 1966-73年 207.5ha

※ 周辺開発地の一部

表Ⅱ-3 商業規模 (小売業関連)

商 店 数 従業員数 (人) 売場面積 (TrT) 年 間商 品 販 売額(万円)

桜 ケ 丘 111 店 522人 6,232m1 647,349万円

希望ケ丘 129 498 8,121 708,912

洋 光 台 84 576 10,787 1,185,595

(資料 :昭和60I61年繁華街の商業活動､神奈川県統計協会)
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2.頬似地区の概要

選定 した類似地区の概要及び商業規模等を以下に示すO

表 Il-1 頬似地区の概要

所 在 都 市 長 春 駅 都心までの時間 乗 降 客 数(日/S.60) 駅 圏 人 口※
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洋 光 台 横浜市磯子区 (JR根岸線)洋 光 台 51分 47,702人 40,730人

※ 駅圏は駅を中心とした半径 l,000m内の町丁目

表Ⅲ-2 開発手法

開 発 手 法 事 業 主 体 事 業 期 間 開 発 総 面 積

桜 ケ 丘 (西)区 画 整 理 組 合 1972- 114.4ha
(東)既成市街地

希望ケ丘 民 間 団 地 開 発 民 間 1968-70年 ※ 4.3ha

洋 光 台 区 画 整 理 日本住宅公団 1966-73年 207.5ha

※ 周辺開発地の一部

表Ⅱ-3 商業規模 (小売業関連)

商 店 数 従業員数 (人) 売場面積 (rrT) 年 間商 品販 売額(万円)

桜 ケ 丘 111 店 522人 6,232nf 647,349万円

希望ケ丘 129 498 8,121 708.912

洋 光 台 8 576 10,787 1.185,595

(資料 :昭和60･61年繁華街の商業活動､神奈川県統計協会)
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3.類似地区における土地利用の一般的可能性

類似地区の商半椎設の立地状況を､業種､用途指定､階別利用との関連から現地調査を行い､

中川駅前センターの特性と比較する上での各地区の位置つけを整理する｡

なお､商業地の範囲については､｢昭和60-61年繁華街の商業活動 (商業統計調査結果報告)J

(神奈川県統計協会)による商業地区分をもとに設定した｡

(1) 頬似地区における建物用途

頬似地区全体をとおして全建物に対する商業施設としての専用利用建物の比率は､土地区

画軽理事業に基づいて計画的に整備された洋光台でも17%であり､商業施設だけの専用用途

は少ない｡また､他用途 (主に住居系)との併用による商業用途の部分を含んだ形での商業

系施設は､土地区画整理事業による整備が進行中でヒル トアップ途上にある桜ケ丘西口で30

%､既成市街地における商業地として発展している桜ケ丘東口では50%､希望ケ丘では85%､

杉EElでは25%､土地区画整理事業による整備が完了し､熱成した洋光台では50%であり､各

地区の発展過程､及び熟成度のちかいにより商業系用途の建物比が異なっている｡

しかし､頬似地区全体をとおして､商業地に指定されているゾーンでの商業系用途の建物

は､あまり多くはなく､他用途､とくに住居系用途の建物も全建物の半数程度立地している｡

このことから頬似地区は純化した商業地とはいえず､建物の用途からみると､かなり混合し

ている｡

中川駅前センターと類似地区は､商業地としての性格､規模等に大きなちがいが生じると

は考えにくい｡そのため､中川駅前センター地区内でt)全地区に商業系用途の建物が立地す

ることは想定しにくい｡
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図 rl12 類似地区における建物用途
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(2) 業種別施設数

類似地区に立地する商業 ･業務系の施設及び施設数の調査結果を示す｡

表 Ⅲ-4 業種別施設数
(その 1)

杉 田 洋 光 台 希 望 ケ 丘 桜 ケ 丘

小売莱●物販 ス - パ ー マ ー ケ ッ ト 2(1.2) 3(3.8) 4(3.3) 2(2.0)

コンビニエ ンスス トア 1(0.6) 0(- ) 3(2.5) 3(3.0)

生 鮮 食 料 品 店 33(19.5) ll(13.9) 16(13.2) 12(12.1)

パ ン .菓 子 店 18(10.7) 8(10.1) 13(10.7) 10(10.1)

酒 .飲 食 品 店 14(8.3) 4(5.1) 2(1.7) 3(3.0)

豆 腐 屋 3(1.8) 0(- ) 2(1.7) 0(- )

茶 の り 店 5(3.0) 2(2.5) 2(1.7) 3(3.0)

薬 局 .化 粧 品 店 7(4.1) 3(3.8) 9(7.4) 9(9.1)

書 籍 .文 具 店 6(3,6) 8(10.1) 10(8.3) 8(8.1)

衣 料 .身 辺 小 物 類 店 30(17.8) 6(7.6)■ 14(ll.6) 5(5.1)

電 器 店 6(3.6) 2(2.5) 9(7.4) 6(6.1)

カメラ .メガネ .時計店 8(4.7) 4(5.1) 4(3.3) 5(5.1)

園 芸 .造 園 業 4(2.4) 1(1.3) 4(3.3) 5(5.1)

新 聞 販 売 店 1(0.6) 1(1.3) 2(1.7) 3(3.0)

バ イ ク . 自 転 車 店 1(0.6) 1(1.3) 1(0.8) 3(3.0)

ブ テ ィ ッ ク 0(- ) 3(3.8) 2(1.7) 4(4.0)

家 具 .建 具 .什 器 店 2(1.2) 0(- ) 4(3.3) 1 (1.0 )

靴 店 7(4.1) 3(3.8) 2(1.7) 1 (1,0 )

イ ン テ リ ア 1(0.6) 2(2.5) 4(3.3) 0(-)

金 物 屋 5(3.0) 3(3.8) 2(1.7) 3(3.0)

スポーツ .釣 り用具店 1(0.6) 2(2.5) 3(2.5) 0(- )

玩 具 .模 型 店 3(1.8) 3(3.8) 1(0.8) 1(1.0)

手 芸 用 品 店 3(1.8) 1(1.3) 2(1.7) 1(1.0)

ふ と ん . 寝 具 店 1(0.6) 2(2.5) 1(0.8) 1( 1.0 )

そ の 他 小 売 店 7(4.1) 6(7.6) 5(4.1) 9(9.1)
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杉 田 洋 光 台 希 豊 ヶ 丘 桜 ケ 丘

飲食莱 食 堂 . レ ス ト ラ ン 19(26.0) 14(37.8) 26(23.6) 18(31.0)

喫 茶 店 9(12.3) 8(21.6) 12(10.9) 7(12.1)

バ ー . 酒 場 40(54.8) 3(8.I) 62(56.4) 25(43.1)

寿 司 屋 1(1.4) 6(16.2) 6(5.5) 6(10.3)

弁 当 4(5.5) 3(8.1) 4(3.6) 2(3.4)

そ の 他 飲 食 業 0(- ) 3(8.1) 0(- ) 0(- )

飲 食 業 計 73〔24.1〕 37〔21.4〕 110〔34.4〕 58〔23.2〕

サIどス莱 銀 行 . 信 用 金 庫 2(4.7) 3(9.1) 2(3,3) 2(3.2)

理 容 .美 容 院 10(23.3) 10(30.3) l7(28.3) 16(25.8)

ク リ ー ニ ン グ 店 5(ll.6) 4(12.1) 9(15.0) 10(16,1)

レコー ド.ビデオ .車レ ン タ ル 店 2(4.7) 1(3.0) 0(- ) 2(3.2)

パ チ ン コ . 麻 雀 6(14.0) 1(3.0) 7(ll.7) 7(ll.3)

学 習 塾 1(2.3) 7(21.2) 10(16.7) 5(8.1)

カ ル チ ャ ー セ ン タ ー 0(- ) 2(6.1) 2(3.3) 1(1.6)

工 務 店 .設 備 工 事 店 5(ll.6) 2(6.1) 4(6.7) 10(16.i)

不 動 産 業 3(7.0) 2(6.1) 5(8.3) 5(8.1)

そ の 他 サ ー ビ ス 業 9(20.9) 1(3.0) 4(6.7) 4(6.5)

サ ー ビ ス 集 計 43〔14.2〕 33〔19.1〕 60〔18.8〕 62〔24.8〕

医痩施設 小 児 科 . 内 科 4(33.3) 3(33,3) 2(22.2) I(14.3)

外 科 1(8.3) 0(- ) 3(33.3) 1(14.3)

歯 科 . 耳 鼻 科 5(41.6) 5(55.6) 4(44.4) 5(71.4)

そ の 他 医 療 施 設 2(16.7) 1(ll.1) 0(-) 0(- )

医 療 施 設 計 12〔4.0〕 9〔5.2〕 9〔2.8〕 7〔2.8〕

辛務所その他 - 般 事 務 所 4(66.6) ll(73.3) 12(60.0) 21(87.5)

支 店 . 営 業 所 2(33.3) 3(20.0) 5(25.0) 2(8.3)

倉 庫 0(- ) 1(6.7) 3(15.0) 1(4.2)

事 務 所 そ の 他 計 6〔2.0〕 15〔8.7〕 20〔6.3〕 24〔9.6)

( )は各業種別の計に対する構成比

〔 〕は全業種計に対する構成比
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類似地区において立地する業種の中では､小売業 ･物販に開通する施設が､全施設の40-

50%程度を占める｡また､飲食業の比率t)20-30%程度を占め､これらの業種に開通する施

設が類似地区の商店街,T_Y柵成する中心となっている｡

また､サービス業は15-20%､医療施設は3-5%､事務所系の施設は5-10%程度の構

成比となっているo地区内の居住者の生活に関連した小売業 .物販関連の施設立地が卓越し､

またサービス ･業務系施設の内容についてみると､地区内の居住者にサーヒスを供給するこ

とを主とした施設 (クリーニング店､銀行など)が立地している｡

(3) 各面築地の特性

頬似地区の特性を中川駅前センターの特性との関連でまとめると以下のとおりである｡

なお､桜ケ丘については､駅の西口と東口で整備手法がちがい商業地形成が異なるので､

分けてまとめた｡

① 桜ケ丘西口

土地区画整理事業 (組合)による開発｡小売業を中心とした業種構成｡立体的土地利用

は2階まで.ヒル トアップ途上にあるが､大型施設の立地が沿道沿いにみられるOまた商

業ビルによる専用利用がみられる｡

中川駅前センターと同じ土地区画整理事業による開発が現在進行中であるためビルアッ

プ途上における施設の立地状況が把握できる｡

(診 桜ケ丘東口

既成市街地内にある商業地｡小売業､飲食業､サービス業を中心とした業種構成で､小

売業を中心とした商店街､飲食業を中心としたブロックが形成され､業種間での空間的特

化がみられる｡立体利用はあまりみられず､店舗併用型の施設形態が多い｡大型施設は､

沿道沿いにみられる｡

小画地を中心とした商店街が形成されているため､中川地区での小画地所有者に対する

土地利用の参考事例となる｡

③ 希望ケ丘

住宅田地開発地 (民間)に隣接する商業地｡小売業､飲食業､サーヒス業を中心とする

業種構成で､とくに飲食業､サーヒス業は立体的土地利用が他の業種に比べて進んでいる｡

また､小売業は駅前地区 (徒歩 2分圏)では､大型施設による立体利用がなされている一

一11--

類似地区において立地する業種の中では､小売業 ･物販に開通する施設が､全施設の40-

50%程度を占める｡また､飲食菜の比率も20-30%程度を占め､これらの業種に関連する施

設が類似地区の商店街を絹成する中心となっている｡

また､サービス業は15-20%､医療施設は3-5%､事務所系の施設は5-10%程度の構

成比となっている.地区内の居住者の生活に開通した小売業 .物販関連の施設立地が卓越し､

またサービス ･業務系施設の内容についてみると､地区内の居住者にサービスを供給するこ

とを主とした施設 (クリーニング店､鎖行など)が立地している｡

(3) 各面菜地の特性

頬似地区の特性を中川駅前センターの特性との関連でまとめると以下のとおりである｡

なお､桜ケ丘については､駅の西口と東口で整備手法がちがい商業地形成が異なるので､

分けてまとめたo

(》 桜ケ丘西口

土地区画盤理事業 (組合)による開発｡小売業を中心とした業種構成｡立体的土地利用

は2階まで｡ビル トアップ途上にあるが､大型施設の立地が沿道沿いにみられるOまた商

業ビルによる専用利用がみられる｡

中川駅前センターと同じ土地区画整理事業による開発が現在進行中であるためビルアッ

プ途上における施設の立地状況が把捉できる｡

(診 桜ケ丘東口

既成市街地内にある商業地｡小売業､飲食業､サービス業を中心とした業種構成で､小

売業を中心とした商店街､飲食業を中心としたブロックが形成され､業種間での空間的特

化がみられる｡立体利用はあまりみられず､店舗併用型の施設形態が多いO大型施設は､

沿道沿いにみられる｡

小画地を中心とした商店街が形成されているため､中川地区での小画地所有者に対する

土地利用の参考事例となる｡

③ 希望ケ丘

住宅田地開発地 (民間)に隣接する商業地｡小売業､飲食業､サーヒス業を中心とする

業種構成で､とくに飲食業､サービス業は立体的土地利用が他の業種に比べて進んでいる.

また､小売業は駅前地区 (徒歩 2分圏)では､大型施設による立体利用がなされている-

‥Hlr



方で､沿道型の大型施設 もみられる｡希望ケ丘でも､駅前地区の小売業の特化と飲食街の

形成がみられ､業種の空間的特化がみられる｡

小画地及び大画地による施設形態が共存 しており､中川地区全体での土地利用を考える

上での参考となる｡

④ 洋光台

土地区画整理事業 (公団)による開発｡駅前地区を公団の保留地にあて､大型施設によ

る立休利用 (低層階 :商業系､中 ･高層階 :住居系)がなされているo小売業､サーヒス

業を中心とした業種構成である｡また､駅前地区たけでなく沿道にも商業 ビルによる大型

施設の専用利用がなされ､立休的土地利用がみられるo

大型施設を中心とした土地利用がなされており､中川地区での大型施設の立地の可能性

を検討する上での参考となる｡

⑤ 杉 田

既成市街地内にある商業地｡小売業を中心とした業種構成だが､飲食業もブロックを形

成 してみられる｡商店数は類似地区内では､最も多いが､大型施設は､駅前などに若干み

られる程度で､各店舗の経営規模は小さい｡商業ヒルによる専用利用及び立体的な土地利

用は､駅から 160m圏 (徒歩 2分)と沿道にみられる｡

既成市街地内の商業地で小画地の施設立地が多いが､経営規模の原単位を把握する上で

参考になる｡

15-

方で､沿道型の大型施設もみられる｡希望ケ丘でも､駅前地区の小売業の特化と飲食街の

形成がみられ､業種の空間的特化がみ られる｡

小画地及び大画地による施設形態が共存 しており､中川地区全体での土地利用を考える

上での参考となる｡

④ 洋光台

土地区画整理事業 (公団)による開発｡駅前地区を公団の保留地にあて､大型施設によ

る立体利用 (低層階 :商業系､中 ･高層階 :住居系)がなされている｡小売業､サービス

業を中心とした業種構成である｡また､駅前地区だけでなく沿道にも商業 ビルによる大型

施設の専用利用がなされ､立体的土地利用がみられる｡

大型施設を中心とした土地利用がなされており､中川地区での大型施設の立地の可能性

を検討する上での参考となる｡

⑤ 杉 田

既成市街地内にある商業地｡小売業を中心とした業種構成だが､飲食業もブロックを形

成 してみられる｡商店数は類似地区内では､最 も多いが､大型施設は､駅前などに若干み

られる程度で､各店舗の経営規模は小さい｡商業 ビルによる専用利用及び立体的な土地利

用は､駅から 160m圏 (徒歩 2分)と沿道にみられる｡

既成市街地内の商業地で小画地の施設立地が多いが､経営規模の原単位を把握する上で

参考になる｡
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(4) 駅前商業地区における土地利用の一般的可能性

ここでは､前述 した頬似地区の特性を踏まえつつ､駅前商業地での土地利用の一般的可能

性を検討する｡

類似地区で共通性の高い土地利用は､背後地の立地特性､規模なとの固有条件に左右され

ない土地利用､つまり一般的に可能な土地利用と考えられるo

類似地区は全て日常生活のニースに対応 した販売特性をt)つ商業地であるOそのため周辺

地域の需要があることで成立 している施設は基本的には無いと考えられ､類似地区全てに共

通 して立地する施設は､そのまま一般的に立地可能な施設として抽出する｡

以上の検討に基づき､一般的に立地可能な施設を下表にまとめたC

なお､ここに抽出されなかった施設の立地可能性は､商業施設の立地､規模等の個別の条

件や経営力､資本力等の事業者側の内的条件によっては立地可能な施設といえる｡

表tl-5 -般的に立地可能な業種 ･施設
(その 1)

杉 田 洋 光 台 希 望 ケ 丘 桜 ケ 丘

≡小売初販 ス ー パ ー マ ー ケ ッ ト 2 3 4 2

生 鮮 食 料 品 店 33 ll 16 12

パ ン .菓 子 店 18 8 13 10

酒 .飲 食 品 店 14 4 2 3

慕 . の り 店 5 2 2 3

薬 局 .化 粧 品 店 7 3 9 9

書 籍 .文 具 店 6 8 10 8

衣 料 .身 辺 小 物 類 店 30 6 14 5

電 器 店 6 2 9 6

カメラ .メガネ .時計店 8 4 4 5

園 芸 .造 園 業 4 1 4 5

新 聞 販 売 店 1 1 2 3

バ イ ク . 自 転 車 店 1 1 1 3

靴 店 7 3 2 1

金 物 屋 5 3 2 3

玩 具 .模 型 店 3 3 1 1

手 芸 用 品 店 3 1 2 1

ふ と ん .寝 具 店 1 2 1 1
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(4) 駅前商業地区における土地利用の一般的可能性

ここでは､前述 した頬似地区の特性を踏まえつつ､駅前商業地での土地利用の一般的可能

性を検討する｡

類似地区で共通性の高い土地利用は､背後地の立地特性､規模なとの固有条件に左右され

ない土地利用､つまり一般的に可能な土地利用と考えられるo

類似地区は全て日常生活のニースに対応 した販売特性をt)つ商業地であるOそのため周辺

地域の需要があることで成立 している施設は基本的には無いと考えられ､類似地区全てに共

通 して立地する施設は､そのまま一般的に立地可能な施設として抽出する｡

以上の検討に基づき､一般的に立地可能な施設を下表にまとめたC

なお､ここに抽出されなかった施設の立地可能性は､商業施設の立地､規模等の個別の条

件や経営力､資本力等の事業者側の内的条件によっては立地可能な施設といえる｡

裏打一5 一般的に立地可能な業種 ･施設
(その 1)

杉 田 洋 光 台 希 望 ケ 丘 桜 ケ 丘

l小売初販 ス ー パ ー マ ー ケ ッ ト 2 3 4 2

生 鮮 食 料 品 店 33 ll 16 12

パ ン .菓 子 店 18 8 13 10

酒 .飲 食 品 店 14 4 2 3

慕 . の り 店 5 2 2 3

薬 局 .化 粧 品 店 7 3 9 9

書 籍 .文 具 店 6 8 10 8

衣 料 .身 辺 小 物 類 店 30 6 14 5

電 器 店 6 2 9 6

カメラ .メガネ .時計店 8 4 4 5

園 芸 . 造 園 業 4 1 4 5

新 聞 販 売 店 1 1 2 3

バ イ ク . 自 転 車 店 1 1 1 3

靴 店 7 3 2 1

金 物 屋 5 3 2 3

玩 具 .模 型 店 3 3 1 1

手 芸 用 品 店 3 1 2 1

ふ と ん .寝 具 店 1 2 1 1
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杉 田 洋 光 台 希 望 ケ 丘 桜 ケ 丘

飲負莱 食 堂 . レ ス ト ラ ン 19 14 26 18

喫 茶 店 9 8 12 7

バ ー . 酒 場 40 3 62 25

寿 司 屋 1 6 6 6

弁 当 4 3 4 2

飲 食 業 (汁) 73 34 110 58

サIどス莱 銀 行 .信 用 金 庫 2 3 2 2

理 容 .美 容 院 10 川 17 16

ク リ ー ニ ン グ 店 5 4 9 10

パ チ ン コ . 麻 雀 6 1 7 7

学 習 塾 1 7 10 5

工 務 店 .設 備 工 事 店 5 2 4 10

不 動 産 業 3 2 5 5

サ ー ビ ス (汁) 32 29 54 55

医痩 小 児 科 . 内 科 4 3 2 1

歯 科 .耳 鼻 科 5 5 4 5

医 療 (汁) 9 8 6 6

辛務所 一 般 事 務 所 4 ll 12 21
支 店 . 営 業 所 2 3 5 2
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杉 田 洋 光 台 希 望 ケ 丘 桜 ケ 丘

飲負業 食 堂 . レ ス ト ラ ン 19 14 26 18

喫 茶 店 9 8 12 ∫

パ ー . 酒 場 40 3 62 25

寿 司 屋 1 6 6 6

弁 当 4 3 4 2

飲 食 業 (計) 73 34 110 58

サIどス莱 銀 行 . 信 用 金 庫 2 3 2 2

理 容 .美 容 院 10 10 17 16

ク リ ー ニ ン グ 店 5 4 9 10

パ チ ン コ .麻 雀 6 1 7 7

学 習 塾 1 7 10 5

工 務 店 .設 備 工 事 店 5 2 4 10

不 動 産 業 3 2 5 5

サ ー ビ ス (汁) 32 29 54 55

医療 小 児 科 .内 科 4 3 2 1

歯 科 . 耳 鼻 科 5 5 4 5

医 療 (汁) 9 8 6 6

辛顔節 一 般 事 務 所 4 ll 12 21
支 店 .営 業 所 2 3 5 2
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(5) 用途地域別の立地状況

中川駅前センターは､用途指定では､近隣商業地域及び住居地域に指定されており､周辺

地域の用途第一種住居専用地域と区分されている｡そのため商業系の施設が必然的に駅前に

並序される｡

ここでは､類似地区において用途指定別にとのような施設が立地しているかを明らかにし､

中川駅前センターの用途指定上のちがいから生じる土地利用の可能性をさぐる｡なお､用途

地域別に建築可能な施設についてもあわせて示す｡

類似地区は､ほとんどが近隣商業地域に指定されている｡また､住居系の地域は､各地区

の中心となる商店街からややはずれた地域が指定されている (桜ケ丘東口､洋光台､杉田)0

都市計画上の用途指定は､その指定がなされた当初においては､現況土地利用に準 じた形

で用途指定が行われており､既成市街地の商業地である桜ケ丘東口､杉田の場合､商業施設

のほとんどが近隣商業地域に指定されている｡また､計画的に形成された洋光台､桜ケ丘西

口の場合､住居系の地域も商業地内にみられるが､指定面積自体が小さいため､結果として

立地業種､立地施設数とも近隣商業地域に比べて小さくなっている｡

なお､近隣商業地域と住居地域の間にみられる建築可能な施設のちがいは近隣商業地域で

は､大規模な車庫､倉庫､危険物施設の立地が可能となっているが､商業施設に関しては､

両地域の間ではとくにちがいはない｡

そのため､中川駅前センターでの用途指定のちかいから､土地利用のちかいが生じるとは

考えにくい｡

(5)用途地域別の立地状況

中川駅前センターは､用途指定では､近隣商業地域及び住居地域に指定されており､周辺

地域の用途第一種住居専用地域と区分されている｡そのため商業系の施設が必然的に駅前に

穀序される｡

ここでは､類似地区において用途指定別にどのような施設が立地しているかを明らかにし､

中川駅前センタ-の用途指定上のちがいから生じる土地利用の可能性をさぐる｡なお､用途

地域別に建築可能な施設についてもあわせて示す｡

類似地区は､ほとんどが近隣商貴地域に指定されている｡また､住居系の地域は､各地区

の中心となる商店街からややはずれた地域が指定されている (桜ケ丘東口､洋光台､杉EEE)o

都市計画上の用途指定は､その指定がなされた当初においては､現況土地利用に準 じた形

で用途指定が行われており､既成市街地の商業地である桜ケ丘東口､杉田の場合､商業施設

のほとんどが近隣商業地域に指定されている｡また､計画的に形成された洋光台､桜ケ丘西

口の場合､住居系の地域も商業地内にみられるが､指定面積自体が小さいため､結果として

立地菜種､立地施設数とも近隣商業地域に比べて小さくなっている｡

なお､近隣商業地域と住居地域の間にみられる建築可能な施設のちがいは近隣商業地域で

は､大規模な車庫､倉庫､危険物施設の立地が可能となっているが､商業施設に関しては､

両地域の間ではとくにちがいはない｡

そのため､中川駅前センターでの用途指定のちがいから､土地利用のちかいが生じるとは

考えにくい｡
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素Ⅱ一 6 一般 的に立地可能 な業種 ･施設 (用途地域別)

近 隣 商 業 住 居 二 様 住 専 一 種 柱 専

小売狗販 8 2 1

生 鮮 食 料 品 店 60 1

パ ン . 菓 子 店 48 4

酒 . 欽 食 品 店 22 1

慕 . の り 店 10

薬 局 . 化 粧 品 店 26 1

書 籍 . 文 具 店 28 1 3

衣 料 .身 辺 小 物 類 店 56 1

電 器 店 23

カ メラ .メガネ .時計 店 20 1

園 芸 . 造 園 業 14

新 聞 販 売 店 5 1 1

パ イ ク . 自 転 車 店 5 1

靴 店 12 1

金 物 屋 13

玩 具 . 模 型 店 7 I

手 芸 用 品 店 6 1

ふ と ん . 壌 具 店 4 1

飲負莱 食 堂 . レ ス ト ラ ン 74 1 2

喫 茶 店 31 1 3 1

ハ - . 酒 場 117 ll 2

寿 司 屋 17 2

弁 当 ll 2

サ1どス莱 銀 行 . 信 用 金 庫 9

理 容 . 美 容 院 42 6 5

ク リ ー ニ ン グ 店 27 1 1

パ チ ン コ . 麻 雀 21

学 習 塾 19 1 2 1

工 稀 店 .設 備 工 事 店 19 2

不 動 産 業 13 2

医痩 小 児 科 . 内 相 7 1 1 1歯 科 . 耳 JL 科 14 3 2

辛棉節 一 般 事 務 所 43 12 5 2

注)数値 は 4類 似地 区の合計
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義ll-6 一般 的 に立地可能 な業種 ･施 設 (用途地域別 )

近 隣 商 業 住 居 二 種 住 専 - 種 住 専

小売狗販 ス ー パ ー マ ー ケ ッ ト 8 2 1

生 鮮 食 料 品 店 60 1

パ ン .菓 子 店 48 4

潤 .飲 食 品 店 22 1

茶 の り 店 10

薬 局 .化 粧 品 店 26 1

書 籍 .文 具 店 28 1 3

衣 料 .身 辺 小 物 類 店 56 1

電 器 店 23

カ メラ .メガ ネ .時 計 店 20 1

園 芸 造 園 業 14

新 聞 販 売 店 5 1 1

バ イ ク .自 転 車 店 5 1

靴 店 12 1

金 物 屋 13

玩 具 模 型 店 7 1

手 芸 用 品 店 6 1

ふ と ん . 凍 具 店 4 1

飲負業 食 堂 . レ ス ト ラ ン 74 1 2

喫 茶 店 31 1 3 1

バ - 酒 場 117 ll 2

寿 司 屋 17 2

弁 当 ll 2

サIどス莱 銀 行 .信 用 金 庫 9

理 容 . 美 容 院 42 6 5

ク リ ー ニ ン グ 店 27 1 1

パ チ ン コ .麻 雀 21

学 習 塾 19 1 2 1

工 務 店 .設 備 工 事 店 19 2

不 動 産 業 13 2

医痩 小 児 科 .内 科 7 1 1 1歯 科 耳 鼻 科 14 3 2

辛棉所 一 般 事 務 所 43 12 5 2

注 )数 値 は 4頬 似 地 区 の 合 計

-19-



表 口 17 建築物の用途制限

第-種 毒二 住 居 近 隣 * * it工業 工 業 I #
用途地域

用 途 住居専用地域 住居専用地域 地 域 商 業地 域 地 域 地 域 地 域 書 用地 域

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×

学 校 等 義 梯 教 育 地 役 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ヽ ×
大 学 等 ×

EE] 暮 棺 (⊃ ○ ○ ○ ○ ○ (⊃ ＼

fll rl 棺 × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×

旅 館 . ホ テ ル 〉く × ○ ○ ○ ○ × ×

病 院 等 病 院 × ○ ○ ○ ○ ○ ヽ ×
診 療 所 ○ ○ ○

事 捕 所 × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

書 用 店 舗 × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×

劇 場 等 × × × × ○ ○ × ×
tt Vr t9

遊 載 鳩 × × ○ ○ ○ ○ ○ ×

キャバ レー等 × )( ヽ ＼ ○ ○ × ×料 理 店

飲 食 店 × (⊃ ○ (⊃ ○ ○ (⊃ ×

特 殊 浴 塘 × × × 〉く ○ ○ 十 ×

自 動 車 教 習 所 × × .○ ○ ○ ○ ○ ○
× ヽ × ○ ○ ○ ○ ○

h Ll 業 を 営 む 食 味 〉く ヽ × ○ ○ ○ ○ ○

× ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

× × ○ ○ ○ ○ ○ ○

× × × × ○ ○ ○ ○

中 規 模 で 公 害 の 予 想 さ れ る 工 場 × × × × × ○ ○ ○

× × × × ヽ × ○ ○

× ○ ○ ○ (⊃ ○ ○ (⊃

× × × ○ ○ ○ ○ ○
× × ヽ × 〉( ○ ○ ○

× × × × × × ○ ○

注 表中01i弥富される用途､ ×は制限される用途

※ 第二種住専内では､第-種住専内で額止されている用途は､3酷以上の部分に建築する場

合あるいは床面tA 1.500nlをこえる場合不可

ただ し､次の ものは建築することができる (令 130-7-2､令 130-7-3).
1 大字､高専門､専任学校その他これ らに頬するもの

2 病 院

3 老人福祉セ ンター､児童L事生施設､捕神薄弱児童通園施投その他 これ らに類するもの

4 税務署､郵便局､繋寮署､保険所､消防書その他これ らに頼するもの (f:たし.5階以

上の階をこれらの用途に供する場合不可)

5 号電公社が公衆屯気通信の用に供する建築物で建設大臣の指定 した もの (ただ し､5謄

以上の階をこれ らの用途に供する場合不可)
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義 Ⅲ- 7 建築物の用途制限

第-鍾i=& 住 居 近 隣 蘭 書 iI工業 工 業 エ ★
用途地域

用 途 住居専用地域 住居書用地城 地 域 商 業地 域 地 域 地 域 地 域 書 用地 域

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×

学 校 等 兼 柿 教 育 施 投 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 〉( ×
大 学 等 ×

EZ] 暮 棺 ○ ○ ○ ○ (⊃ ○ ○ ヾ

付 物 棺 × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ヽ

旅 館 , ホ テ ル 〉く × ○ ○ ○ ○ × ×

病 院 等 病 院 × ○ ○ ○ ○ ○ )く ×
診 療 所 ○ ○ ○

事 叛 所 × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

書 用 店 舗 × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×

刺 tA 専 × × × × ○ ○ × ×
観 覧 鳩

遜 載 鳩 × × ○ ○ ○ ○ (⊃ )く

キャバ レー等 × )く )く × ○ ○ ヽ ×料 理 店

飲 食 店 ヽ (⊃ ○ ○ (⊃ ○ ○ ×

特 殊 浴 嬢 × × ＼ 〉く ○ ○ + X

自 動 車 教 習 所 × × ,○ ○ ○ ○ ○ ○
規 書美 の 大 き い 草 1暮× メ × ○ ○ ○ ○ ○

A EF 業 を 営 む 食 味 × × )く ○ ○ くつ ○ ○

非 常 に 小 さ い 工 場 × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ヽ × ○ ○ ○ ○ ○ ○

〉く × × × ○ ○ ○ ○

× ヽ × × Y ○ ○ ○

× × × × × × ○ ○

非 常 に ′ト規 純 な 危 険 物 の 貯 叢 ､ 処 理 × ○ ○ ○ ○ ○ ○ (⊃

ヽ X × ○ ○ ○ ○ ○

× × × × × ○ ○ ○

× × × × × 〉く (⊃ ○

注 表中○は弥谷される用途､×は制限される用途

※ 第二種住専内では､第一種住専内で媒止されている用途は､3陣以上の部分に建築する場

合あるいは床面研 1,500nlをこえる場合不可

ただし､次のものは建策することができる (令 lso-7-2､令 130-7-3)｡
1.大字､帯革門､専任学校その他これらに頬するもの

2 病 院

3 老人福祉センター､児童Ll生施投､捕神滞弱児葺通園施投その他これらに類するもの

4 税務甘､郵便局､警察署､保険所､消防書その他これらに類するもの (ただし､ 5階以

上の階をこれらの用途に供する場合不可)

5 号屯公社が公衆電気通信の用に供する建築物で建設大臣の指定 したもの (ただし､5確

以上の階をこれらの用途に洪する場合不可)
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(6) 階別利用状況の把擾

ここでは､削 i地区における商業系施設の建物階別の利用状況の調査結果を示す｡

図Ⅱ-3 類似地区における階別利用

桜ヶ丘西
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併用利用

↑

4F～ T T
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(6) 階別利用状況の把捉
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商業ビルなどによる建柁L'つ商業系施設による専用利用形態は､桜ケ丘西口及び洋光台地区でそ

れぞれ全施設の40%程度を占め､他地区の15-20%程度に比べて高くなっており､商業施設の集

積と高度利用がうかがえる｡また､専用利用の場合は､2層による施設形態が最も多いが､3層

による施設形態もかなり見られる0

-万､住居系の施設と商業系施設との併用利用形態は､ 1階部分のみが商業施設として利用さ

れている形態が圧倒的に多い Oただし､洋光台では2階部分までの利用形態が多くその上層階が

住居系施設に利用されているいわゆるゲタバキ型の施設による立体利用が多いことがうかがえる｡

これらのことから､類似地区の一般的な傾向として､土地区画整理事業による開発地の商業地

(桜ケ丘西口､洋光台)では､専用利用がやや高いものの､住居系施設との併用利用が多く､ま

た立休利用も専用利用中心にみられる｡そのため､商業地全休の立体利用は､全地域に平均的に

見られるものではなく､商業地内の一部の特殊な条件を備えた地区に見られる形態と考えること

ができるO
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(7) 業種別の建物層別利用状況

類似地区における商業施設の立地状況を､(4)で業種における一般的利用状況､(6)で立体的

な利用形態を調養 したが､ここでは､との業種が駅前地区にとの程度の割合で立地 し､その

業種は建物のどの階に多く見られるかという商業施設の階層間及び業種間の相対的立地特性

を評価 した｡

まず､階別に各類似地区の業種利用状況を示し､次にこれをもとに､相対的立地特性の評

価を､各類似地区ごとに行った｡

図 II-4 業種別の建物階別利用

小売 ･物販 施設数

飲食業 施設数

桜ケ丘東 希望ケ丘 洋光台 杉田
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(7) 業種別の建物惜別利用状況
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業種は建物のどの階に多く見られるかという商業施設の階層間及び業種間の相対的立地特性

を評価 した｡

まず､階別に各類似地区の業種利用状況を示し､次にこれをもとに､相対的立地特性の評

価を､各類似地区ごとに行った｡

EgIⅡ-4 業種別の建物階別利用
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サービス施設数

桜ケ丘東希望ケ丘 洋光台 杉田

医療 施設数

203

150

leo

50

0
桜ケ丘西桜ケ丘東 希望ケ丘洋光台 杉田

事務所 施設数

サービス施設数

桜ケ丘西 桜ケ丘東 希望ケ丘 洋光台 杉田

00

知

日H

医療 施設数

桜ケ丘西 桜ケ丘東 希望ケ丘 洋光台 杉田

事務所 施設数

桜ケ丘西 桜ケ丘兼 希望ケ丘 洋光台 杉田

-24-

Eヨ 3.4.5F
匿詔 2F
図 1F



小売､物販の施設は､類似地区で最も多くみられる施設であるが､そのほとんどが 1階部分に

立地 している.ただし､洋光台については､2階部分についてもかなり立地しているが､これは､

洋光台の商業地が小画地による個人経営の商店街から成立 しているのではなく､大型施設による

立体利用という商業地構造をもっていることに起因する｡

飲食業についてt)､小売 ･物販の施設とはほ同様なことがいえる｡

これら小売 ･物販及び飲食業関連の施設は､地区内居住者の利用頻度が他の業種に比べて高い

ことから､ 1階部分の立地が店舗経営の上で､きわめて有利に働いている｡

一方､業務系施設に関しては､地区内居住者のはとんとにサービスを提供するような施設 (銀

行､クリーニング店等)については､ 1階部分に立地する方が有利であるが､居住者の一部に対

してのみサービスを提供するような施設 (学習塾､医療施設等)は 1階部分だけでなく､ 2階部

分以上の上層階での立地も可能であることを示しているo

なお､各類似地区における階層間及び業種間の相対的立地特性をつきに示す｡この裏は､ある

業種が､全業種のなかで､施設内のどの階層にとの程度立地しているかを相対的に業種間､階層

間で評価したものである｡これにより､ある業種を経営する上での､他業種及び自業種内での競

合関係及び､占有した階層の特性を生かした業種であるかどうかの判断の目安となると考えられ

る｡

表口-8 各地区の階層間及び業種間の相対的立地特性

地 区 名 階A 小 売 .物 販 飲 食 サ ー ビ ス 医 療 耶 耕 所

桜 ケ 丘匹i 口 54321+)十十十十十 (+)++ 十一一十 (十)

桜 ケ 丘先 口 54321十十+ 十十十 十十十 (十一

希 盟 ケ 丘 54321 十)十トト十十 (+)(十)十十十十十 (十)十(+)++(+) ● (十1

洋 光 台 54321十十十+十十 十十十 (十)1十1十 十
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小売､物販の施設は､類似地区で最も多 くみられる施設であるが､そのほとんどが 1階部分に

立地 している｡ただし､洋光台については､2階部分についてもかなり立地 しているが､これは､

洋光台の商業地が小画地による個人経営の商店街から成立 しているのではなく､大型施設による

立休利用という商業地構造をもっていることに起因する｡

飲食業についても､小売 ･物販の施設とほぼ同様なことがいえる｡

これら小売 ･物販及び飲食業関連の施設は､地区内居住者の利用頻度が他の業種に比べて高い

ことから､1階部分の立地が店舗経営の上で､きわめて有利に働いている｡

一方､業務系施設に関しては､地区内居住者のほとんどにサービスを提供するような施設 (銀

行､クリーニング店等)については､ 1階部分に立地する方が有利であるが､居住者の一部に対

してのみサービスを提供するような施設 (学習塾､医療施設等)は l階部分だけでなく､2階部

分以上の上層階での立地も可能であることを示しているO

なお､各類似地区における階層間及び業種間の相対的立地特性をつぎに示す｡この裏は､ある

業種が､全業種のなかで､施設内のどの階層にどの程度立地 しているかを相対的に業種間､階層

間で評価 したものである｡これにより､ある業種を経営する上での､他業種及び自業種内での盤

台関係及び､占有 した階層の特性を生かした業種であるかどうかの判断の目安となると考えられ

る｡

義Ⅱ-8 各地区の階層間及び業種間の相対的立地特性

地 区 名 防敬 小 売 .物 販 飲 食 サ ー ビ ス 医 療 耶 秘 所

桜 ケ 丘西 口 5432 ●+) (+) ●十 ●● (十)●1十十十十十 十十 ++

桜 ケ 丘東 口 54321●十十+ ●十十十 ●●●十十十 ●● ●●●(+)

希 望 ケ 丘 5432 十) (十)(十) (十)十(+)+ヰ( ) ●●● ●●●(■●1十十ト十十 十十十十十 十

洋 光 台 5432十十 十 ●●く十)1十 ●● ●●●十●1ヰ+十十 十十 1十

杉 田 5432●●十十十十十十寸 ●(十) ●(十) (+) ●●●
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(8) 距離帯別の業種特性及び階別利用特性

類似地区における商業施設は､駅勢圏内の居住者を顧客としているため､いわゆる商店街

の規模はさほど大きくはなく､徒歩圏内 (400m内外)のエリアをもっている｡また､駅を

中心に商店街が形成されており､駅に近い位置ほど､潜在的な購買力は高くなると考えられ

る｡そのため､駅からの距離で､業種の立地特性及び階別利用特性をみることは重要なこと

である｡また､画地規模の大小も成立業種及び階別利用形態に影響を与えると考えられるの

で､画地規模が大きい場合､どのような業種が立地し､また階別の利用形態はとのようなも

のであるかについても､距離との関係から合わせて示し､一般性を導く上での手かかりを示

す｡
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表 Ⅲ-9 距離帯別業種特性

地 区 名 画 地規 模 駅 か り の 距 離0/-80m 80- 160m 160- 240m 240- 320m 320- doom

※桜ケ丘西 大 (駅 広) ① C A -小 ① ⑬ ④ ④ ④

桜ケ丘東 大 C B､① E - -
小 ④ ① ④ - -

△希望ケ丘 大 A ① A､C - -小 ㊨ ① ① ⑬ ㊨

栄洋 光 台 大 ㊨ ④､① A､B A -小 - E lD A､C ①

杉 田 大 A A A A､C -

A :小売 ･物販業､B .飲食業､C サーヒス業

E.事務所

○ は各ソーンにおける主たる画地規模

※ 区画整理事業

△ 民間Efl他聞発

表 n-10 距離帯別施設形態特性

地 区 名 施 設形 態 駅 か b の 距 離0-80m 80- 160m 160- 240m 240- 320m 320- 400m

※桜ケ丘西 専 用 ② 2 2 2 -併 用 (駅 広) ① ① ① -

桜ケ丘東 専 用 2 2 2 - -
併 用 ① ① ① ① -

△希望ケ丘 専 用 2 2 3 3 -併 用 ① ① ⑬ ⑬ ①

※洋 光 台 専 用 2 @ 2,3 2 1併 用 C､D B､D C ① ①

杉 田 専 用 2 3 1 1､2､3 -

専用の数値は階数を示す｡

併用のBは (1F店舗､ 2F住居の形態)

Cは (1F店舗､2F以上住居)

Dは (2Fまで店舗､3F以上住居)

○は各ゾーンにおける主たる施設形態
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蓑正一9 距離帯別業種特性

地 区 名 画 地規 模 駅 か り の 距 離0.-80m 80- 160m 160- 240m 240- 320m 320- 400m

※桜ケ丘西 大 (駅 広) ① C A -小 ① ① ④ ④ ④

桜ケ丘東 大 C B､① E - -
小 ④ ① ④ - -

△希望ケ丘 大 A ① A､C - -小 ㊨ ① ① ① ㊨

潔洋 光 台 大 ㊨ ④､① A､B A -小 - E 《⊃ A､C ⑬

杉 田 大 A A A A､C -

A:小売 ･物販業､B:飲食業､C:サービス業

E:事務所

○ は各ゾーンにおける主たる画地規模

※ 区画整理事業

△ 民間団地開発

哀Ⅲ-10 距離帯別施設形態特性

地 区 名 施 設形 態 駅 か ら の 距 離0- 80m 80- 160m 160- 240m 240- 320m 320- doom

※桜ケ丘西 専 用 @ 2 2 2 -併 用 (駅 広) ① ⑬ ⑬ -

桜ケ丘束 専 用 2 2 2 - -
併 用 ⑬ ① ⑬ ① -

△希望ケ丘 専 用 2 2 3 3 -併 用 ⑬ ① ⑬ ① ⑬

※洋 光 台 専 用 2 @ 2,3 2 1併 用 C､D B､D C ⑬ ①

杉 田 専 用 2 3 1 1､2､3 -

専用の数値は階数を示す｡

併用のBは (1F店舗､2F住居の形態)

Cは (1F店舗､2F以上住居)

Dは (2Fまで店舗､3F以上住居)

○は各ゾーンにおける主たる施設形態
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(9) 頬似地区における基本的な施設立地パターン

事業手法のちがい (土地区画整理事業か否か)に者目し､(7)でまとめた距離幕別の業種及

び階別利用形態の基本的パターンを囲示したo

洋光台 (区画軽理)

320m 400m

桜ケ丘西口 (区画整理)

80m 160m 240m 320m 400m

桜ケ丘乗口 ･希望ケ丘 ･杉田 (既成市街地)
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(9) 頬似地区における基本的な施設立地パターン

事業手法のちがい (土地区画整理事業か否か)に著目し､(7)でまとめた距離帯別の業種及

び階別利用形態の基本的パターンを図示 した｡

洋光台 (区画生理)

4F

3F

2F

IF

Om 80m

釈

桜ケ丘西口 (区画整理)

160m 240m 320m 400m

80m 160m 240m 320m 400m

桜ケ丘東口 ･希望ケ丘 ･杉田 (既成市街地)

ー28-



まず､土地区画整理事業による開発地である洋光台､桜ケ丘の立地パターンをみるO

洋光台では商業施設の専用利用形態が駅 240m圏(徒歩 3分)内に多 くみられ､また 3層

以上の中､高層の住居併用型の商業施設が駅近隣に集合 している｡160- 240m (徒歩 3分

圏)ではサーヒス業 (銀行)を中心とする立地パターンになり､ 320m圏 (徒歩 4- 5分)

の沿道には､車利用者も顧客とした飲食業関連の施設が立地 している｡

桜ケ丘西口でも､駅周辺 (160m圏､徒歩 2分)に専用利用形態及ひ大型施設の立体利用

がみられる｡また､ 320m圏(徒歩 4分)の沿道には､大型店が立地 し立体利用が行われて

いる｡

業種特性をみると､駅周辺に飲食業が多 く､ 160m (徒歩 2分)以遠になると小売 ･物販業

が多 くみられる｡

これらのことから､土地区画整理事業地区では､駅近隣に商業施設の立体利用が行われ大

画地のみならず､比較的小規模な画地でも立体利用がみられる｡また､駅から離れた地点で

も沿道など車利用に有利な条件を生かすことにより大型施設の立体利用が可能となっている｡

一方､既成市街地内における商業地では､小規模な画地による2階建ての住居併用施設の

立地が基本的なパターンとなっており､立体利用もあまり進んでいないC

以上のことから､商業施設の地理的条件 (駅との位置関係)､及び画地条件のちがいから､

一般的にとのような土地利用形態がなされ､とのような業種が主に成立 しているかについて

次表にまとめる｡
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表rl-日 商業施設立地のための条件とその形態

駅 と の 位 置 関 係

駅 前 駅 周 辺 沿 道

画地規模大 土 形 ･大型施設の立体的 ･大型施設の立体的 ･大型施設の立体的

地利用 態 利用 利用 利用

主 ･小売 .物販 ･小売 .物販 ･小売 .物販

な莱種 ･飲食･サー ビス (金融) ･サー ビス (金融)

頬 の ･桜ケ丘西口 ･希望ケ丘 ･桜ケ丘西口

似 事 ･希望ケ丘 ･桜ケ丘東口

也 ･洋光台 ･希望ケ丘

区 例 ･杉 田 ･洋光台

画也規模小 土 形 ･商店街､同業種 ･商店街､同業種

地刺用 態 ブロックの形成 ブロックの形成

主 ･小売､物販 ･小売､物販

ち莱種 ･飲食 ･飲食

頬 の ･桜ケ丘東口 ･希望ケ丘
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表 Ⅲ-11 商業施設立地のための条件とその形態

駅 と の 位 置 関 係

駅 前 駅 周 辺 沿 道

画地規模大 土 形 ･大型施設の立体的 ･大型施設の立体的 ･大型施設の立休的

地刺用 態 利用 利用 利用

主 ･小売 .物販 ･小売 .物販 ･小売 .物販

吃業種 ･飲食･サー ビス (金融) ･サー ビス (金融)

頬 の ･桜ケ丘西口 ･希望ケ丘 ･桜ケ丘西口

似 事 ･希望ケ丘 ･桜ケ丘東口

也 ･洋光台 ･希望ケ丘

区 例 ･杉 田 ･洋光台

画也規模小 土 形 ･商店街､同業種 ･商店街､同業種

地刺用 態 ブロックの形成 ブロックの形成

主 ･小売､物販 ･小売､物販

伝莱種 ･飲食 ･飲食

頬 の ･桜ケ丘東口 ･希望ケ丘

似 事也区 例 ･杉 EB ･杉 田
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図 日 1 6 煎 寸 印 ( 覇 望 里 謡 )
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図Ⅱ-6 桜ケ丘 (階別利用)
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Ⅲ.中川駅前センターにおける

土地利用のイメージ



Ⅲ _ 中 Jll駅 肯けセ ン タ - 古こ お 古ナ る

二ヒ 地 帯り用 の イ メ - ジ

Ⅱ章で明らかにした駅前類似地区における土地利用の一般的可能性に基つき中川駅前センター

における施設の立地可能性とそのための条件を検討する｡

1.立地可能な施投

類似地区及び中川駅前センターは､いづれも駅圏内居住者の日常生活のニーズに対応した販

売構成で､商業規模も類似した同質的な商業地である｡そのため､Ⅱ章 3(4)で抽出された頬似

地区において一般的に立地可能な業種､施設は､そのまま中川駅前センターにおいてt)並地可

能であるといえる｡

また､中川駅前センターは､地区の周辺地域 (1-2km圏)内に公共公益施設や大学､研究

所の立地が計画されており､他の類似地区と比べて住居系以外の施設整備水準が高い｡そのた

め､これらの公共公益施設なとを利用する人々を駁客とした業種 ･施設の立地も可能であると

考えられる｡

表Ⅲ-1 周辺地域の整備状況

釈 行 公氏 図懲 桁 柄 那 堤 a = * 高 大学 那究からのRT 政也ンタ1 祉施 玩医頼セ:/タI 柿公圃 外スポIツ 内スメ1ツ 竺 型吉 見｡T!板 等芋#盟 館 館 a 施設 施設 以上) 店 校 柄

桜 ケ 丘 1km2一皿 ○

5km ○ ○ ○ ○ ○ (⊃ ○

希 望 ケ 丘 1k血2b ○ (⊃ ○
5km ● ○○ ○ ○

洋 光 台 1km2h¶ ○ (⊃ ○

5h ○ ○ (⊃ ○

杉 出 1km2km ○ ○

5krn● ○ ○ ○ ○

P._E 北 M.T.I(中川地区) 1km ○
2km (⊃
5km ㊥
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Ⅱ章で明らかにした駅前類似地区における土地利用の一般的可能性に基づき中川駅前センター

における施設の立地可能性とそのための条件を検討する｡

1.立地可能な施設

頬似地区及び中川駅前センターは､いづれも駅圏内居住者の日常生活のニーズに対応 した販

売構成で､商菜規模 も類似 した同質的な商業地である｡そのため､Ⅱ章 3(4)で抽出された類似

地区において一般的に立地可能な業種､施設は､そのまま中川駅前センターにおいても立地可

能であるといえる｡

また､中川駅前センターは､地区の周辺地域 (1- 2km圏)内に公共公益施設や大学､研究

所の立地が計画されており､他の類似地区と比べて住居系以外の施設整備水準が高い｡そのた

め､これ らの公共公益施設などを利用する人々を髄客とした業種 ･施設の立地 も可能であると

考えられる｡

表Ⅲ- 1 周辺地域の整備状況

釈か 行政 公氏鰭 図杏鰭 棉 柄院 那 屋外 蛋内 (大売場型 高 大学 研究所

らの拒 センタ 祉施 医磨セン 市公 スポlツ スポIツ 看 丑Oが販 等学

梶圏 I 設 タI 園 施設 施醍 以上) 店 校

桜 ケ 丘 1km2bl ○

5km ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

希 盟 ケ 丘 lk爪2km ○ ○ ○

5km ● ○ ○ ○ ○

洋 光 台 1km -2km ○ ○ ○

5km ○ (⊃ ○ (⊃

杉 田 l也l2klTl ○ ○

5k711● ○ ○ ○ ○

港 北 N.T.`(中川地区) 1km - - - ■-

2km - - - ○ ○

5km ◎

-EEγ



2.中川駅前センターにおける施投の立地可能数

類似地区の検討から､中川駅前センターでも立地可能な業種 ･施設について､その立地可能

数を検討する｡

これらの業種 ･施投は駅圏内居住者を顧客とするものが主体であり､その成立にあたっては､

居住者数の大小によって各業種 ･施設数が左右される｡ここでは､類似地区の駅を中心とした

概ね半径 1.000m以内の居住者数を各施設の支持人口として採用し､支持人口と各施設の立地

数との関係から､各業種の1施設当りの支持人口を算出した｡その結果を以下に示す｡

これらの 1施設当りの支持人口を基に､中川駅前センターでの各施設の立地数を中川地区の

熟成度に応 じて求めるoなお､中川駅前センターを中心とする中川駅圏の人口は､熟成時にお

いて15,300人を想定した (図 Ⅰ-2参照)｡
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表Ⅲ-2 各業種 ･施設の立地原単位 (駅圏人 口による成立可能数)

類 似 地 区 の 類 似 地 区 の 1 店 舗 当 り の

立 地 数 駅 圏 人 口 成 立 支 持 人 口

小売物販 ス ー パ ー マ ー ケ ッ ト 2- 4 25.447人～43.550人 6.361- 21,775人

生 鮮 食 料 品 店 ll-33 848- 3.702

パ ン . 菓 子 店 8--18

磨 . 飲 食 品 店 2-14

茶 の り 店 2- 5

薬 局 .化 粧 品 店 3-- 9

書 籍 . 文 具 店 6-10

衣 料 . 身 辺 小 物 類 店 5-30 933- 8,710

電 気 店 2- 9

カ メ ラ .メ ガ ネ .時 計 店 4- 8

園 芸 . 造 園 業 i- 5

新 聞 販 売 店 1- 3

パ イ ク . 自 転 車 店 1- 3

靴 店 1-- 7 4.000- 43,550

金 物 屋 2～ 5

玩 具 . 模 型 店 1- 3

手 芸 用 品 店 1～ 3

ふ と ん . 渡 異 店 1- 2 20.365- 43.550

飲負業 食 堂 . レ ス ト ラ ン 14--26 978一一 2,909

喫 茶 店 7-12 2,120- 6,221

ハ - 酒 場 3-62 410- 13.576

寿 司 屋 1-- 6

弁 当 2-- 4 6.361一一 21,775

サ】どス業 銀 行 . 信 用 金 庫 2-- 3 12.723- 21.775

理 容 . 美 容 院 10-17

ク リ ー ニ ン グ 店 4--10

パ チ ン コ .麻 雀 1- 7

学 習 塾 1--10

工 稀 店 . 設 備 工 事 店 2-10 4.355- 20,365

不 動 産 業 2- 5 5.089- 20.365

医療 小 児 科 . 内 科 I- 4 7,000- 43.550歯 科 . 耳 井 科 4- 5 5,600- 8.710

辛棉所 一 般 事 務 所 4-21

-41-

表Ⅲ-2各業種 ･施設の立地原単位 (駅 圏人 口による成立可能数 )

類 似 地 区 の 類 似 地 区 の 1 店 舗 当 り の

立 地 数 駅 圏 人 口 成 立 支 持 人 口

小売物販 ス ー パ - マ ー ケ ッ ト 2- 4 25.447人～43,550人 6,361-- 21.775人

生 鮮 食 料 品 店 ll-33 848- 3.702

パ ン 菓 子 店 8--18 1.555-- 5,091

酒 飲 食 品 店 2-14 2.000- 14,516

茶 の り 店 2一一 5 5,600-- 20.365

薬 局 .化 粧 品 店 3- 9 2.827 - 13,576

書 籍 文 具 店 6-10 2,544- 5.443

衣 料 . 身 辺 小 物 類 店 5-30 933- 8.710

電 気 店 2一一 9 2.827-- 20.365

カ メ ラ .メ ガ ネ .時 計 店 4- 8 3.500- 10.182

園 芸 造 園 業 1- 5 6.361- 40,730

新 聞 販 売 店 1- 3 12.723- 40,730

バ イ ク .自 転 車 店 1-- 3 14,516-- 40,730

靴 店 1- 7 4.000- 43.550

金 物 屋 2- 5 5.600- 14.516

玩 具 模 型 店 1- 3 9.334- 43,550

手 芸 用 品 店 1- 3 9.334-- 43.550

ふ と ん .寝 具 店 1- 2 20.365- 43.550

飲負莱 食 堂 .レ ス ト ラ ン 14 -26 978- 2.909

喫 茶 店 7-12 2.120- 6.221

バ 酒 場 3--62 410- 13,576

寿 司 屋 1- 6 4,241-- 28.003

弁 当 2-- 4 8.361-- 21.775

サ)どス集 銀 行 .信 用 金 庫 2- 3 12.723- 21.775

理 容 美 容 院 10-17 1,496- 4,073

ク リ ー ニ ン グ 店 4-10 2.827-- 10.182

パ チ ン コ .麻 雀 1- 7 3.635- 40,730

学 習 塾 1-10 2.544一一 28.003

工 務 店 . 設 備 工 事 店 2-10 4.355-- 20,365

不 動 産 業 2- 5 5,089- 20.365

医凍 小 児 科 内 科 1- 4 7,000- 43,550歯 科 耳 鼻 科 4- 5 5.600- 8.710

辛務節 一 般 事 務 所 4-21 2,073-- 7,000
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図m-1 中川駅前センターにおける成立可能施設数

中川駅湘人口(人) 5J)00 10.900 15.900 20.000 熟成時 (15,300人)における成立可能数

小売初販 0 1 1L-3 0- 2

生 鮮 食 料 品 店 セ 一一 一 日 ∴5 23 4一一18?

バ ン . 薬 子 店 一十｢ワ-1 3 12 3- 9' 卜J 1 I

酒 . 飲 食 品 店 OL2 1】0 1- 7
2
.3

慕 . の り 店 Oryl 0 3 0-- 2
2

I i

薬 局 .化 牡 品 店 0｢-3 1 7 1- 5
2 l

3

書 籍 . 文 具 店 ト｣.･.→ 2 1 3 7 2.- 6

衣料 .身辺小物頬店 1 2 -21 1～ 161 10

同 気 店 l O.3 0一一7 0-- 5
?

3

メガネ.カメラ.時31億 1 2 .5 1-- 41

園 芸 . 造 園 集 ト1 0-3 0～ 2
2

新 聞 販 売 店 0 I 0- 1

パ イ ク 自 転 車 店 0 1 0- 1

靴 店 ∩r.I? 0r-_FI 0- 3

金 物 店 1 -3 1- 2

玩 具 . 模 型 店 -1 0ド-2 0- 1
I

手 芸 用 品 店 -1 -2 0- 1

園 皿- 1 中川駅前 セ ンターにおけ る成立可能施設数

中川駅閑人ロ(人) 5POO l0.900 15.900 20.000 熟成時 (15,300人)における成立可能数

小売物販 0 1 1L-3 0- 2

2

生 鮮 食 料 品 店 也 .__ ー1 日 ∴5 23 4一一18?

バ ン . 英 子 店 ←1｢r1 3 】2 3-. 9I I

酒 . 欧 食 品 店 OL2 1 10 1- 7
2
.3

茶 . の り 店 Oryl 0 3 0- 2
2

I て

薬 局 .化 虹 品 店 0｢-3 1 7 1- 5
2

3

蕃 簿 . 文 具 店 トー⊥一 一 2 ? 3 7 2- 6

衣料 .身辺小物類店 1 2 -21 1- 16I 10

和 気 店 l O.3 0一一7 0- 5
?

3

メガネ.カメラ.時31店 I 2 .5 1- 41

園 芸 . 造 Egl薬 ト1 0-3 0- 2
2

新 聞 販 売 店 0 1 0- 1

パ イ ク 自 転 並 店 0 1 0-I

靴 店 ∩I.-ク 0ド-_FI 0- 3
I

金 物 店 1 -3 1- 2

玩 具 . 模 型 店 -1 0r-2 0- 1
I

手 芸 用 品 店 ～1 :-2 0-1



図Ⅲ-2 中川駅前センターにおける成立可能施設数

(その 2)

中川駅圏人口 (人) 5,QOO l0.poo ls.900 20,POO 熟成時 (15.300人)

吹負莱 食 掌 .レス トラ ン 七 と 土 ._･. 3110 6 20 5- 15

喫 茶 店 トー.-｣.-→ 2 l3 9 2-- 7I ? 4 ■3

バ ー . 酒 場 I Il1ト48 I-37∩-L-24

寿 司 屋 02 04 0-3

弁 当 01 3 0-2

サIどスA 銀 行 . 借 用 金 BF 0 1 0-1

理 容 . 美 容 院 卜㌧ __L_→3Fl 4 13 3- 10

ク リ ー ニ ン グ店 1 3 17 1.- 51

パ チ ン コ .麻 雀 ■o 2 0ト5 0.--4

学 習 塾 0■3 oL7 0- 6I

工梯店 .没傭IqT店 .-2 OJ-4 0- 3

不 払 産 業 oLl L3 0-3
l

医i 小 児 科 . 内 科 oLl ｣2 0-2歯 科 . 耳 A 科 トー.｣｣ 2 2-3 I- 2

辛早釈 - 般 中 林 所 トー.-L-→ 2 ?トq 2- 7

｢4

支 店.営 業 所 0ー-1 OLR 0-3

-431

図Ⅲ-2 中川駅前センターにおける成立可能施設数

(その 2)

中川駅周人口(人) 5.qOO l0.000 15.000 20.000 熟成時 (15.300人)における成立可能敬

飲負業 食 掌 .レス トラ ン 乍 2- .3 10 6 20 5- 15

喫 茶 店 1 l3 9 2- 7

2

r l 2 4 ■3

バ ー .酒 場 1 148 1- 370一一24
l

寿 司 屋 oL2 oト4 0- 3
l

lI

弁 当 . oL1 03 0- 2

サIどス業 銀 行 .借 用 金 碑 I0卜1 0- 1

理 容 . 美 容 院 卜｣｢ 2ト ー｢-=一･.一･一一132 6 4 l3 3- 10

ク リ ー ニ ン グ店 l llL3 17 1- 5
I ll

パ チ ン コ . 麻 雀 oト2 0ト5 0- 4I

学 習 塾 . oト3 0し7 0- 6
I

工務店 .設備工事店 2 0し4 0- 3l

不 動 産 業 oLl L3 0- 3
Il

医痩 小 児 科 . 内 科 II ･-1 L2 0-- 2歯 科 . 耳 鼻 科 ト｣--1 2 2｢-3 1- 2

事*釈 - 般 gl 秘 所 ト ー.L.-→ 2 2卜9 2- 7

1ト4

支 店 . 営 巣 所 0トー1 oL3 0- 3l
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3.施設の配al計画

地権者が所有している土地の画地規模のちがい､及び立地条件のちがいを考慮し､5節で検

討する計画論も踏まえて､中川地区全体の商業施設の活性化を目指す上での､商業施設の配置

計画上の留意点を以下に示すD

(》 核店舗の位置

地区全体が商業地として成立するためには､できるだけ多くの人々を地区全域に回遊させ

る必要がある｡そのためには､核店舗を駅前といった地区の中心に配置するのではなく､地

区全域に回遊性を持たせることができる街区に配置することが必要となる｡これにより､駅

からの動線を長く確保でき､地区全域に均等に顧客が配分される.

(参 共同ヒル事業について

換地計画図に基づく画地規模をみると､かなりの地権者が小画地規模の換地を受け､しか

も間口6m､奥行35m程度の短冊換地がなされている｡とくに､駅前から遠く､しかも沿道

からはずれた街区での小画地所有者は､立地条件及び画地条件の双方が他の街区に比べて劣

るため､土地利用の共同化を計ることが望まれる｡画地の共同化を図り､共同ビルを建設す

ること等により､不利な画地条件を克服し､単独では創造しえない商業空間を生むことがで

き､街区の商業空間としての価値を高めることができる｡

(卦 自動車による来客に対応した街つくり

中川駅前センターは､地区の中央部を牛久保 ･中川線が横断しており､周辺地域からの自

動車による来客が考えられる｡そのため単に地下鉄利用者だけでなく､自動車利用者に対応

した関連施設の配置も重要となる｡

まず､駐車場の確保が必要となるが､地区内はできるだけ歩行者の回遊性を高めることと､

安全性を確保する見地から駐車場の配置は避け､地区の外周道路沿いに設けることが望まし

いといえる｡

また､地区の中心である駅利用者の動線からはずれていてt)､幹線道路沿いには､駐車場

を確保することにより沿道サービス型の商業施設の立地も十分可能となる｡その際､幹線道

路沿いに商業施設を集積させることにより､別の動線の創造も可能となり､商業空間として

の価値を高めることができる｡

⑥ 公共施設について

公共施設は､熟成途上の段階でヒル トアップを促進する｡その配置は､商業施設利用者と

の動線が重複するように配置することで､双方の利用者を顧客として導き入れることができ､

センター地区への集客力を高めることができる｡また､公共公益施設は､街づくりの初期段

階において開発主体が先行整備すべき施設であり､公団用地に配置することが望まれる0
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3.施設の配狂計画

地権者が所有している土地の画地規模のちかい､及び立地条件のちがいを考慮し､5節で検

討する計画論も踏まえて､中川地区全体の商業施設の活性化を目指す上での､商業施設の配置

計画上の留意点を以下に示す｡

(》 核店舗の位置

地区全体が商業地として成立するためには､できるだけ多くの人々を地区全域に回遊させ

る必要がある｡そのためには､核店舗を駅前といった地区の中心に配置するのではなく､地

区全域に回遊性を持たせることができる街区に配置することが必要となる｡これにより､駅

からの動線を長く確保でき､地区全域に均等に顧客が配分される.

② 共同ビル事業について

換地計画図に基づく画地規模をみると､かなりの地権者が小画地規模の換地を受け､しか

も間口6m､奥行35m程度の短冊換地がなされている｡とくに､駅前から遠く､しかも沿道

からはずれた街区での小画地所有者は､立地条件及び画地条件の双方が他の街区に比べて劣

るため､土地利用の共同化を計ることが望まれる｡画地の共同化を図り､共同ヒルを建設す

ること等により､不利な画地条件を克服し､単独では創造しえない商業空間を生むことがで

き､街区の商業空間としての価値を高めることができる｡

③ 自動車による来客に対応した街づくり

中川駅前センターは､地区の中央部を牛久保 ･中川線が横断しており､周辺地域からの自

動車による来客が考えられる｡そのため単に地下鉄利用者だけでなく､自動車利用者に対応

した関連施設の配置t)重要となるO

まず､駐車場の確保が必要となるが､地区内はできるたけ歩行者の回遊性を高めることと､

安全性を確保する見地から駐車場の配置は避け､地区の外周道路沿いに設けることが望まし

いといえる｡

また､地区の中心である駅利用者の動線からはずれていても､幹線道路沿いには､駐車場

を確保することにより沿道サービス型の商業施設の立地も十分可能となる｡その際､幹線道

路沿いに商業施設を集積させることにより､別の動線の創造も可能となり､商業空間として

の価値を高めることができるO

④ 公共施設について

公共施設は､熟成途上の段階でヒル トアップを促進する｡その配置は､商業施設利用者と

の動線が重複するように配置することで､双方の利用者を顧客として導き入れることができ､

センター地区への集客力を高めることができる｡また､公共公益施設は､街づくりの初期段

階において開発主体が先行整備すべき施設であり､公団用地に配置することが望まれる｡
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4.土地利用の立体化について

商業施設の立体的な展開の可能性について､類似地区における指定容横率による最大限供用

可能fj:床面積に対する実際供用されている床面積の割合から求めた歩留り率と立体的土地利用

の状況をみることにより､中川駅前センターでの立体化のイメージを検討する｡

まず､実際に供用されている床面積 (-供用床面積)は､類似地区では､22.000-27,000nl

(商業系)である｡中川駅前センターのそれは､熟成時において一般小売業だけで13,000-

16,000rTfが想定されており､商業施設全体では､36,000-4l,000nf(蓑Ⅲ-3)程度の供用床

面積になると考えられる｡

一方､指定容積率による最大限供用可能な床面積 (-供用可能床面積)に対する供用床面

横の比率 (-歩留り率)は､類似地区で9-17%程度である｡中川駅前センターのそれは､熟

成時においても14%程度で､類似地区と同程度であることが想定されるが､周辺地域の整備水

準が高いなとの頬似地区にはみられない地域特性を生かすことにより､供用床面積を大きくし､

歩留り率を上げることも可能となると考えられる｡

これらのことから､商業施設の立体的な展開は､類似地区と同様な展開になるとイメージさ

れ､駅前､沿道の立地条件の良いエリア､あるいは大画地化を図ることなとにより経営規模を

大きくし､集客力を高めたエリアでの立体利用が考えられる｡

なお､ここでは､商業施設の立体利用の可能性について述べたものであり､ 1階部分に商業

施設､2階部分以上に住居系施設を入れたゲタばさの建物は､商業系施設の平面的利用として

とらえている｡2階部分以上に住居系施設を入れることによる他用途との併用による立体的土

地利用の展開は十分考えられる｡

しかしながら､商業系施設のみで地区全休を構成することは､中川地区と同規模の商業地で

ある類似地区の場合と同様極めて困難であると考えられ､ (図Ⅱ12参照)､商業地区であっ

ても住居系の建物等他用途の建物を含めた地区全体のヒル トアップの方策についてt)考える必

要がある｡この場合､地区全体の中で商業地として立地条件のよいエリアを選定するなど､個

々の画地における土地利用だけでなく､地区全体の土地利用計画を立てることが必要とlj:って

くる｡
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4.土地利用の立体化について

商業施設の立体的な展開の可能性について､類似地区における指定容積率による最大限供用

可能な床面積に対する実際供用されている床面積の割合から求めた歩留り率と立体的土地利用

の状況をみることにより､中川駅前センターでの立体化のイメージを検討する｡

まず､実際に供用されている床面概 (-供用床面積)は､類似地区では､22,000-27,000nl

(商業系)である｡中川駅前センターのそれは､熟成時において一般小売業だけで13,000-

16,000m2が想定されており､商業施設全体では､36,000-41,000m2(表Ⅲ-3)程度の供用床

面積になると考えられる｡

一方､指定容横率による最大限供用可能な床面積 (-供用可能床面積)に対する供用床面

積の比率 (-歩留り率)は､類似地区で 9-17%程度である｡中川駅前センターのそれは､熟

成時においても14%程度で､類似地区と同程度であることが想定されるが､周辺地域の整備水

準が高いなどの類似地区にはみられない地域特性を生かすことにより､供用床面積を大きくし､

歩留り率を上げることも可能となると考えられる｡

これらのことから､商業施設の立体的な展開は､類似地区と同様な展開になるとイメージさ

れ､駅前､沿道の立地条件の良いエ リア､あるいは大画地化を図ることなどにより経営規模を

大きくし､集客力を高めたエ リアでの立体利用が考えられる｡

なお､ここでは､商業施設の立体利用の可能性について述べたものであり､ 1階部分に商業

施設､2階部分以上に住居系施設を入れたゲタばさの建物は､商業系施設の平面的利用として

とらえている｡2階部分以上に住居系施設を入れることによる他用途との併用による立体的土

地利用の展開は十分考えられる｡

しか しながら､商業系施設のみで地区全休を構成することは､中川地区と同規模の商業地で

ある類似地区の場合と同様極めて困難であると考えられ､ (図 m-2参照)､商業地区であっ

ても住居系の建物等他用途の建物を含めた地区全体のビル トアップの方策についても考える必

要がある｡この場合､地区全体の中で商業地として立地条件のよいエ リアを選定するなど､個

々の画地における土地利用だけでなく､地区全体の土地利用計画を立てることが必要となって

くる｡
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蓑皿-3 商 業 地 の 規 模

地 区 用 途 近隣商業地域 住 居 地 域 二種住居専用 一種住居書用 A 什

桜 ケ 丘西 口 面 鎌 (nI) 66.loo - - - 66.100

廷床面f* (mf) 132.300 - - - 132.300

供 用延床面稚 (rrf) ll,700 - - - ll.700

歩 留 率 8.84タo' - - - 8.84%

桜 ケ 丘東 口 面 f* (rrf) 49.loo 13.000 - - 62,100

延床面鎌 (n1) 98.300 26.loo - - 124.400

供 用延床面積 (rtf) 7,100 4.600 - - ll.700

歩 留 率 7.22% 17.62% - - 9,40%

希 望 ケ 丘 面 棟 (nf) 45.300 - - - 45.300
延昧面f* (Td) 136.000 - - - 136.000

供 用延球面稚 (rJ) 23.400 - - - 23.400

歩 留 率 17.20Po' - - - 17.20,%

洋 光 台 面 横 (nf) 67.600 - 23.700 4,000 95.300
延床面f* (nf) 270.600 - 35.600 2.200 308.400

供 用廷簾面棟 (mf) 17.700 - 8.500 300 26.500

歩 留 率 6.54% - 23.87% 13.63% 8.59,06

杉 田 面 稚 (ETl) 46.000 21.000 - - 67,000
延床面棟 (TTf) 138.000 42,loo - - 180.100

供 用延床面練 (TTf) 19.500 2,800 - - 22.300

港 北 N.T.中 川 駅 前セ ン タ ー 面 棟 (rJ) 63.600 20,800 - - 84.400

延宋面枕 (nf) 254.400 41.600 - - 296.000

供 用延床面枚 (nf) - - - - *36.200-41.200

注 l)面稚､指定等秋による延床面鎌は､逆相を含む図面

上の枚刺

注 2)歩留串は､供用延床面棟/指定客71による延珠面fI
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*r横浜地域 (北部)商業近代化地域計画報告書｣

(昭和60年)より

表皿-3 商 業 地 の 規 模

地 区 用 途 近隣商業地域 住 居 地 域 二様住居専用 -種住居群用 A 汁

桜 ケ 丘西 口 面 f* (nI) 66.100 - - - 66.100

延床面枕 (nf) 132.300 - - - 132.300

供 用延床面稚 (rrt) ll.700 - - - ll.700

歩 留 率 8.84% - - - 8.84%

桜 ケ 丘東 口 面 f* (rdh) 49.loo 13.000 - - 62.100

延床面鎌 (nf) 98,300 26.loo - - 124.400

供 用延床面秋 (rTf) 7.loo 4.COO - - ll.700

歩 留 率 7.2296 17,62% - - 9.40,06

希 望 ケ 丘 面 稚 くnf) 45.300 - - - 45.300
延昧面f* (TTf) 136.000 - - - 136.000

供 用廷球面f* (rrf) 23.400 - - - 23.400

歩 留 率 17,20,u' - - - 17.20,rl̀

洋 光 台 面 横 (rrf) 67.600 - 23.700 4,000 95.300
延床面f* (nl) 270.600 - 35.600 2.200 308.400

供 用廷床面棟 (nf) 17.700 - 8.500 300 26.500

歩 留 率 6.54タ6 - 23.87% 13.6396 8.59,Oi

杉 田 面 gL(Erf) 46.000 21.000 - - 67,000
指定零棟 による延床面稚 (Td) 138.000 Ll2,loo - - 180.100

供 用延床面f* (TTf) 19.500 2.800 - - 22.300

港 北 N.T.中 川 駅 前セ ン タ ー 面 f* (nI) 63.600 20,800 - - 84.400

延蘇面枕 (rrf) 254.400 41.600 - - 296.000

供 用延球面 f* (n1) - - - - *36.200-41.200

注 l)面鎌､指定等枕による延床面横は､遭指を含む図面

上の枚測

注 2)歩留串 は､供用延床面稚/指定書71による延味面鎌
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* r横浜地域 (北部)商業近代化地域計画報告書｣

(昭和60年)より



5.既存文献からみた商業施設の計画

ここでは､既存文献をもとに､中川駅前センター地区における商業施設を計画する上で参考

になると考えられる一般的な計画上の留意点を鮭理し､あわせて具体的な事例も紹介する｡

(1) 立地条件

立地条件として最も重要な点は､大鼓の顧客を集め得るということにある｡従来､大都市

近郊では､住宅地を後背地として持つ駅前型の商業地が多かった｡しかし､道路の整備と自

動車の普及に伴ない､幹線道路に近接し､しかも広い駐車場が周辺にまとまって取れること

も､有利な立地条件になってきている｡

(2)商業施設の機能

商業地を構成する主な要素には､核店舗 (キーテナント) ･モール ･コー ト･専門店 ･駐

車場がある｡核店舗は､その商業地に顧客を誘引する機能をもち､モールは､商業地内の観

客の主要動線であると同時にコー ト･プラザとともに人々の憩いの場となるO専門店は､買

回り品の供給という機能をもち､専門店の構成とレイアウトは､その商業地の特色によって

決定される｡

また､郊外に商業地の成立を計る場合､車は取客の主要な交通手段であり､駐車場の確保

は必須であるO

図m一3 枚 能 構 成

駐 ヰ 甥(自転車aZ鳩) サービス沌投=二二 lII

I Il

出 入 □ ==;=: :;=≡=:=:モ .̀< ル::::≡: lllI｢IlItI

班.バスク-ミナル l 榊 施汝

E]EjEj

出典 建築設計資料集成 8 (以下図JII-10まで)
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5.既存文献からみた商業施設の計画

ここでは､既存文献をもとに､中川駅前センター地区における商業施設を計画する上で参考

になると考えられる一般的な計画上の留意点を生理 し､あわせて具体的な事例も紹介する｡

(1) 立地条件

立地条件として最も重要な点は､大量の顧客を集め得るということにある｡従来､大都市

近郊では､住宅地を後背地として持つ駅前型の商業地が多かった｡ しか し､道路の整備と自

動車の普及に伴ない､幹線道路に近接 し､ しかも広い駐車場が周辺にまとまって取れること

も､有利な立地条件になってきている｡

(2)商業施設の機能

商業地を構成する主な要素には､核店舗 (キーテナント) ･モール ･コー ト･専門店 ･駐

車場があるO核店舗は､その商業地に顧客を訴引する機能をもち､モールは､商業地内の顧

客の主要動線であると同時にコー ト･プラザとともに人々の憩いの場となる｡専門店は､買

回り品の供給という機能をもち､専門店の構成とレイアウ トは､その商業地の特色によって

決定される｡

また､郊外に商業地の成立を計る場合､車は顧客の主要な交通手段であり､駐車場の確保

は必須である｡

図Ⅲ-3 機 能 構 成
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(3) 空間構成

商業施設は､商業地内における全体の顧客の回遊性と平均化を確保するように配置するこ

とが重要である｡核店舗と核店舗をモールで結び､その両側に専門店をおき､大量交通機関

などの主なアプローチと駐車場の方向に出入口を設けるのが､基本的な空間構成である｡

核が 1つの場合､主な顧客のアプローチ側に出入口を設け､反対側に核店舗を配置し､そ

の間をモール軸とした専門店街で結ぶのが基本である｡

EElⅢ-4 アメリカの計画的ショッピング ･センターにおける核の配置
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商業施設は､商業地内における全体の顧客の回遊性と平均化を確保するように配置するこ

とが重要である｡核店舗と核店舗をモールで結び､その両側に専門店をおき､大量交通機関

などの主なアプローチと駐車場の方向に出入口を設けるのが､基本的な空間構成である｡

核が lつの場合､主な顧客のアプローチ側に出入口を設け､反対側に核店舗を配置し､そ

の間をモール軸とした専門店街で結ぶのが基本である｡

図Ⅲ-4 アメリカの計画的ショッピング･センターにおける核の配置
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図Ⅲ-5 滴和缶センターモール (兵庫県川西市)
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建 設 :1978年

規 模 :地上 1階
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広場を囲んで､それぞれ独立 した核

¢ 店舗 ･専門店 ･鎖行が配置された､散
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32,000rrl

延べ面積 :

29,938nl

駐車台数 .

1.500台

専門店ゾーンの入

口部分にセントラル

コー トをとり､そこ

から各所にサブコー

トをもつモールが核

店舗の総合スーパー

に 2層でつながる｡

図Ⅲ-5 清和台センターモール (兵庫県川西市)
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図 Ⅲ-6 サンロー ド青森 (青森市)
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(4) 店舗構成

ショッピングセンターでは､核店舗と専門店間､あるいは専門店間相互において同一商品

が比較碑入でき､顧客の流れが均等になるように店舗を配置する｡また､そのショッピング

センターの特色を出すように､核店舗 ･専門店 ･飲食店の種類とグレー ド及び規模が決定さ

れ､配置される.

図Ⅲ-7 直線型の業種配列モデル (既存のもの)
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図Ⅲ-8 し辛型商業地の業種配列モデル (既存のもの)
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図Ⅲ-9 イシパンプラザ (静岡県沼津市)
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(4) 店舗構成

ショッピングセンターでは､核店舗と専門店間､あるいは専門店間相互において同一商品

が比較購入でき､顧客の流れが均等になるように店舗を配置する｡また､その ショッピング

センターの特色を出すように､核店舗 ･専門店 ･飲食店の種規とグレー ド及び規模が決定さ

れ､配置される｡

図Ⅲ-7 直線型の業種配列モデル (既存の もの)
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(5) 駐車場

顧客用駐車場は､郊外型及び沿道型においては特に重要であるO位置とレイアウ トは､シ

ョッピングセンターへの他の交通機関 (電車 ･バス)からのアプローチとの関連を考慮する｡

駐車場の規模は､(彰ショッピングセンターの規模とタイプ②テナントの構成③商圏の特性

④所有地の規模 と形状⑤土地のコス トと維持費なとの要EBか ら決定される｡

周辺を含む道路の状況とショッピングセンターができることによって増加する交通量を推

定 し､アプローチの道路幅員に応 じて交通渋滞を生 じさせないように計画することが重要と

なる｡

図Ⅲ一10 オークスモール (OaksMall,Florida,アメリカ)
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延べ面積 : 40,192nf

駐車台数 3,200台
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(5) 駐車場

顧客用駐車場は､郊外型及び沿道型においては特に重要である｡位置とレイアウ トは､ シ

ョッピングセンターへの他の交通機関 (電車 ･バス)か らのアプローチとの関連を考慮する｡

駐車場の規模は､① ショッピングセンターの規模とタイプ②テナン トの構成③商圏の特性

④所有地の規模 と形状⑤土地のコス トと維持費などの要因から決定される｡

周辺を含む道路の状況とショッピングセンターができることによって増加する交通量を推

定 し､アプローチの道路幅員に応 じて交通渋滞を生 じさせないように計画することが重要と

なる｡

園Ⅲ-1O オークスモール (OaksMall,Florida,アメリカ)
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Ⅳ.事業化促進方策の検討



Ⅳ 一 事 業 イヒ促 進 方 策 の 検 討

1.事業化促進方策の一般的検討

ここでは､中川駅前センター地区に換地を受けた地権者が､土地の有効活用を図り､事業化

を促進する上での基本的事項として､以下の項目についての鞍理 ･検討を行うO

(D 土地利用にはどのような種類があるのか

② 各々の土地利用の種類 (類型)は､土地活用の様々な目的のうち､どのような目的に適

しているのか

③ 新しい土地利用に対して地権者が抱く諸々の不安や煩しさを軽減するような方法はない

のか

④ 各地権者の土地活用の目的やその他の条件に応じて､それらの方法のうちから何を選択

したらよいのか

⑤ 必要資金を他から借り入れる場合､有利な融資制度や利子補給制度､補助制度はないの

か
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を促進する上での基本的事項として､以下の項目についての穀理 ･検討を行う｡

(D 土地利用にはどのような種類があるのか

② 各々の土地利用の種類 (類型)は､土地活用の様々な目的のうち､どのような目的に適

しているのか
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(1) 土地利用の類型

民有地において考えられる土地利用の類型は､次のように類型化される (EZIⅣ-I)0

斑の右側に市街化促進効果の大小をA､B､Cのランクで示 したが､このうち､市街化を

促進する上で効果の大きい土地利用は限定されるo

図Ⅳ -1 民有地における土地利用の頬型 (全般)

検討対策

土地利用

○

○

×

○

×

〇

〇

〇

〇

〇

〇

荏) 1.土地利用の類型には上記のほかこれらを組合せた形態も考えられる (現実の土地利用

はむしろこちらが多い)0

2.市街化促進効果 :大-小とA-Cが対応｡
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(1) 土地利用の類型

民有地において考えられる土地利用の類型は､次のように類型化される (EZlⅣ-1)O

図の右側に市街化促進効果の大小をA､B､Cのランクで示 したが､このうち､市街化を

促進する上で効果の大きい土地利用は限定される｡

図Ⅳ-1 民有地における土地利用の類型 (全般)

市 街 化

促進効果

A

検討対策

土地利用

○

荏) 1.土地利用の類型には上記のほかこれ らを組合せた形態 も考えられる (現実の土地利用

はむ しろこちらが多い)｡

2.市街化促進効果 :大-小とA-Cが対応｡
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以下の検討は､市街化促進効果の大きい類型①､②､④の日用型土地利用､頬型⑥､⑦､

⑧の不動産逮同型土地利用及び､類型⑨の上物建築前提の土地売却､⑩の建物分譲､⑪の土

地売却を対象に行うものとする (図Ⅳ- 1の○印)｡

類型③､⑤の土地利用 (図Ⅳ- 1の×印)については､ヒル トアップに結びつかず､他の

頬型の土地利用を促進しその優位性を明らかにすれば､将来的には他の頬型の土地利用への

転換が期待されることから対象より.除外した｡

自用地に自己住宅を建設

自用地に店舗等を建設し､自首

検討すべき

土地利用

賃貸住宅を建設し､賃貸

貸店舗等を建設し､賃貸

上物建設を前提に､土地を賃貸

(上物建設を前提に､)土地を売却

日用地に施設を建設し､分譲

土地の暫定利用

一土地利用の類型別具体例-

⑪

⑧

①

②

⑥

⑥

⑦

⑨

⑩

④

(丑.･.-独立住宅､集合住宅等の一部 etc.

②--独立店舘 ･事務所､共同ヒルの一部､コンビニエンスス トア､クリーニング店､

ガソリンスタント (フランチャイズ方式) etc.

④--･･テニスコー ト､ゴルフ練習場､遮芸 ･遁嵐 eLc.

⑥--･アパー ト､賃貸マンション､貸店舗 (一般店舗､沿道サービス業等)､貸事務所

etc.

⑦--･借地方式による賃貸マンション (公団の特別借地方式等) etc.

⑧･-･･･中古車展示場､住宅展示場､駐車場､資材置場､貸農園 etc.

⑨.･-･･等価交換方式等に基づく共同ヒル建設のための土地の一部売却 etc,

⑳･･･.･･分譲マンション､分譲店舗 etc.
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以下の検討は､市街化促進効果の大きい類型①､②､④の日用型土地利用､類型⑥､⑦､

⑧の不動産運用型土地利用及び､類型⑨の上物建築前提の土地売却､⑩の建物分譲､⑫の土

地売却を対象に行うものとする (図Ⅳ- 1の○印)｡

類型③､⑤の土地利用 (図Ⅳ-1の×印)については､ビル トアップに結びつかず､他の

類型の土地利用を促進 しその優位性を明らかにすれば､将来的には他の類型の土地利用への

転換が期待されることから対象より､除外 した｡

検討すべき

土地利用

自用地に自己住宅を建設

自用地に店舗等を建設 し､自営

賃貸住宅を建設 し､賃貸

貸店舗等を建設 し､賃貸

上物建設を前提に､土地を賃貸

(上物建設を前提に､)土地を売却

自用地に施設を建設 し､分譲

土地の暫定利用

一土地利用の類型別具体例-

①--独立住宅､集合住宅等の一部 etc.

②-･-･独立店舗 ･事務所､共同ビルの一部､コンビニエンスス トア､クリーニング店､

ガソリンスタンド (フランチャイズ方式) etc.

④-････テニスコー ト､ゴルフ練習場､園芸 ･造園 etc.

⑥--アパー ト､賃貸マンション､貸店舗 (一般店舗､沿道サービス業等)､貸事務所

etc.

⑦--借地方式による賃貸マンション (公団の特別借地方式等) etc.

⑧--ヰ 舌車展示場､住宅展示場､駐車場､資材置場､貸農園 etc.

⑨-州 等価交換方式等に基づ く共同ビル建設のための土地の一部売却 etc.

⑩--分譲マンション､分譲店舗 etc.
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(2) 土地活用の目的と土地利用の類型

土地の有効清岡を図る場合､各地権者の有する事情により様々な目的が考えられるが､一

般的には次のようも:項目に整理されるo

① 換金需要の発生

② 長期安定収入の確保

③ 高収益性の確保

(む 相続税 .贈与税対策

⑤ その他節税対策

⑥ 初卿投資なしに施設建設

⑦ 初期投資なしに安定収入を確保

また､これら土地活用の目的と先に検討 した土地利用の類型との適応関係を整理すれば次

表のとおりとなる｡

表Ⅳ-1 土地活用の目的と土地利用の類型

換金 期 r司収 相読 の 初期 初期 時

需要 安定 益性 秩 他節 投餐 安投走資 的な

土地利用の類型 の発 収入 の確 贈与 秩対 な施 し 収な入 し 土也

坐 の確煤 煤 秩対読 策 設に建設 をに確煤 揺用

自 用 地 に 自 己 住 宅 を 建 設 ○ ◎
自用 地 に店 舗 等 を 建 設 し､ 自首 ○ ○ ○ ○

賃 貸 住 宅 を 建 設 し ､ 賃 貸 ○ ◎◎
貸 店 舗 等 を 建 設 し ､ 賃 貸 ○ ○ ◎○

上 物 建 設 を 前 提 に､ 土 地 を 洋 貨 ○ ○

上 物 建 設 を 前 提 に､ 土 地 を 売 却(等価交換事業) ○

自用地 に施投を建設 し､建物分譲 ○

上 物 な し に 土 地 を 売 却 ○

土 地 の 暫 定 利 用 ○
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(2) 土地活用の目的と土地利用の類型

土地の有効清岡を図る場合､各地権者の有する事情により様々な目的が考えられるが､一

般的には次のような項目に軽理されるO

(》 換金需要の発生

② 長期安定収入の確保

@ 高収益性の確保

④ 相続税 .贈与税対策

⑤ その他節税対策

⑥ 初糊投資なしに施設建設

⑦ 初期投資なしに安定収入を確保

また､これら土地活用の目的と先に検討 した土地利用の類型との適応関係を整理すれば次

表のとおりとなる｡

表Ⅳ- 1 土地活用の目的と土地利用の類型

土地活用の目的 せ~
換金 良期 rh1収 相続 その 初期 初期 時

需要 安定 益悼 秩 他節 投資 安投走資 的な

土地利用の類型 の発 収入 の確 贈与 秩料 な施 し 収な入 し 土也

坐 の確煤 煤 秩対読 策 設に建設 をに確煤 活用

自 用 地 に 自 己 住 宅 を 建 設 ○ ◎
自用 地 に店 舗 等 を 建 設 し､ 自首 ○ ○ ○ ○

賃 貸 住 宅 を 建 設 し ､ 賃 貸 ○ ◎◎
貸 店 舗 等 を 建 設 し ､ 賃 貸 ○ ○ ◎○

上 物 建 設 を 前 提 に､土 地 を 洋 貨 ○ ○

上 物 建 設 を 前 提 に､ 土 地 を 売 却(等価交換事業) ○

自用地 に施設を建設 し､建物分譲 ○

上 物 な し に 土 地 を 売 却 ○

土 地 の 暫 定 利 用 ○
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なお､本義の理解を助けるために､土地利用の類型と相続税 ･贈与税との関係及びその他

不動産 (土地､建物)の取得､保有､経営､譲渡等に開通 して課税される各種税金との関係

について､以下､簡単にまとめておく｡

① 相続税 ･贈与税

課税客体として土地に着目した場合､次の類型に応 じて税額は異なってくる｡

ィ.土 地 売 却 :現金化されるため､評価減はない｡但 し､等価交換の場合､土地売却

は一部のみであり､残りは所有する建物の用途に従い､白用地または

貸家敷地となる｡

ロ.自 用 地 :市場価格 (時価)に比べて､相続税等の評価額はかなり低 く､現金化

するより有利となるD

ハ.貸 家 敷 地 貸家建付地として､自用地よりも更に低 く評価される｡

こ.貸 地 :貸地として評価減になるものの､借地権の設定に際して権利金の授受

を伴う場合にはそれが現金として入るため､メリットは少ない (但 し､

不更新方式の貸地を除く)0

課税客体として建物に着目した場合には､次の類型に応 じて税額は異なって くる｡

ィ.日 用 建 物 :市場価格 (時価)に比べて評価額は低 く､現金で持つより有利となる｡

建築資金を借入金で賄う場合には､マイナスの資産となり､節税効果

はより大きいものがある｡

ロ,貸 施 設 :貸家として､日用建物よりも更に低 く評価される｡

② 譲渡所得税

ィ.貸 地 設定権利金 (正確には取得費等控除後の譲渡益｡以下同様)について

課税されるO

ロ.土 地 売 却 :売却代金について課税され､貸地に比べて高額となる.但 し､等価交

換の場合､条件によっては､譲渡所得がなかったものとして税金を繰

り延べにすることができる｡

ハ.建 物 分 譲 :分譲価格の設定にもよるが､通常､土地売却に比べて譲渡益は大きく､

税金も高額となるD

③ 不動産取得税

取得 した建物が住宅の場合､他用途に比べて税率が低 くなる｡
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ィ.土 地 売 却 :現金化されるため､評価減はない｡但 し､等価交換の場合､土地売却

は一部のみであり､残りは所有する建物の用途に従い､白用地または

貸家敷地となる｡
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を伴う場合にはそれが現金として入るため､メリットは少ない (但 し､
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課税客体として建物に着目した場合には､次の類型に応 じて税額は異なってくる｡
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建築資金を借入金で賄う場合には､マイナスの資産となり､節税効果

はより大きいものがある｡

ロ.貸 施 設 :貸家として､日用建物よりも更に低 く評価される｡

② 譲渡所得税

ィ.貸 地 設定権利金 (正確には取得費等控除後の譲渡益｡以下同様)について

課税される｡

ロ.土 地 売 却 :売却代金について課税され､貸地に比べて高額とfj:る.但 し､等価交

換の場合､条件によっては､譲渡所得がなかったものとして税金を繰

り延べにすることができる｡

ハ.建 物 分 譲 :分譲価格の設定にもよるが､通常､土地売却に比べて譲渡益は大きく､

税金も高額となる｡

③ 不動産取得税

取得 した建物が住宅の場合､他用途に比べて税率が低 くなるO
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④ 固定資産税

ィ.土 地 :住宅用地の場合､特例で課税棲準額が1/2またはl/4(小規模住宅用地

の場合)に減額される｡

ロ.建 物 :住宅の場合､新築住宅の特例で､地上 3階建以上の耐火建築物の場合

には5年間､その他の建物の場合には3年間､税額が 1/2に減額され

る｡

⑤ 都市計画税

土地利用の類型による違いは特にない｡

⑥ 所得税､住民税､事業税

事業用建物の場合､その減価破却費が経費として計上できるので､課税所得はその分少

なくなり､それに応じて税金の額も減少する｡中でも新築貸家住宅については､特例で当

初5年間は42% (法定耐用年数が45年以上の建物は65%)の割増破却が認められるため､

その効果はより大きいものがある｡但し､等価交換の場合､課税が繰り延べられることに

より､各年におけるこれらの税金は相対的に高いt)のとなるO

なお､不動産賃貸経営を行う場合において､賃貸経営の規模が小さく事黄所得として認

定されない場合には､不動産所得となり､事業税は課税されない｡事業税が課税される経

営規模の目安は以下のとおりである｡

(i)アパー トは､独立室数が15以上の場合

(ii)戸建貸家は､10棟以上の場合

(iii)店舗 ･事務所は､テナント数が10以上の場合 (ヒル入居の場合)
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･④ B]定資産税

ィ.土 地 :住宅用地の場合､特例で課税棲準額が1/2または1/4(小規模住宅用地

の場合)に減額される｡

ロ.建 物 :住宅の場合､新築住宅の特例で､地上 3階建以上の耐火建築物の場合

には5年間､その他の建物の場合には3年間､税額が 1/2に減額され

る｡

⑤ 都市計画税

土地利用の類型による違いは特にない｡

(む 所得税､住民税､事業税

事業用建物の場合､その減価償却党が経鼓として計上できるので､課税所得はその分少

なくなり､それに応じて税金の額も減少する｡中でも新築貸家住宅については､特例で当

初5年間は42% (法定耐用年数が45年以上の建物は65%)の割増備却が認められるため､

その効果はより大きいt)のがあるo但し､等価交換の場合､課税が繰り延べられることに

より､各年におけるこれらの税金は相対的に高いものとなる｡

なお､不動産賃貸経営を行う場合において､賃貸経営の規模が小さく事業所得として認

定されない場合には､不動産所得となり､事業税は課税されないo事業税が課税される経

営規模の目安は以下のとおりである｡

(i)アパー トは､独立室数が15以上の場合

(ii)戸建貸家は､10棟以上の場合

(ui)店舗 ･事務所は､テナント数が10以上の場合 (ヒル入居の場合)
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(3) 有効活用の手法の検討

従前の土地利用を転換 し､新 しい土地利用を行うためには､下図のような様々な段階及

び手順を踏むことになるが､これらを全て個人で行おうとする場合 (自己建設方式)には､

次のような問題もあり､なかなか新 しい土地利用に踏み切れない実態 も指摘されている｡

① 多様な土地利用に関する情報丑の不足

② 土地利用 .経営等に関する相談相手の不在

③ 資金調達の困難

④ 事業ノウ-ウ不足

⑤ 敷地の規模 .形状の悪さ

⑥ 新 しい事業を行う上での諸々の煩わしさ

図Ⅳ-2 土 地 利 用 の 流 れ

個 々 の 土 地 利 用

J憶傾他の活mjl屯A帆土地利I㍗圃

転=頭

閑薬坤珊テナント且

l
輔等の宮≡

これら新しい土地利用に対 して地権者が抱 く諸々の不安や煩わしさを軽減するために､従

来から数多くの手法が提案されてきており､主な手法についてその概要をまとめれば､次表

のとおりとなる｡

これら有効活用の手法も､先に検討 した土地活用の目的やその他地権者の抱える条件の違

いに応 じてメリット･デメリットを有する｡これらの関係を整理 し､土地活用の目的 ･条件

に応 じた有効活用手法判定の流れをまとめれば次表のとおりとなる (図Ⅳ-3)｡
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(3) 有効活用の手法の検討

従前の土地利用を転換し､新 しい土地利用を行うためには､下図のような様々な段階及

び手順を踏むことになるが､これらを全て個人で行おうとする場令 (自己建設方式)には､

次のような間者もあり､なかなか新しい土地利用に踏み切れない実態も指摘されている｡

① 多様な土地利用に関する情報丑の不足

② 土地利用 ･経営等に関する相談相手の不在

③ 資金調達の困難

④ 事業ノウ-ウ不足

⑤ 敷地の規模 ･形状の悪さ

⑥ 新しい事業を行う上での諸々の煩わしさ

⑦ その他経営に対する諸々の不安

図Ⅳ-2 土 地 利 用 の 流 れ

個 々 の 土 地 利 用
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これら新しい土地利用に対 して地権者が抱く諸々の不安や煩わしさを軽減するために､従

来から数多くの手法が提案されてきており､主な手法についてその概要をまとめれば､次表

のとおりとなるC

これら有効活用の手法も､先に検討した土地活用の目的やその他地権者の抱える条件の違

いに応 じてメリット･デメリットを有する｡これらの関係を生理し､土地活用の目的 ･条件

に応じた有効活用手法判定の流れをまとめれば次表のとおりとなる (図Ⅳ-3)｡
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表Ⅳ-2 有 効 活 用 手 法 の 種 類 と そ の 概 要

名 称 概 要 負担軽減の内容 運 用 主 体

公 的 資 金 公的機関等が公庫等から資金を導入し､土地所 計画立案､資金調 公社､公Efl､有者 (借地権者)に代わって建物を建設して完 達､建物の設計 .

活 用 方 式 成後譲渡するものO 施工 .監理､税金相談等 民間等

等 価 交 換 土地所有者 (倍地権者)が土地を提供し､公的 計画立案､資金調 公社､公団､地方自治休､民間

機関等が建築資金を出資して共同ビル等を建設 達､建物の設計 .

方 式 し､その出資比率に応じて土地 .建物を取得す 施工 .監理､テナ

る方式o ント募集等

借 地 方 式(一般型) 現行の借地法を前提とした契約の更新を原則とする一般型の借地方式 賃料保証 公共､民間等

新 借 地方 式 契約により定めた借地期間が満了したとき､地 将来における土地 公団､民間等

主に土地を返通することを原則とした新しい借 の返通､賃料保

池方式D借地契約締結時に権利金等の授受を伴わず､契約期間中は高額の地代 (経済地代)が支払われる○ 証､税務相談等

土 地 信 託方 式 土地所有者 (受益者)か信託機関 (受託者)に 計画立案からテナ 信託 銀行等

土地を信託 し､信託機関は受託して資金の調 ント管理まで土地

達､建物の建設､建物の賞貨及びテナントの管 の開発 .運用に伴

理などを行い､収益を土地所有者に交付する方 う事務は全て信託

式o 機関が行うo

事 業 受 託 ディベロッパー等が地権者から事業の企画､建 計画立案､資金調 民 間

物の設計 .施工 .監理及びテナント募集 .管理 連､建物の設計 .

までを総合的に受託して､土地の有効活用を図 施工 .監理､テナ

方 式 る方式D ン 卜の募集 .管理､建物の維持 .保金等

フランチャイ ズ 方 式 フランチャイザー (本部)かフランチャイジー 計画立案､経営援 民 間

(加盟店)との間で契約を結び､自己の商号, 助､売上保証､経

商標等を使用させて同一性のイメ-ジのもとに事業を行う権利を与えるとともに､経営に関する指導を行い､これらの対価等としてフランチャイジーから加盟金､保証金､ロイヤリティなどを徴収する方式o 宮相談等

共 同 事 業方 式 2人以上の地権者が共同で事業を行う方式o 土地利用の共同化 -
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表Ⅳ-2 有 効 活 用 手 法 の 種 類 と そ の 概 要

名 称 概 要 負担軽減の内容 運 用 主 体

公 的 資 金 公的機関等が公庫等から資金を中人し､土地所 計画立案､資金調 公社､公Efl､有者 (借地権者)に代わって建物を建設して完 連､建物の設計 .

活 用 方 式 成後譲渡するものo 施工 .監理､税金相談等 民間等

等 価 交 換 土地所有者 (倍地権者)が土地を提供し､公的 計画立案､資金調 公社､公Eil､地方自治休､民間

機関等が建築資金を出資して共同ビル等を建設 遠､建物の設計 .

方 式 し､その出資比率に応じて土地 .建物を取得す 施工 .監理､テナ

る方式o ント募集等

借 地 方 式(一般型) 現行の借地法を前提とした契約の更新を原則とする一般型の借地方式 賃料保証 公共､民間等

新 借 地方 式 契約により定めた借地期間が満了したとき､地 将来における土地 公団､民間等

主に土地を返還することを原則とした新しい借 の返還､賃料保

地方式D借地契約締結時に権利金等の授受を伴わず､契約期間中は高額の地代 (経済地代)が支払われる○ 証､税務相≡炎等

土 地 信 託方 式 土地所有者 (受益者)か信託機関 (受託者)に 計画立案からテナ 信託 銀行等

土地を信託 し､信託機関は受託して資金の調 ント管理まで土地

連､建物の建設､建物の賃貸及びテナントの管 の開発 .運用に伴

理などを行い､収益を土地所有者に交付する方 う事務は全て信託

式○ 機関が行うO

事 業 受 託 ディベロッパー等が地権者から事業の企画､建 計画立案､資金調 民 間

物の設計 .施工 .監理及びテナント募集 .管理 連､建物の設計 .

までを総合的に受託して､土地の有効活用を図 施工 .監理､テナ

方 式 る方式○ ン 卜の募集 .管理､建物の維持 .保金等

フランチャイ ズ 方 式 フランチャイザー (本部)がフランチャイジー 計画立案､経営援 民 間

(加盟店)との間で契約を結び､自己の商号､ 助,売上保証､経

商標等を使用させて同一性のイメ-ジのi>とに事業を行う権利を与えるとともに､経営に関する指導を行い､これらの対価等としてフランチャイジーから加盟金､保証金､ロイヤリティなどを徴収する方式o 宮相談等

共 同 事 業方 式 2人以上の地権者が共同で事業を行う方式O 土地利用の共同化 -
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(4) 商業 ･サービス関連の融資制慶

土地の有効活用をEZlる場合､資金調達をとのように行うかにより､資金計画､返済計画に

大きな通いが生 じる｡蓑Ⅳ-3に､公的資金の融資制度の中で港北ニュータウン地区に適用

可能な商業 ･サービス関連の融資制度を一覧表にまとめたが､融資対象者の要件や資金使途

の要件に留意して､より有利な融資制慶を活用することが望まれる.

なお､以上のほか､下層階に店舗 ･事務所等を入れた共同住宅 (ゲタバキマンション等)

を建設する場合には､住宅金融公庫の土地担保賃貸住宅貸付､一般中高層貸付､公団の民営

賃貸向特定分譲住宅貸付､一般市街地住宅貸付､公社の公社特定中高層貸付､公社特別賃貸

住宅貸付等の融資制度がある｡また､特定賃貸住宅等の利子補給制度､市街地住宅供給促進

事業､優良再開発建築物並備促進事業等の補助制度の利用も考えられるo
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(4) 商業 ･サービス関連の融資制度

土地の有効活FRを鼠る場合､資金調達をどのように行うかにより､資金計画､返済計画に

大きな違いが生 じる｡姦Ⅳ-3に､公的資金の融資制度の中で港北ニュータウン地区に適用

可能な商業 ･サービス関連の融資制度を一覧表にまとめたが､融資対象者の要件や資金使途

の要件に留意 して､より有利な融資制度を活用することが望まれるa

なお､以上のほか､下層階に店舗 ･事務所等を入れた共同住宅 (ゲタバキマンション等)

を建設する場合には､住宅金融公庫の土地担保賃貸住宅貸付､一般中高層貸付､公団の民首

賃貸向特定分譲住宅貸付､一般市街地住宅貸付､公社の公社特定中高層貸付､公社特別賃貸

住宅貸付等の融資制度がある｡また､特定賃貸住宅等の利子補給制度､市街地住宅供給促進

事業､優良再開発建築物鮭備促進事業等の補助制度の利用も考えられるo
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表rⅣ-3 商 業 ･サ ー ビ ス 関 連 の 公 的 資 金 融 資 制 度
u988年 3月現在)

融 溝 機 関 融 fiの 種 類 対 象 者 鋳 金 使 途 貸 付 条 件 tf(遵 方 法
金 利 rtT還 期 間 据 濫 期 間

中小企#金融公 般貸付 直 接 貸 付 設 備 資 金運 転 貸 金 1僚 4,000万円)4.500万円 5.5,% 遵 :′′ 5年 ′′ 遵 :1年以内

代 理 貸 付

繭A近代化特7! 貸 付 円) 5_4Pu' 設 :15年 設 :2年

' ､斤 ヒ3: 主 我 ･長期運転資金4倍円 5.45,r'6 設 :2年

秤 川片汁 碇 通 止r代イ貸 付 ∩小 売 業 - (同 上)

商工 一 般 貸 付 原則として

中組央台金価 以内 異なる

冒 普 適 任 付 設 備 資 金 5.5% ･元利

氏金融公 運 転 ;B 金 7年以内) ･ステップ低湿

特別 良 品 ij.付 ･店舗の増改築 5.5% 13年以内 1年以内

金 5.5% 20年以内 1年以内

去Ⅳ- 3 商業 ･サービス関連の公的資金融資制度
(1988年 3月現在)

融 資 機 関 融 資 の 種 類 対 象 者 資 金 使 途 貸 付 条 件 僻 遠 方 法
貸 付 限 度 額 金 利 伯 還 期 間 据 置 期 間

中小企業金融公庫 般貸付 直 接 貸 付 設 備 資 金運 転 資 金 2僚 7,000万円(うち運転埼金1億 (1,000万円) 5.5% 設 :原則10年以内a : N 5q N 設 :原則 1年以内避 :1年以内 据置期間のあと原則として 2ケ月腕等返済

代 理 貸 付 設､遵あわせて4,500万円 設 :原則 7年以内必要に応 じ10年以内遇 :5年以内 設 :原則 1年以内迎 ニ6ケ月以内

商莱近代化棉別貸付 小 売 高 度 化貸 付 小 売 業 小売商業振興法に基づ く商店街整備計画､店舗共同化計画､連鎖化串糞計画の実施に伴 って必要 となる店舗などの取得改造資金 3僚 5.000万円(特利適用限度 2倍7,000万円､代理貸付は一般の他に 4.500万円) 5.4Po/ 設 :15年 設 :2年流 通 近 代 化貸 付 卸 売 業小 売 業 ･設備資金･長期運転資金 4億円(同 上) 5.45lto' 設 :20年 設 :2年

商工 - 般 貸 付 商 工 中 金 の 所 属 組 合 ･組合の共同事業に要す る運転資金､設備資金 原則として組 合 18倍以内 7_125- 9.I,06'組合貸､構成員貸､協 設備資金 15年以内 必要に応 じて -括または毎月､3ケ
中組 ･組合員の事業資金とし貸 莱 .共同事業資金など 遊転資金 10年以内 月ごとなどの分割返済

央台金庫 及 び そ の 構 成 員 付ける転貸賀金･組合員が事業に要する運転資金､設備資金 組合員 1億8000万円以内 融資対象者や資金使途及び返済期間等により異なる

国氏金融公僻 普 通 債 付 設 備 資 金運 手云 資 金 2,700万円以内 5,596 設 :10年以内逮 :5年以内(必要に応 じ7年以内) 設 :2年以内逆 :1年以内 ･元金均等払い･元利 ′′･ステ ップ償還

特別貸付 食 品 貸 付 食 品 小 売 業 ･店舗の増改築･機械設備恥入 4.000万円以内 5.5% 13年以内 1年以内



融 溝 機 関 融 資 の種 類 対 象 者 資 金 使 途 貸 付 条 件 偵■忍 方 法

貸 付 限 度 胡 金 利 伯 湿 期 間 据 置 期 間

国氏金融公価 特別珪付 傭資金どへの入居資金 5.590' 20年以内 2年以内

5_5ソo/ 13年以内 2年以内

中小企# 施設共同l 商i店舗 紘 ノ:＼ のo土地O建物o構築物 一 言TL 2.7911 等旧題

刺局や# 共同刺用申i o企葵組合o協業組合 に限るo) +15年以内 +2年以内

小 o土 地 2.7.lV 12年以内 2年以内

申Auー 売商共 菓 下の組綴 o建 物o構築物o設 備 悦ぶE]の約定El

(注 目 中小小売商発振唄法第4集により､商店街整備計画店舗共同化計画又は連鎖計画を作成し､都道府県知串等の承弦 (弦定)を受けた場合､f#遁改善等ITq)r皮化叫井 (特定)の適用対象となるO



融 資 楼 閣 融 資 の 種 類 対 象 者 津 金 使 途 貸 付 条 件 侶一遍 方 法
貸 付 限 度 額 金 利 何 題 期 間 据 置 期 間

中小 般典 共同 o企秦組A めo土 地o建 物 65%以内 2.796 12年以内 2年以内

企辛郵IH1 同施設申i 枢要/t申i o商工組合会 o械築物o設 備

神秦川輿柄工部 中三繁簡金 長 期 運 転 資 金設 備 汚 金 1.500万円

短 期 運 転 資 金 1,000万円 6カ月以内

級/L組織強化;E(金 長 斯 運 転 埼 金設 府 資 金 8.000万円(組 欝.i.no君㌔ 金 ) 1年超 5年以内短 期 適 転 貸 金 1倍5000万円(忘貸 12fB.oAoS琶庶 ) 1年以内

小企#中も;Ei金 車韓担 保融 資 i町 転 資 金 600万円 300万円以下4年以内300万円超5年以内 6ケ月

融 資 検 閲 融 資 の 種 類 対 象 者 資 金 使 途 貸 付 条 件 低､遼 方 法
貸 付 限 度 額 金 利 伯 屈 期 間 据 置 期 間

秤秦川県疏工部 事莱a金 長 期 神奈川県内で原則として1年以上同一事業を営んでいる中小企業者および協同組合等 運 転 資 金設 備 資 金 1,500万円 5.490/以内 設 備 :7年以内運 転 :5年以内 一括 または割賦返 済

短 期 運 転 資 金 1.000万円 保 証 付 4.3,LJ'6以内無 保 証 4.8,Ou'以内 6カ月以内

組A⊂⊃級織強化令金 長 期 事業資金対象者のうち､協同組合等､ボランタリチェーンの本部事業者 逆 転 資 金設 備 資 金 8.000万円(組 誓.i.D.君㌔ 金 ) 保 証 付 5.2タO'以内無 保 証 5.7%以内 1年超 5年以内短 期 運 転 資 金 l鮭5000万円(忘貸 12fEo諾 告度 ) 保 証 付 4.390'以内無 保 証 4.8,n6以内 l年以内

小企辛8-#資金 軸担 保& '# 串単;B金対象者のうち､従業員20人以下 (商業､サービス楽は5人以下)の小現搾企業者 運 転 資 金設 備 資 金 600万円 5.0●.-IT以内 300万円以下4年以内300万円超5年以内 6ケ月 毎 月 割 賦 返 済



敵 背 枝 関 融 資 の 種 類 対 象 者 'B 金 使 途 貸 付 条 件 礁 逮 方 法
貸 付 限 度 朝 金 利 Ll還 期 間 据 置 期 間

薮神 運 転 資 金 400万円掛金納付書頁の 5倍 Ll.6rrrr' 4年以内 6ケ月

神秦川輿 融 背 事 業 資 金 を奈富川ん県で内 する企業 設 備 資 金 (以内 ロ)

投 伝 5.2/Oo, 6ケ月
疏 備 溢 いで 共同施設 7年以内

工邸 改善戟金 改普 る原中RFJ小と企 し 業者 1,000万円越10年以内(琵琶讐雷雲害の適 )

即神秦川県中小企S振輿協会 店 舗近 代 化賃 金 恭て音 1､年協以同上組同上■_等邸 中 小 商 業 者 改善 1.200万円以内 4_2/Oo/ 5 年

中根悦企S按金 無 担 保無保証人;a 金 横浜柿内引に提申き技官所んをで有い しる '中一中年企以#上音 同及-ぴ部組業合を(注 者納期の到来 した市民綻 (節税)中英税いずれかの税音tIの 運 転 資 金設 筋 や 金 350万円以下 5年以内 6ケ月

融 汽 枝 関 融 音 の 種 類 対 象 者 資 金 使 途 拝 付 条 件 俄 点 方 法
貸 付同 慶 看lI 金 利 休 題 期 間 据 置 期 間

薮神 運 転 資 金 400万円掛金納付朝の 5倍 Ll.6rr6 4年以内 6ケ月

神奈川良 iil貿 中 英 賢 金 を奈宮川ん県で内 する企業 設 騰 賃 金 (以内 ロ)

投 伝 5.2% 6ケ月
繭 + 舗 いで 7年以内

工那 改;i街金 改香 る原中則小と企 し菓て昔 1､年脇以同上組同A_等邸 業者 1.000万円超lO年以内(琵琶警 告害の逮 )

If)秤秦川良中小企英振興協A 店舗近 代 化奄金 中 小 商 兼 吉 改善 1.200万円以内 4,2,rlo' 5 年

小枝f弟企茄;a金 無 担 保無保喜正人;fi 金 快浜柿内引に挨串き諌言所んをで有いしる ､中一中年企以#上音 同及-ぴ申粗菓合を(注 舌的籾の到来した市民税 (節税)中英税いずれかの税制の 運 転 佼 金設 Gi 笥 金 350万円以下 5年以内 6ケ月



融 資 績 関 iil資 の 樺 類 対 象 者 資 金 使 途 貸 付 条 件 伎 遭 方 法

貸 付 限 度 書房 金 利 J暮 遭 期 間 据 置 期 間

料)秤+川県中小企 振 興 芭 金 快 … 運 転 預 金 1,000万円以内 l年 以 内 51 ~FfLL-浜市内に叩棉所那#所を育し引 ､続 l 設 輯 i5 金 円以内○ 1 年 超

季 節 喪 金 i茎 転 資 金 円以内○ 原則として6ケ月以内

設備改普 ギー化 以上) 5,lタ6〔主語品昌洗 誌 ) 3年4年5年 6ケ月 割 賦 返 済

莱 H 組合共同 き年宮以 上言己1-4 2.000万円一一 6年

振輿払A 金 耶秦推進笥金 ん上で同い-る三拝や#小を企A普及び祖一ゝ

店 錨 改 造 拝 金 するもの (注 3) 3.000万円以上 7年以内1.000万円超10年以内割妖返済

(注 2)中小企業とは､資本金 l依円 (小売菓 ･サービス業 1.000万円､卸売薬 3.000万円)以下､又は従菓員が 300人 (小売業 ,サービス恭50人､卸売業 100人)以下の個人 ･会社をいう｡

(注 3)店舗改造資金の融巧対毅菜種

小売業,飲食業 (ft笠､ レス トラン､そば､うどん店及びす し屋に限る｡)､物品は持薬 は 本業､按衣装薬､持突術品藁､拝ふとん薬､貨低木薬及び貸花環業に限る)､写i=L叢､洗瀧藁,理容英及び
これらの薬種に店舗を,拝与する不動産賃貸菜｡

融 資 横 関 融 資 の 種 類 対 象 者 資 金 使 途 貸 付 条 件 債 虐 方 法

貸 付限 度 額 金 利 併 遷 期 間 据 置 期 間

伽神奈川県中小企業梶輿協A=⊂= 振 興 資 金 依 運 転 預 金 I.000万円以内必要に応 じて 4.000万 1年 以 内4_8,00'以内 運転預金5年以内 割賦 又 は 一 括 返 済

浜市内に申柿節那莱所杏育し引 ､続 1き年宮以ん上で同い-る耶中辛小を企#普及α級A⊂=I 設 備 曽 金 円以内.組合は 7.000万円 1 年 超5.4,%以内 設備賃金 7年以内

季 節 資 金 運 転 津 金 1.000万円以内必要に応 じて 4.000万円以内○組合は 7.000万円 4.3,Qu/以内 原則として6ケ月以内

三′Lli又備改普資金 商業設備改善資金 次の目的で行う設備資金(建物 .車両を除く)I.省資源化 .省エネルギー化2.省力化 .合理化3.OA化 .FA化4.多様化 .高級化 3.000万円以内組合 6.000万円以内(投麻絵絹 100万円以上) 5.1,Q6〔去芸晶昌芸岩3≠誌 】 100万円～ 300万円3年300万円～ 600万円4年600万円- 2.000万円5年2.000万円- 6年 6ケ月 割 賦 返 済

組合共同串兼推進資金 上記 1-45_共同事業の推進

(注 2)中小企業とは､貿本金 1億円 (小売業 ･サービス業 1,000万円､卸売業 3,000万円)以下､又は従婁員が 300人 (小売業 ･サービス兼50人,卸売業 100人)以下の個人 ･会社をいう｡

(注3)店舗改造預金の融資対象薬種

小売業､飲虚業 (食堂､レス トラン､そば､うどん店及びすし屋に限る｡)､物品法貨等 (昏本業､貸衣装羊､貨美術品業､貸ふとん英､資格本業及び貸花環業に限る)､写虫菜､洗猫糞､理容斐及び
これらの薬種に店舗を貸与する不動産貨母業｡



2.土地利用共同化の検討

ここでは､中川巧r!前センター地区における換地設計の特殊性を考慮し､土地利用共同化につ

いての検討を行うo

なお､ここでいう共同化とは､複数の地権者等が権利を持ち寄り､共同して一体的な建築物

を建設する行為を言い､上物を前提としない土地のみの共同化は考慮外とする｡

(1)共同開発の利点と必要性

土地利用の共同化を考える前提として､まず､共同開発のメリットを建築計画及び不動産

経営の両面から明らかにし､次いで､中川駅前センター地区における共同開発の必要性につ

いて倹肘を加える｡

① 建築計画に関するメリット

単独でビルを計画する場合及び複数の地権者等が共同でビルを計画する場合の2ケース

につき､建築計画に関するメリット･デメリットを比較すれば蓑Ⅳ-4のとおりとなる｡

蓑で明らかなように､共同ヒルは単独ビルに比べて次のようなメリットが一般的に考え

られるO

ィ.建物高層化の可能性の増大

ロ.まとまった空地 (公共空間)の確保

ハ .建物効率 (有効面積比率)の向上

二.貸室環境の向上

ホ.単位当たりの建築工事女等の低下
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衷Ⅳ-4 建築計画に関す るメ リッ ト･デメ リッ ト

判 定 指 標 単 独 ビ ル 共 同 ビ ル

答 棟 率 の 割 増 な し 敷地がまとまることにより､要件に合えば総合設計制度等の適用が可能となり､容横率の割増しや斜線制限の緩和等をEglることができ
斜 線 制 限 な し
の 緩 和 る○

建 物 高 層 化 の 建物効率 (有効面積比率､建築工事費等)杏 敷地がまとまることにより､公法規制の範陛考慮すれば､高層化は困難○ 内で高層化の可能性は増大する○建物高層化

可 能 性 により､地上レベルにおける空間計画の自由度は増大し､広場､公園､公共歩廊等の公共空間の確保が可能となる.総合設計制度等を

まとまった空地 敷地が狭小なため､まとまった空地を確保することは困難○ 適用する場合には､高層化を更に進めること

の 確 保 により､より広い空地を確保することが可能となる.

有 効 床 面 棟 フロア面横が特に大きい場合を除き､有効面 個々の敷地上に建築される場合にb必要とな硬比率は一般的にフロア面棟が大きい程向上 る階段､エレベ-夕-室､碗沸室､便所等を

(レンタブル比) する○従って､単独ビルの場合には共同ビル 敷地の一体利用により集中することができ､

楽園Ⅳ-4-6参照 に比べ7ロ7面積が小さくなるため､有効床 有効床面株比率は一般的に向上する○但し､

面横比率は一般的に減少する. 建物のグレードを向上させる場合､建物の高層化を図る場合には､一般ビルに比べ､表記比率は一般的に減少する○

貸 室 環 境 フロア面棟が広くfj:ることにより､貸室空間のフレキシビリティが向上する○特に大規模テナントの導入を前提とする場合には有利○

建 築 工 郡 糞 等 共同ビルに比べて建物規模が小さく､内壁､ 建物規模が大きくなるため､同等のグレ- ド

外壁等の比率が大きくなるため､髄休費用､ のビルを建設する場合には､左吉己の理由によ

仕上費用とも一般的に割り高になる○また､ り建築､設備の工事単価は一般的に低下す

設備も個別に設置することになるため､集合 る○

※囲IV-7参購 化が可能な共同ビルに比べて工事茸用は一般的に上昇するo

建 物 の 品 等 ､ 敷地規模が小さいことから､建物形状が敷地 敷地規模が大きくfi:ることにより計画の自由

の形状にそのまま規定され､間口も狭いこと 度は増大し､角地等が持つメリットを一体利

から､建物自休に象徴的効果や宣伝効果を期 用する散地の全体に及ぼすことができること

イ メ ー ジ 待することは難しいo から､建物イメージを全体に向上させることが可能o総合設計制度等を適用できる場合は､この効果が一層大きくfj:るO
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囲Ⅳ -7 規 模 別 建 築 工 事 単 価

事務所 ･庁舎 (SRC造)
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資料:経研伽 建築工事原価分析
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資料:経研60 建築工事原版分析
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資料:経m60 建築工事原価分析
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資料:経研60 建築工事原価分析
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② 不動産経営に関するメリット

建物投資による経営採算を比較する上での前提 として､先の 2ケースにつき土地､建物

一体とした複合不動産としての収入及び支出の各項目について比較すれば表Ⅳ-5のよう

になるO

建物投資による採算性は､初期投資額 (建物建設費)並びにこれ ら不動産収入 ･不動産

経費に左右される｡各項目の中で影響の大きいのは､収入に関 しては貸室賃料であり､経

費に関 しては､各経費項目の基礎となる建物価格 (取得費用)及び管理費であるo

従 って､同等のグレー ドの建物を前提 とする場合､共同ビルは単独 ビルに比べて単位当

たりの建築費及び管理費が低下 し､貸室賃料が上昇することから採算性が向上することは

明らかである｡逆に､同等の採算性を前提 とした場合には､よりグレー ドの高い建物を建

設することが可能 となり､より良質のテナントを確保することにより経首の安全性が高ま

ることになるo

表nL 5 不動産経営に関するメリット･デメリット

判 定 指 株 単 独 ビ ル 共 同 ビ ル

不 貸室賃料※図Ⅳ-8, 貸室賃料は､立地条件により大きな 単独ビルに比べて建物イメージは向

開きがあるが､規模が大きく高層の 上し､より高目の賃料水準を設定す

戟 建物はど高いのか一般的であるoこ ることが可能とIj:るo総合設計制度
の点単独ビルは共同ビルに比べて明 等を適用する場合には､建物の持つ

症 らかに不利であり､更に､有効床面 象徴的効果や宣伝効果は更に向上

収 積比率が低下することから､延床面 し､企業イメージの向上につながる
9参照 横当たりの単位賃料の差はより大き ことから､より高目の賃料水準を設

入 いものとなるo 定することも可能となるO

与主車場収入 貸室賃料と同様の傾向となるo

不動 減価償却費 建物取得費用が基準とfj:る.
管 理 費 一般的には建物規模が大きくなる程､維持管理の質が向上し､費用も高くなるが､同等の品等の建物の場合には､規模のメリット(経済性)から､

塞▼育 建物規模が大きくなる程､逆に費用は少なくなるo

修 繕 費 建物の品等との相関が強く､一般的には建物価格 (取得費用)に連動す
るo

冨嚢諾いずれも建物の評価額が基礎とfj:り､建物価格に連動するo

経営の安全性 共同ビルに比べて良質のテナントを 単独ビルに比べて建物イメ-ジは向

確保することが難しく､不動産経営 上し､これが企業イメージの向上に

としての安全性は低いoまた､立地 つながることから､より良質のテナ

条件によっては､テナントの確保自 ン卜を確保することが可能で､経常
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図Ⅳ-8 貨 賃 事 務 所 ビ ル に お け る 規 模 別 賃 料
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図Ⅳ-9 関l勺駅東口地区における規模別 ･階層別 ･建築時期別実質賃料
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③中川駅前センター地区における共同開発の必要性

中川駅前センター地区では､
他のセンター地区と同様｢申出調査｣に基づく換地役計が

行われ
､
その結果として土地の所有が細分化されており
､
間口5-6m､
奥行30mといっ

たウナギの寝床のような細長い換地(短冊換地
､ス
リット換地)が多い｡

先に
､
共同開発のメリットについて検討を加えたが､
このような状況の中で
､
これらの

換地における共同開発のメリットは一般の場合に比べてより大きいものとなっているo

他のニュータウンのセンター地区においては､
企業者の計画どおり､
保留地等として細

分化されることなく処分･開発され諸施設の建設が行われているが､
本センター地区にお

いて
､
現状のまま個々にヒルトアップが進んだ場合には､こ
れらのセンター地区に比べて

街としてのイメージの低下は避け難く､
地区全体としての集客力の低下
､
ひいては収益性

の低下につながることが予想される｡

以上から
､
個々の土地利用の効率化を図るためにも
､
また
､
センター地区全体としての

集客力を高めるためにt)共同開発は不可欠であり､
共同開発を通じて
､
申し出換地の前提

としての｢市民参加のまちづくり｣が具体的に推進されることが望まれる｡

(2) 共同ビル事業の流れと地権者等の作業 ･検討項目

共同ビル事業の内容を総合的に把握できるように､事業全体の流れとその各段階に対応し

た作業内容及び検討項目を地権者､依頼業者等 (地権者からの依頼を受けて共同ビルの企画､

設計 ･施工 ･監理､権利調整､建物管理方法の検討等を行うコンサル､建設会社等)別に一

覧表にまとめた (蓑Ⅳ-6)｡

但し､本義の内容はあくまでも原則であり､地権者間の事情､後に検討する事業手法等に

よってはその対応を変えていくことが必要であり､事業の各段階において生じる様々な問題

に対して､柔軟な発想と知恵を持って事業を円滑に進めるために努力する姿勢が最t)重要で

あると考えられる｡
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表Ⅳ-6 共同ビル事業の流れと作業内容

耶 燕 の 流 れ

】允℡ l 兆 同 ビル 娃 没 の 莞愈｢ . ｣ 希望条件の険.寸

2.刊ii; チェ ック 煎ql灸件の犠取

現地的yf′~

l 舶 y-,醐

判 定 0 円傾きTの当否YES NO 叩,XYtの見桁り

∠互遠二7

3.駄lJtt 両で)の作成

I - 汁廟 (企

網慨"O z互玉7 ･神苑主体
･叩,X手法

YESl … t.l但 契 約 の 締 結

l

乃煎"0 ∠三 五 7YF.S

l m m n7日契 約 の 締 結⊂ 互 亘 コ ∈ 二重コ

5.契約 ■ 幸 成 ｢ 芸決定L 工糊 n .監理契約の括桔 l

6.工lIf lB 工

ll 竣 工 ll 'jN tT Jn

7.管flo Il i花 井 l gt燕Y!の研井

∫ iB物の触桝登記

表Ⅳ-6 共同ヒル事業の流れと作業内容

耶 灘 の qL れ
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2.判⊥ チェック 柵敬灸件の拙取

現地的丑l 桝 的中頃

橡缶的倹対 YES
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∠∈互7

3.胡f! 画か)の作成

I - 朴歯 (企

網解"O z互互 7
･叩兼手法

YESl qm t.l担 約 の締 結l 淑一1床 m‡

l 淵tiL娃Jk設計図l-Tkの作成凋鮭"O k 空しノ′VFS 相 の位Lu､r
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J yM ln担 契 約 の締結
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l 地 物 の 引 渡 し ト 王 室:互コ↓苛雌 協 定 の 締 結 lIl 使 用 朋 始 l iB物管理協定の締結管理策塀の実施
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(3) 共同ビル事業の種類と従後における土地 ･建物の権利形態

共同ビル事業は､一般に共同出資方式及び等価交換方式と呼ばれるものに大別することが

できる｡

共同出資方式は､複数の権利者が土地を提供し合い一敗地とし､その敷地の上に建設され

る建物の工事費を､各々が取得する床価額に応じて負担する事業である｡いわば､次元の同

じ者の間の共同化方式といえる｡

等価交換方式は､一方が土地を提供し､もう一方が建築費を出資して共同ビルを建設し､

地権者が植供した土地と等価の建物部分 (区分所有権)及び敷地利用権を取得する事業であ

る｡都市再開発法による権利変換方式と基本的には同じメカニズムであり､次元を異にする

者の間の共同化方式といえる｡

両方式は､更に次のように分枝でき､これらの概要をまとめれば義Ⅳ17のとおりとなる｡

共 同 出 資 方 式

等 価 交 換 方 式

原 則 型 - ･--①

組 合 設 立 型 - --②

会 社 設 立 型 ･･ --③

土 地 信 託 - --④

会 社 設 立 型 ･･ ･-=(参

(借 地 型)

会 社 設 立 型 - ･--⑥

(個人所有併存型)

所有権売却型 --⑦

借地権設定型 ‥ --･⑧

また､建物建設後の土地 ･建物の権利形態と上記共同ビル事業との関係をまとめれば図Ⅳ

-10のとおりであり､これらの各種権利形態をいくつかの桔梗に基ついて比較すれば､表Ⅳ

-8､9のとおりとなる｡
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じ者の間の共同化方式といえる｡

等価交換方式は､一方が土地を提供し､もう一方が建築費を出資して共同ビルを建設 し､

地権者が提供した土地と等価の建物部分 (区分所有権)及び敷地利用権を取得する事業であ

る｡都市再開発法による権利変換方式と基本的には同じメカニズムであり､次元を異にする

者の間の共同化方式といえる0

両方式は､更に次のように分類でき､これらの概要をまとめれば義Ⅳ -7のとおりとなる.

共 同 出 資 方 式

等 価 交 換 方 式

原 則 型 - --･①

組 合 設 立 型 - --②

会 社 設 立 型 ･･ --③

土 地 信 託 ･･ ････@

会 社 設 立 型 ･･ --(9

(低 地 型)

会 社 設 立 型 - ･･-⑥

(個人所有併存型)

所有権売却型 ･･ --⑦

借地権設定型 ･･ ･･･-⑧

また､建物建設後の土地 ･建物の権利形態と上記共同ヒル事業との関係をまとめれば図Ⅳ

-10のとおりであり､これらの各種権利形態をいくつかの指棟に基づいて比較すれば､蓑Ⅳ

-8､9のとおりとなる｡
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一丁

表Ⅳ-7 共 同 ビル事 業 の 分 類 と概 要

頬 型 l概 要

共同也資方式 LP原 則 型 一般に採用されている共同ビルの共同化手法である○地権者が

お互いに敷地を出し合い､提供した土地の割合 (価格割合または
面積割合等)に応じて建築費t)負担し､共同ビルを建設するD完
成したビルは､出資割合または負担割合により区分所有または共
有持分により所有することになる○共同ビル経営に基づく収益 .
費用の配分も持分割合に応じて収受､負担する○

② 地権者が土地を現物出資して組合 (土地利用組合等)を設立す

組 合 設 立 型 る○組合は出資された土地上にビルを建設し､不動産経営を行うo
組合に参加した地権者は､その出資割合に応じて収益の配当を

受ける○

③会 社 設 立 型 地権者が土地を現物出資等して共同ビル事業会社を設立し､地
梅者は株主となるo

設立した会社がビルを建設し､共同ビルの経営を行う○
参加した地権者は､株式に応じて収益の配当を受けるo

④土 地 信 託 地権者が共同して信託検閲 (信託銀行等)に土地を信託するo
信託機関は資金の調達を行い､土地上にビルを建設して不動産

経営を行う○
参加した地権者は､その出資割合に応じて収益の配当を受ける

@会 社 設 立 型(借 地 型) 地権者が現金出資して会社 (共同ビル事業会社)を設立し､地

権者は株主となる○
設立した会社は地権者との問で借地契約を結び､借地上にビル

を建設して不動産経営を行う○
参加した地権者は､会社から地代とともに出資割合に応じて収

益の配当を受けるO

⑥会 社 設 立 型(個人所有併存型) ⑤会社設立型 (借地型)の発展パターンで､設立した会社が建

設したビルの床のうち､地権者が日用に必要な床を再譲渡し､地
権者と設立した会社との共同ビルの形態をとるo

地権者の日用部分を含むため､会社から地権者が受け取る地代
および配当の額は⑤に比べて少fEL-くなるO

等 ⑦所 有 権 売 却 型 地権者が土地の権利 (この場合は所有権)の一部を提供し､デ
イベロツパー等が建築資金を出資して共同ビルを建設するo

価交換 地権者は､その出資比率に応じて土地 .建物を取得する.

⑧借 地 権 設 定 型 等価交換方式のうち､土地の権利として借地権を設定する方

方 式○
求 ⑦所有権売却型に比べて､地権者が獲得する床の持分は少なく

なるが､地権者はディベロッパー等との借地契約により､毎年地

(注) 1.③､⑤､⑥の会社設立型の場合､地権者のみで会社を設立する場合と地権者とディ
2.各方式とも､要件に合えば､土地担保賃貸等の公的資金融資制度､優良再開発建築
3.公B]の特別借地制度等不更新型の借地方式は､設定権利金の授受を伴わないため等

共同ヒル建設手法の 1つに位置付けることもできると考えられる｡
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表Ⅳ-7 共 同 ビル 事 業 の 分 類 と概 要

娘 型 概 要

共同也餐方式 (p原 則 型 一般に採用されている共同ビルの共同化手法であるo地権者が

お互いに敷地を出し合い､提供した土地の割合 (価格制合または
面積割合等)に応 じて建築費も負担 し､共同ビルを建設する○完
成 したビルは､出資割合または負担割合により区分所有または共
有持分により所有することになる○共同ビル経営に基づく収益 .
費用の配分も持分割合に応じて収受､負担する○

② 地権者が土地を現物出資して組合 (土地利用組合等)を設立す

組 合 設 立 型 る○組合は出資された土地上にビルを建設 し＼不動産経営を行うo
組合に参加 した地権者は､その出資割合に応 じて収益の配当を

受ける○

@会 社 設 立 型 地権者が土地を現物出資等 して共同ビル事業会社を設立 し､地
権者は株主となるo

設立 した会社がビルを建設し､共同ビルの経営を行うo
参加 した地権者は､株式に応じて収益の配当を受けるo

④土 地 信 託 地権者が共同して信託検閲 (信託銀行等)に土地を信託するo
信託機関は資金の調達を行い､土地上にビルを建設して不動産

経首を行う○
参加した地権者は､その出資割合に応 じて収益の配当を受ける

⑤会 社 設 立 型(借 地 型) 地権者が現金出資して会社 (共同ビル事業会社)を設立 し､地

権者は株主となる○
設立 した会社は地権者との問で借地契約を結び､借地上にビル

を建設 して不動産経営を行うO
参加 した地権者は､全社から地代とともに出資割合に応 じて収

益の配当を受ける○

@会 社 設 立 型(個人所有併存型) ⑤会社設立型 (借地型)の発展パターンで､設立した会社が建

設したビルの床のうち､地権者が日用に必要な床を再譲渡 し､地
権者と設立 した会社との共同ビルの形態をとる○

地権者の日用部分を含むため､会社から地権者が受け取る地代
および配当の額は⑤に比べて少なくなるO

等 ⑦所 有 権 売 却 型 地権者が土地の権利 (この場合は所有権)の一部を接供 し､デ
イベロツパー等が建築資金を出資して共同ビルを建設するo

価交秩 地権者は､その出資比率に応 じて土地 .建物を取得するO

⑧借 地 権 設 定 型 等価交換方式のうち､土地の権利として借地権を設定する方

方 式○
求 ⑦所有権売却型に比べて､地権者が獲得する床の持分は少なく

なるが､地権者はディベロッパー等との借地契約により､毎年地

(注) I.③､⑤､⑥の会社設立型の場合､地権者のみで会社を設立する場合と地権者とディ
2.各方式とも､要件に合えば､土地担保賃貸等の公的資金融資制度､優良再開発建築
3.公E日の特別借地制度等不更新型の借地方式は､設定権利金の授受を伴わないため等

共同ヒル建設手法の 1つに位置付けることもできると考えられる｡
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事 業 主 体 土 地 の 所 有 形 態 建 物 の 所 有 形 態 適 用 可 能 な制 度 . 手 法

個 人 地権者の分有または 地 権 者 の 区 分 ･公的資金活用方式･事業受託方式(運営委託方式)･リース方式

(地稚者) 共有 所 有 ま た は 共 有

組 合 地 権 者 の 合 有 地 権 者 の 合 有 ′′
(共 有) (共 有)

法 人 法 人 の 単 独 所 有 法 人 の 単 独 所 有 ′′

信 託 会 社 信 託 会 社 の 単 独 信 託 会 社 の 単 独 土 地 信 託 方 式
所 有 (形 武 上 ) 所 有 (形 武 上 )

法 人 地 権 者 の 分 有(借地権設定) 法 人 の 単 独 所 有 ･公的資金癌用方式･事業受託方式(運営委託方式)･リース方式

個 人 地 権 者 の 分 有 地権者および法人の ′′
法 人 (借地権設定) 区分所有または共有

ディベロッパー 地権者およびデイベ 地権者およびデイベ 等 価 交 換 方 式等及び個人 ロツパー等の分有ま ロツパー等の区分所
(地権者) たは共有 有または共有

ベロッパー等が共同して全社を設立する場合とが考えられる｡
物態備促進事業等の助成 (補助)制度､特定賃貸住宅等の利子補給制度の適用は可能
価交換方式とは言えないものの､借地期間満了時には権利が地権者に戻ることになり､
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事 業 主 体 土 地 の 所 有 形 態 建 物 の 所 有 形 態 適 用 可 能 な制 度 .手 法

個 人 地権者の分有または 地 権 者 の 区 分 ･公的資金活用方式･事業受託方式(避営委託方式)･リース方式

(地権者) 共有 所 有 ま た は 共 有

組 合 地 権 者 の 合 有 地 権 者 の 合 有 ′′

(共 有) (共 有)

法 人 法 人 の 単 独 所 有 法 人 の 単 独 所 有 ′′

信 託 会 社 信 託 会 社 の 単 独 信 託 会 社 の 単 独 土 地 イ言 託 方 式
所 有 (形 武 上 ) 所 有 (形 武 上 )

法 人 地 権 者 の 分 有(借地権設定) 法 人 の 単 独 所 有 ･公的資金活用方式･事業受託方式(運営委託方式)･リース方式

個 人 地 権 者 の 分 有 地権者および法人の ′′

法 人 (借地権設定) 区分所有または共有

ディベロッパー 地権者およびデイベ 地権者およびデイベ 等 価 交 換 方 式等及び個人 ロツパー等の分有ま ロツパー等の区分所
(地権者) たは共有 有または共有

ベロッパー等が共同して会社を設立する場合とが考えられる｡
物整備促進事業等の助成 (補助)制度､特定賃貸住宅等の利子補給制度の適用は可能

価交換方式とは言えないものの､借地期間満了時には権利が地権者に戻ることになり
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図Ⅳ-10 共 同 ビル 事 業 分 頬 と土 地 ･建 物 の 権 利 形 態

土 二上 地

1号 地 Lu 物 山 部

分 TT )li 布 分 布 JtJ ll- 床 地 所 布

小姓lrrf1 良 良

建狗 兆1-f ニ 二 I 良 二

区分ITr布 水辛分刺 良 良 良 二 二 Q rjR 別 製旬 紺 会 設 立 _qJ.句 会 汁 設 立 !f.)_i) /_L吉日｣掛ALT-!(併fi吋!)匝闇L210, (7, 冨J

qr) l 榊rllJ)A､ Bは他椛で;(地主)､Cは-市価交換のnT-7J-としてのディベE,ンJt-Tp､Dは他fa;打でik'Lq.した相たま/二は沈入､ Eは信託全純を示す｡

図Ⅳ-10 共同ビル草葉分類と土地 .建物の権利形態

土 十 Ft!

1号 地 JX 物 納 Pj

分 村 Jll 布 LJ) TIJ 兆 朽 JrrT1-Wt拷掠 (iri拙ryTr(-)-)

帥祉drfT 良 良

建物 炎†f ニ 二 I 良 二

区汁所有 吹辛分刺 良 良 I 二 二 Q 行詰 別 名望旬 紺 会 設 立 _qJ.何 /.壬 汁 設 立 三で.),(ら +_ 地 信 .托句 会H..鼓､'r_野!(I.'川虫刊)匝Ⅰ監】L21の (7, 31

FT3 I 1紳11lJ)A､Bは他恥部 (地主)､CはT.Tt.･価交換の刺す一方としてのディベE,-/′ヾ:Ty､Dは他触れでiSn.した柵たま1二は法人.Eは信託金‡tを示す｡



表Ⅳ-8 土 地 の 権 利 形 態 の 比 較 一 覧 表

所 有 権 借 地 権

共 有 分 有 畔 共 有 一 部 借 地 そ の 他
拝 借 権 地 上 権 賃 借 権 地 上 轍 区 分 地 上 権 使 用 貸 倍

物 権 物 権 値 轍 物 牡 債 権 物 権 物 権 低 地

(同 左) (同 左)

* L) 碓) り)

処 分 自 由 同 左

自由) 由 内で処分自由 辛

3.相 続 承継する 同 左 同 左 同 左 同 左 同 左 同 左

有 り 有 り 有 り 有 り * L

(所有部分のみを (準共有持分のみ

対象とする) 必蟹) を対敦とする) 必要) 不可能

5_維 持 管 理 同 左 同 左 同 左 同 左

6_使 用 収 益 取可fIf EB'L叫LIL 収取可能 同 左 取可能 同 左 同 左 同 左

同 左 同 左 同 左 同 左

(造 成 等) が必要 り､所有部分について自由 普

共有持分の範BEI内 担保価値有 .) 担保描縫有 り 同 左

時期 同 左 同 左 同 左 同 左 同 左

lO_鵬 考 ･単独の所有権と

概ね同一

蓑Ⅳ-8 土 地 の 権 利 形 態 の 比 較 一 覧 表

所 有 権 借 地 権

共 有 分 有 堆 共 有 一 部 借 地 そ の 他

偉 倍 権 地 上 権 賃 借 権 地 上 権 区 分 地 上 権 使 用 貸 借

1_権 利 の 性 質 物 権 物 権 低 能 物 権 低 能 物 権 物 権 債 権

(共有者相互間に (所有部分の制限 (準共有者相互間 (同 左) (権利の境界が明 (同 左) (立体的な制限有

制限有り) 無 し) に制限有 りー 碓) り)

2.処 分 行 為 共有物全体の処分 所有部分の処分自 準典有持分の範Bfl雑共有持分の範囲 賃貸人の同意が必 処 分 自 由 同 左 処分行為の対象と

(売買 .交換贈与 .車云貸) 行為には共有者全員の同意が必要(共有持分の処分自由) 由 内､かつ､t5'巧人の同意が必要 内で処分自由 要 はならない

3.相 続 相続により権利を承継する(相続を原因とする移転登記手拭きが必要) 同 左 同 左 同 左 同 左 同 左 同 左 相続により権利を承継 しない(本人のみ有効)

4ー登 記 it.B 求 健 有 り 有 り 豊 言己 可 能 有 り 登 記 可 能 有 り 建物所有を目的と 無 し

(弗有物全体に係 (所有部分のみを (琵待人の同意が (準共有持分のみ (賃巨人の同窓が (権利設定部分の する登記手続きは

る豊富己も可) 対象とする) 必要) を対象とする) 必要) みを対象とする) 不可能

5.維 持 管 理 共有持分価値の過半数にて決定 所有部分については各自で決定可能 準共有持分価値の過半数にて決定 同 左 権利 者 にて決定 同 左 同 左 同 左

6.使 用 収 益 共有持分から生ずる利益の自由な収取可能 所有部分から生ずる利益の自由な収般可能 準共有持分から生ずる利益の自由な収取可能 同 左 賃借部分から生ずる利益の自由な収取可能 同 左 同 左 同 左

7.変 要 行 為 共有者全員の同意 他の所有者に利害 準共有者全員の同 同 左 賃貸人の同意が必 同 左 同 左 同 左

(造 成 等) が必要 を及 ぼ さない限り､所有部分について自由 告及び筏任人の同意が必要 要

8_資 産 の 担 保 共有持分の範囲内で担保師位有り 所有部分について担保価値有り 担保価臣は無い 準共有持分の範囲内で担保価値有り 担保価値は無い 担保妬値有り 同 左 担保価値は無い

9_地権者収入の経頬と時期 契約時売却益 同 左 契約時一時金+地代 (契約期間中) 同 左 同 左 同 左 同 左 原則として無依

10.臓 考 ･典青物の分割請 ･単独の所有権と ･建物の登記によ ･特約により､地 ･建物の登記によ 一件的により､地 ･本来は､架線 . ･極めて弱い依触

求が可能 概ね同一 I)､琵IE旨権の対抗 代を生 じない場合 り､拝借髄の対抗 代を生 じない場合 地下鉄等の工作物



f<Ⅳ19 建 物 権 利 形 態 の 比 較 一 覧 表

共 有 区 分 所 有

1.権 利 の 性 質 物 権 物 権
(共有者相互間に制限有り) (区分所有の範囲に制限有り)

2.処 分 行 為 共有物全体の処分行為には共有 区分所有部分の処分自由

(売買 .交換 . 者全員の同意が必要 (敷地利用権等の分離処分は不

贈与 .転貸) (共有持分の処分自由) 可能)

3.相 続 相続により権利を承継する(相続を原因とする移転登記手続が必要) 同 左

4.登 記 請 求 権 有 り 有 り

(共有物全体に係る登記も可) (区分所有部分に係り､敷地利用権 .共用部分持分 も付随する)

5.維 持 管 理 共有持分価値の過半数にて決定 規定により定めることが可能(規約の設定 一変更 .廃止は､区分所有者及び議決権の 3/4以上が必要)

6.使 用 収 益 共有持分から生ずる利益の自由 区分所有部分から生ずる利益の
な収取可能 自由な収取可能

7.変 更 行 為 共有者全員の合意が必要 区分所有部分については改良自

(増 .改築､建替え) 由

8.資 産 の 担 保 共有持分範囲内で担保価値有り 区分所有部分について担保価値
(一般に価値が減少する) 有り

9.地権者収入の種類と時期 契 約 時 売 却 益 同 左

lO.備 考 ･共有物の分割請求が可能 ･共用部分の持分は専有部分の
･共有物の不分割の特約の登記 持分割合に従う

f<Ⅳ-9 建 物 権 利 形 態 の 比 較 一 覧 表

共 有 区 分 所 有

1.権 利 の 性 質 物 権 物 権
(共有者相互間に制限有り) (区分所有の範囲に制限有り)

2.処 分 行 為 共有物全体の処分行為には共有 区分所有部分の処分自由

(売貴 .交換 . 者全員の同意が必要 (敷地利用権等の分離処分は不

贈与 .転貸) (共有持分の処分自由) 可能)

3.相 続 相続により権利を承継する(相続を原因とする移転登記手続が必要) 同 左

4.登 記 諦 釆 権 有 り 有 り

(共有物全体に係る登記も可) (区分所有部分に係り､敷地利用権 .共用部分持分 も付随する)

5.維 持 管 理 共有持分価値の過半数にて決定 規定により定めることが可能(規約の設定 一変更 一廃止は､区分所有者及び議決権の 3/4以上が必要)

6.使 用 収 益 共有持分から生ずる利益の自由 区分所有部分から生ずる利益の
な収取可能 自由な収取可能

7.変 更 行 為 共有者全員の合意が必要 区分所有部分については改良自

(増 .改築､建替え) 由

8.資 産 の 担 保 共有持分範囲内で担保価値有り 区分所有部分について担保価値
(一般に価値が減少する) 有り

9.地権者収入の種類と時期 契 約 時 売 却 益 同 左

10.備 考 ･共有物の分割請求が可能 ･共用部分の持分は専有部分の
･共有物の不分割の特約の登記 持分割合に従う
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(4) 共同ビル事業に適用可能な制度 ･手法

共同ビル串業において適用可能な有効活用手法についてその内容の比較を次表にまとめて

おく (表Ⅳ-10)0

また､共同ビル事業に適用可能な公的資金の融資制度も各種のものがあるが､これらにつ

いては蓑Ⅳ-3の融資制度の一覧表を参考とされたい｡

午

(4)共同ビル事業に適用可能な制度 ･手法

共同ビル事業において適用可能な有効活用手法についてその内容の比較を次表にまとめて

おく (表Ⅳ-10)｡

また､共同ビル事業に適用可能な公的資金の融資制度も各種のものがあるが､これらにつ

いては表Ⅳ-3の融資制度の一覧表を参考とされたいO
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蓑Ⅳ-10 共同ヒル建設に適用可能な有効活用手法の比較

式

-般市的地住宅

所 有 権 等 る○

建築

税 金

樵)

各 年 の 収 入 金､敷金等) 同 左

蓑IV-10 共同ヒル建設に適用可能な有効活用手法の比較

式

-椴市的地住宅

所 有 権 等 る○

建築

税 金

樵)

各 年 の 収 入 金､敷金等) 同 左



rip

3.有効活用事例の紹介 (川和共同ビル)

日) 共同ビルの概要

① 規模

l 棟 Ⅲ 棟

所 在 地 緑区葛ケ谷4番 緑区葛ケ谷3番

地 権 者 数 4名 6名

敷 地 面 積 800.Olrrf 1,121.25m2

建 築 面 積 684 rrT 890 m2

延 床 面 横 2,060 n1 3,100 n1

構造 .規模 鉄筋コンクリー ト造､地下 1階､地上 6階建

駐 車 場 500r〟(20台収容) 500rrf(26台収容)

用 途 店舗､共同住宅 店舗､共同住宅

店舗部分 :lF 636n了 店舗部分 :1F 790nf

住宅部分 :2-6F 20戸 2F 251rrf

駐車場 :Bl 20台 住宅部分 :2-6F 30戸駐車場 :B1 24台屋外 2台

② 店舗構成

共同ビルは2棟になるが､2棟とも ｢タカヨン｣ (DIY系)が､商業床の全てを借り

入れ､キーテナントとなる｡なお､賃料は2棟とも同一水準｡

l-▲｣_

(2) 共同ヒル化の前提条件

① 川和駅 (地下鉄)の駅前広場前に位置しているため､地区センターとして十分な機能を

有する施設を経営する必要がある｡

② 短冊状の換地がなされているため､小画地所有者が単独で施設を経営することは､困難

で､施設経営のためには土地利用の効率が悪く､他の地権者との共同化が必要となる｡
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(3) 事業の概要

8. 権利関係

土地は分有｡ 1階の店舗と階段等の共用部分は共有､2階以上の住戸部分は区分所有と

いう形｡

従前及び従後の地権者の持ち分の評価は､共同事業ということで､従前地における角地

等の個別的要因を考慮せず､全て土地の面積割合で行い､従後における建物の持ち分､建

設員等の負担割合や､事業後の収益の配分まで全て換地の面積比で行う｡

なお､住戸の貨料の設定の際生 じた価格差は､共有部分で調整することにより地権者の

換地後の面研比に応 じた賃貸収入を保証する｡

b. 資金調達

基本的には住宅 ･郡市並備公団の民賃制度 (民首賃貸特定分譲住宅制度)を活用する｡

また､事業参入業者 (キーテナント)から建設協力金を予約証拠金として､事業の各支出

段階に応 じて事前に受け取り､建物の設計費やポーリング調査費等の事業調査企画費にあ

てる｡また､業者が､借入金の連帯保証人になる｡ したがって地権者の現金出資は一切必

要としないo

*民賃制度

公団資金の返済が確実で迎帯保証人がある個人もしくは法人が､12戸以上の世帯向住

宅が建設可能で良好な居住環墳が確保できる敷地を所有 し､耐火構造の建物を建設する

場合､住宅については､建設費の全額を､施設 (店舗 ･事務所)については､併せて建

設する住宅の延べ床面積の 2/3まで公EZ]資金を利用できる制度｡

C. 運 営

プラン及び事業参入の業者は､事業コンペ方式を採用し､4者の中から選択O

運営委託方式を採用 し､コンペで採用された業者に床の管理もまかせて､テナント及び

住戸の借家人の斡旋､空室の管理等の面倒を業者がみるc

d. 特 色

1)共同ビル事業に対する ｢確認香 j 及び ｢基本協定書｣の締結

･ ｢確認杏｣

第三ブロックの土地利用を共同事業の方向で地権者相互が意見交換を行い､事業

化を進める前段までの確認書を締結 し､事業実施の段階で再度､地権者の共同事業
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(3) 事業の概要

a. 権利関係
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いう形｡
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なお､住戸の賃料の設定の際生じた価格差は､共有部分で調整することにより地権者の
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b. 資金調達

基本的には住宅 ･郡市盤備公団の民賃制度 (民首賃貸特定分譲住宅制度)を活用する｡

また､事業参入業者 (キーテナント)から建設協力金を予約証拠金として､事業の各支出

段階に応じて事前に受け取り､建物の設計責やポーリング調査費等の事業調査企画負にあ

てる｡また､業者が､借入金の連帯保証人になる｡したがって地権者の現金出資は一切必

要としない｡

*民賃制度

公団資金の返済が確実で連帯保証人がある個人もしくは法人が､12戸以上の世帯向住

宅が建設可能で良好な居住環境が確保できる敷地を所有し､耐火構造の建物を建設する

場合､住宅については､建設費の全額を､施設 (店舗 ･事務所)については､併せて建

設する住宅の延べ床面横の 2/3まで公田資金を利用できる制度｡

C. 運 営

プラン及び事業参入の業者は､事業コンペ方式を採用し､4者の中から選択｡

運営委託方式を採用し､コンペで採用された業者に味の管理もまかせて､テナント及び

住戸の借家人の斡旋､空室の管理等の面倒を業者がみる｡

d. 特 色

i)共同ビル事業に対する ｢確認蕃 j 及び r基本協定書｣の締結

･ ｢確認書｣

第三ブロックの土地利用を共同事業の方向で地権者相互が意見交換を行い､事業

化を進める前段までの確認杏を締結し､事業実施の段階で再度､地権者の共同事菓
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に対する意志の確認を行うofj:お､共同事業は､所有地の大小にかかわらず､同等

の権利のもとに､全員一致をもって推進することを原則とする｡

I｢港北ニュータウン川和共同ビル建設に関する基本協定香｣

第三ブロック共同ヒルのプロジェクト実施について地権者相互の土地､建物の権

利関係及びヒル建設の方法､ヒルの運営についての協定を結ぶ｡

さらに､共同ビル建設を円滑に進めるために､ ｢共同ヒル建設推進協議会｣を､

施設部分の管理 ･遷宮を円滑に進めるために､ ｢施設共有者協議会｣をそれぞれ別

途設置する｡

なお､協定締結後､公EBとの住宅譲渡契約締結までの間に､やむを得ない事情に

より､共同ヒルの建設が困難になった場合､その間に要した費用は､当該原Eg者が

負担する｡

また､この協定に定めのない事項又は疑義を生じた事項については､地権者で組

織する ｢共同ヒル建設推進協議会｣で協議のうえ全員一致をもって決定する｡

u)地元業者による運営委託方式の採用

共同ヒルの設計から施工及び竣工後のヒルの管理 ･選言までを地権者に代って一括

代行させる｡業者は､大手でなく事業に最後まで責任を持たせる意味で地元の業者を

選択 (港北ニュータウン内で川和の共同ビル事業に失敗したら､この業者は二度とニ

ュータウン内での受注が不可能となる)｡
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の権利のもとに､全員一致をもって推進することを原則とする｡

･ ｢港北ニュータウン川和共同ビル建設に関する基本協定杏｣

第三ブロック共同ビルのプロジェクト実施について地権者相互の土地､建物の権

利関係及びヒル建設の方法､ヒルの運営についての協定を結ぶD

さらに､共同ヒル建設を円滑に進めるために､ ｢共同ヒル建設推進協議会｣を､

施設部分の管理 ･選言を円滑に進めるために､ ｢施設共有者協議会｣をそれぞれ別

途設置する｡

なお､協定締結後､公団との住宅譲渡契約締結までの間に､やむを得ない事情に

より､共同ビルの建設が困難になった場合､その間に要した教用は､当該原因者が

負担する｡

また､この協定に定めのない事項又は疑義を生 じた事項については､地権者で組

織する ｢共同ヒル建設推進協言残会｣で協議のうえ全員一致をもって決定するc

ii)地元業者による運営委託方式の採用

共同ヒルの設計から施工及び竣工後のヒルの管理 ･迎首までを地権者に代って一括

代行させるO業者は､大手でなく事案に最後まで責任を持たせる意味で地元の業者を

選択 (港北ニュータウン内で川和の共同ヒル事業に失敗したら､この業者は二度とニ

ュータウン内での受注が不可能となる)C
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(4) 事業の経緯

'83年 夏

■84年 麦

秋

'85年 7月

9月

'86年 9月

●87年 6月

'88年 4月

'89* *

川和駅前センターにおける地権者の意向調査と個別ヒアリングの実施

ブロックごとの世話役の選出

｢若葉台｣､ ｢金沢シーサイ ドタウン｣のセンター地区を視察

商業開発計画の説明

全地権者を対象とした説明会及び意見交換会の開催

川和第3ブロックにおける土地利用を促進するため､共同事業の方向で

意見のとりまとめを行う｡その際､事業化を進める前段までの確認書杏

地権者間で締結するO

川和第3ブロックの共同草葉について実施内容 (住宅 ･都市整備公団の

｢民営賃貸用特定分譲住宅制度｣利用施設)の調鞍を行い､共同事業の

実施及び運営にあたっての確認書及び基本協定書を地権者間で締結する｡

なお､基本協定書に基づき､事業実施の諸手続を行う｡具体的には､

公団民賃制度の申し込み､共同ビルの設計依頼契約､さらに共同ビルの

施行業者の選択o

また､施行業者が誘致したテナント予定者と賃貸借についての予定契

約杏を締結する｡

着工予定

仮称 ｢川和共同ビル｣オープン予定

(5) 事業成立の主たる理由

i)地域社会での共同意識

地権者の多くは､古くからの地主であり､地縁 ･血縁関係が強いため､地域全体での共

同意識が従来から下地としてあった｡そのため､共同ヒル事業に対しても､比較的まとま

りやすかった｡

ii)(帥港北ニュータウン生活対策協会及び住 ･郁公団港北開発局の地権者に対する援助と助

言､協力｡

換地後の土地利用については､街全体のビル トアップの観点を考慮した場合､地権者個
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人の土地利用だけでなく､ブロックあるいは地区としてまとまりのある土地利用を行う必

要がある｡その場合､地権者同士の話 し合いや､討議の場が必要となるが､地権者が自発

的にその様な場を持つことは実際むずかしい｡生対協や住 ･都公団が､地権者全体にニュ

ータウンの事業計画を説明する全体総会やブロック会議を開催することにより､地権者に

対する共同ビル事業化の啓蒙や資料提供を行うことにより､共同ビル事業化に向けての意

欲を高め､また地権者間での事業化に対する討論の場を提供 したo

in)地権者の事業に対する意欲

共同ビル事業の実現に向けて､地権者は､事業を自ら自分たちの仕事として位置付け､

主体的な討議を頻繁 (10日に 1恒】程度)に行った｡
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Ⅷ

旧

旧

人の土地利用だけでなく､ブロックあるいは地区としてまとまりのある土地利用を行う必

要があるoその場合､地権者同士の話し合いや､討議の場が必要となるが､地権者が自発

的にその様な場を持つことは実際むずかしい.生対協や住 ･都公EEが､地権者全体にニュ

ータウンの事業計画を説明する全体総会やブロック会議を開催することにより､地権者に

対する共同ビル事業化の啓蒙や資料提供を行うことにより､共同ビル事業化に向けての意

欲を高め､また地権者間での事業化に対する討論の場を提供した｡

ih)地権者の事業に対する意欲

共同ビル事業の実現に向けて､地権者は､事業を自ら自分たちの仕事として位置付け､

主体的な討舌鼓を頻繁 (10日に 1匝】程度)に行ったC

-さ9-



4,事業モデルによる採算性の検討

(日 章業モデルの設定

中川駅前センターにおいて換地をうけた土地所有者が､不動産経営を行う際の投資採其性

を代表的な妓つかのモデルを設定 し､事業開始から10年以上にわたる財務諸表を作成 して､

各年の収支状況を通 じてモデル自体､モデル相互間の採算性を検討する｡

① 地域内の画地規模

センター内における地権者の画地規模は､次のとおりであるO

画 地 規 模 画地所有者の割合

～ 200rrf 36.0%

～ 300rrf 30.6%

～ 400rrf 9.OQo

～ 500rrf 3.0%

501n1- 21.4%

これをみると､300nf未満の画地が最 も多 く､そのうちの半数が 200nl未満の小画地で

ある｡

このため､当該地区での一休的な開発を行う意味からは､先に検討 したように小規模な

敷地をあわせて共同化をはかることにより､開発の効果を高める必要がある｡

② 事業モデルの設定

事業モデルは､次の 4通 りとした｡

ィ.共同 ビルによる貸店舗及び賃貸マンション経営

ロ.共同 ビルによる貸店舗経営

ハ.単独 ビルによる貸店舗経営
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4,事業モデルによる採算性の検討

(1) 事業モデルの設定

中川駅前センターにおいて換地をうけた土地所有者が､不動産経営を行う際の投資採算性

を代表的fi:妓つかのモデルを設定 し､事業開始から10年以上にわたる財務諸表を作成 して､

各年の収支状況を通 じてモデル自体､モデル相互間の採算性を検討する｡

(》 地域内の画地規模

センター内における地権者の画地規模は､次のとおりである｡

画 地 規 模 画地所有者の割合

～ 200nf 36.0%

～ 300n1 30.6%

～ 400rTf 9.096

～ 500rrf 3.0%

501n1- 21.4%

これをみると､300rrF未満の画地が最 も多く､そのうちの半数が 200rrf未満の小画地で

ある｡

このため､当該地区での一体的な開発を行う意味からは､先に検討 したように小規模な

敷地をあわせて共同化をはかることにより､開発の効果を高める必要があるO

② 事集モデルの設定

事業モデルは､次の 4通りとした｡

ィ.共同 ビルによる貸店舗及び賃貸マンション経営

ロ.共同 ビルによる貸店舗経営

ハ.単独 ビルによる貸店舗経営
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a. 建設計画に係る諸元の設定

敷地面積､建物の床面横､建設費､資金計画等､各用途の建設計画に係る諸元を表Ⅳ

-11のように設定 したo

各モデルの敷地は､センター内における標準的な換地面積に基つき､単独 ヒルの場合

は180m2､共同ヒルの場合は､5名程度の地権者が共同で事業を行うものとし 900汀デに

設定 したo

表Ⅳ-11 建設計画に係る諸元 (モデル別)

店
舗
併
用
賃
貸
マ
ン
シ

ョ
ン

(共
同
ヒ
ル

)

r-■L_

a. 建設計画に係る諸元の設定

敷地面積､建物の床面積､建設費､資金計画等､各用途の建設計画に係る諸元を表Ⅳ

-11のように設定 した｡

各モデルの敷地は､センター内における標準的な換地面積に基づき､単独ビルの場合

は180m2､共同ビルの場合は､5名程度の地権者が共同で事業を行うものとし 900m2に

設定 した｡

表Ⅳ-11 建設計画に係る諸元 (モデル別)

店
舗
併
用
賃
貸

マ
ン
シ

ョ
ン

(共
同
ビ
ル
)

地 区 分 類

用 途 地 域

敷 地 面 積

建 物 の 構 造 用 途

建 物 延 床 面 積

そ の 他 施 設

建 設 費

(外構工事費含む)

資 金 計 画

駅前センター地区

近隣商業地域

鉄筋コンクリー ト造 地下 1階地上 6階建 店舗併用共同住宅

延 3,100m2(駐車場含む)

1階 :店舗､2-6階 :住宅 (3LDKタイプ25戸)

駐車場 地階20台 屋外 6台

165千円/m2×3,100m2≒512,000千円

保証金､敷金を充当し､残りは民営賃貸向特定分譲住宅制度を

適用し､全額公団資金を利用｡

貸

店

舗

(共
同
ビ
ル

)
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地 区 分 類 駅前センター地区

用 途 地 域 近隣商業地域 〔慧 〕

敷 地 面 積 900nf

建 物 の 構 造 用 途 -

建 物 延 床 面 積 -

そ の 他 施 rL 駐車場 33台

建 TL 3,500千円 (舗装､排水工事､縁石等)

b. 不動産経営に係る諸元の設定

上記建設計画に係る諸元に基つき､収入 ･支出の各項目に係る初期値及びインフレ条

件の設定､資金調達条件の設定等､各財務諸表に係る諸元を表Ⅳ-12のように設定 した｡
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(単
独
ビ
ル
)

車

地 区 分 類

用 途 地 域

敷 地 面 積

建 物 の 構 造 用 途

建 物 延 床 面 積

そ の 他 施 設

建 設 費

(外構工事費含む)

資 金 計 画

駅前センター地区

近隣商業地域

軽量鉄骨造 2階建 店舗

貸店舗 2区画 延 210m2

駐車場 屋外 2台

100千円/m2×210m2-21,000千円 (スケル トン貸 しを想定)

保証金を充当し､残りは金融機関より借り入れ｡

地 区 分 類

用 途 地 域

敷 地 面 積

建 物 の 構 造 用 途

建 物 延 床 面 積

そ の 他 施 設

建 設 費

駅前センター地区

近隣商業地域

駐車場 33台

3,500千円 (舗装､排水工事､縁石等)

全額を金融機関より借り入れ｡

b. 不動産経営に係る諸元の設定

上記建設計画に係る諸元に基づき､収入 ･支出の各項目に係る初期値及びインフレ条

件の設定､資金調達条件の設定等､各財務諸表に係る諸元を表Ⅳ-12のように設定 した｡
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表Ⅳ-12 不動産経営に係る諸元 (モデル別)

店舗併用賃貸マンション (共同 ビル)

科 目 諸 7l=

建 物 賃 貸 収 入 家賃 (共益費含む) :1戸 (3LDK)当り 130,000円/月､空室率 5

(マンション) %､3年毎た10%のアップ

敷金 :家賃の 3カ月分

契約更新時に差額徴収

礼金 :なし

建 物 賃 貸 収 入 家賃 (共益費含む) :mZ当たり 2,800円/月､空室率 5%､3年毎に10%

( 店 舗 ) アップ

保証金 :家賃の40カ月分

契約更新時に差額徴収

駐 車 場 収 入 1台当たり 10,000円/月､稼働率 100%､3年毎に10%のアップ

土 地 公 租 公 課 固定資産税 (1.4%)および都市計画税 (0.3%)､3年毎に15%のアップ

※固定資産税については､小規模住宅用地 (l戸当たり 200m2以下)の特

例で住宅部分の税額は l/4になるo

建 物 公 租 公 課 固定資産税および都市計画税 (率は同上)､額は据置

･B固定資産税については､新築住宅 (1戸当たり lOOmtまでの部分の特

例)で 5年間住宅部分の税額は 1/2になるo

管 理 費 直接管理費および一般管理費o賃料の 5%＼3年毎に10%のアップ

修 繕 費 各年次の建物の再調達原価× (0.0025+ (経過年数)×0.0003)

損 害 保 険 料 建物再調達原価の1/1,000

減 価 償 却 費 主体 :耐用年数 60年､残価率10%､定率法

設備 : 15年＼ ′′

主体割合 85%

※特例で､当初 5年間は65%の割増償却が可能 (住宅部分のみ)

資 本 的 支 出 11年目より5年毎に大修繕o額はその年の設備再調達原価の30%

事 業 税 地方税法に基づ く

受 取 利 息 余剰金の運用による､利回り3.0%

支 払 利 息 公団融資 (民賃制度の活用) :期間35年

利率 当初10年4.5%､後期25年5.15%
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表Ⅳ-12 不動産経営に係る諸元 (モデル別)

店舗併用賃貸マンション (共同ビル)

科 目 話 JC

建物 賃 貸収 入 家賃 (共益費含む) :1戸 (3LDK)当り 130,000円/月､空室率 5

(マンション) %､3年毎た10%のアップ

敷金 :家賃の 3カ月分

契約更新時に差額徴収

礼金 :なし

建物 賃 貸収 入 家賃 (共益費含む) :nf当たり 2,800円/月､空室率 5%､3年毎に10%

( 店 舗 ) アップ

保証金 :家賃の40カ月分

契約更新時に差額徴収

駐 車 場 収 入 1台当たり 10,000円/月､稼働率 100%､3年毎に10%のアップ

土 地 公 租 公課 固定資産税 (1.4%)および都市計画税 (0.3%)､3年毎に15%のアップ

※固定資産税については､小規模住宅用地 (1戸当たり 200rrF以下)の特

例で住宅部分の税額は l/4になるo

建 物 公租 公課 固定資産税および都市計画税 (率は同上)､額は据置

･RB]定資産税については､新築住宅 (1戸当たり 100rn1までの部分の特

例)で 5年間住宅部分の税額は l/2になる○

管 理 費 直接管理費および一般管理費.賃料の 5%､3年毎に10%のアップ

修 繕 費 各年次の建物の再調達原価× (0.0025十 (経過年数)×0.0003)

損 害 保 険 料 建物再調達原価の1′1,000

減 価 償 却 費 主体 :耐用年数 60年､残価率ユ0%､定率法

設備 : 15年､ ′′

主体割合 85%

※特例で､当初 5年間は65%の割増償却が可能 (住宅部分のみ)

資 本 的 支 出 11年日より5年毎に大修繕○額はその年の設備再調達原価の30%

事 業 税 地方税法に基づく

受 取 利 息 余剰金の運用による､利回り3.0%

支 払 利 息 公団融資 (民賃制度の活用) :期間35年

利率 当初10年4.5%､後期25年5.15%
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貸 店 舗 (共同ヒル)

科 目 請 7t:

建 物 賃 貸 収 入 家賃 (共益資含む) :ni当たり 2.800円/月 (l階部分)､空室率 5%､

3年毎に10%のア ップ

保証金 :家賃40カ月分

契約更新時に差額徴収

駐 車 場 収 入 1台当たり 10,000円/月､稼動率 100% 3年毎に10%アップ

土 地 公 租 公 課 固定資産税 (I.4%)及び都市計画税 (0.3%) 3年毎に15%のア ップ

建 物 公 租 公 課 固定資産税及び都市計画税 (率は同上)､額は据置

管 理 粒 直接管理数および一般管理費D賃料の 5%､3年毎に10%のアップ

修 繕 劫 各年次の建物の再調達原価 × (0.0025+ (経過年数)×0.0003)

損 害 保 険 料 建物再調達原価の1/1,000

減 価 破 却 焚 主体 :耐用年数 40年､残価率10%､定率法

設備 : ′′ 15年､ 〝

主体割合 85%

資 本 的 支 出 日年目より5年毎に大修繕o額はその年の設備再調達原価の30%

事 業 税 地方税法に基づ く

受 取 利 息 余剰金の逆用による利回り3.0%

支 払 利 息 国民金融公庫 :期間13年 5.5%
金融機関融資 こ期間 1年 4.5%

貸 店 舗 (共同 ビル)

科 目 請 冗

建 物 賃 貸 収 入 家賃 (共益焚含む) :n1当たり 2,800円/月 (L階部分)､空室率 5%､

3年毎に10%のア ップ

保証金 :家賃40カ月分

契約更新時に差額徴収

駐 車 場 収 入 1台当たり 10,000円/月､稼動率 100% 3年毎に10%ア ップ

土 地 公 租 公 課 固定資産税 (I.4%)及び都市計画税 (0.3%) 3年毎に15%のア ップ

建 物 公 租 公 課 固定資産税及び郡市計画税 (率は同上)､額は据置

管 理 兜 直接管理鎖および一般管理費O賃料の 5%､ 3年毎に10%のア ップ

修 繕 出 各年次の建物の再調達原価 × (0.0025+ (経過年数)×0.0003)

損 害 保 険 料 建物再調達原価の1/1,000

減 価 償 却 費 主体 :耐用年数 40年､残価率lD%､定率法

設備 : 15年､

主体割 合 85%

資 本 的 支 出 ll年 目より5年毎に大修繕O額はその年の設備再調達原価の30%

事 業 税 地方税法に基づ く

受 取 利 息 余剰金の逆用による利施り3.0%

支 払 利 息 国民金融公庫 :期間13年 5.5%
金融機関融資 :期間 1年 4,5%



貸 店 舗 (単独 ヒル)

科 目 諸 フl=

建 物 賃 貸 収 入 家賃 (共益費含む) :m2当たり 2,700円/月 (l階部分)､ 3年毎に10%

のア ップ､ 5%

保証金 :家賃20カ月分､契約更新時に差額徴収

礼金 :な し

駐 車 場 収 入 1台当たり 10,000円/月 稼動率 100%､ 3年毎に10%のア ップ

土 地 公 租 公 莱 固定資産税 (1.4%)および歳計画税 (0.3%)､ 3年毎に15%のアップ

建 物 公 租 公 果 固定資産税及び都市計画税 (率は同上)､額は据置

管 理 費 直接管理費および一般管理費○賃料の 5%､ 3年毎に10%のアップ

修 繕 費 各年次の建物の再調達原価× (0.0025+ (経過年数)×0.0003)

損 害 保 険 料 建物再調達原価の1/1,000

減 価 償 却 費 主体 :耐用年数 30年､残価率10%､定率法

設備 : 15年､ ′′ ′′ ′′

主体割合 80%

資 本 的 支 出 11年目より5年毎に大修繕o額はその年の設備再調達原価の30%

事 業 税 地方税法に基づ く

受 取 利 息 余剰金の運用による利回り3.0%

支 払 利 息 金融機関融資 ニ期間20年､利率6.5%､元利均等返済

駐 車 場

科 目 諸 JC

駐 車 場 収 入 10,000円/月 .台×33台､ 3年毎に10%のアップ､稼動率 :初年度60%､
2年目80%＼ 3年目以降 100%

土 地 公 租 公 課 固定資産税 (1.4%)および都市計画税 (0.3%) 3年毎に15%のアップ

管 理 費 直接管理費および一般管理費o賃料の30%､ 3年毎に10%のアップ

修 繕 費 各年次の建物の再調達原価× (0.0025+ (経過年数) ×0.0003)

減 価 償 却 費 舗装路面 :耐用年数10年､残価率10%､定率法

資 本 的 支 出 11年目より5年毎に大修繕○額はその年の建設費の50%

事 業 税 地方税法に基づ く

受 取 利 息 余剰金の運用による○利回り3.0%

支 払 利 息 金融機関融資 :期間10年､利率6.5%､元利均等返済
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貸 店 舗 (単独 ヒル)

科 目 諸 フl=

建 物 賃 貸収 入 家賃 (共益費含む) :m2当たり 2,700円/月 (l階部分)､ 3年毎に10%

のアップ､ 5%

保証金 :家賃20カ月分､契約更新時に差額徴収

礼金 :なし

駐 車 場 収 入 1台当たり 10,000円/月 稼動率 100%､ 3年毎に10%のア ップ

土 地 公租 公 莱 固定資産税 (1.4%)および歳計画税 (0.3%)､ 3年毎に15%のアップ

建 物 公 租公課 固定資産税及び都市計画税 (率は同上)､額は据置

管 理 費 直接管理費および一般管理費○賃料の 5%､ 3年毎に10%のアップ

修 繕 費 各年次の建物の再調達原価× (0.0025+ (経過年数)×0.0003)

損 害 保 険 料 建物再調達原価の1/1,000

減 価 償 却 費 主体 :耐用年数 30年､残価率10%､定率法

設備 : 15年､ ′′ ′′ ′′

主体割合 80%

資 本 的 支 出 11年目より5年毎に大幡繕o額はその年の設備再調達原価の30%

事 業 税 地方税法に基づ く

受 取 利 息 余剰金の運用による利回り3.0%

支 払 利 息 金融機関融資 ニ期間20年､利率6.5%､元利均等返済

駐 車 場

科 目 諸 ワt

駐 車 場 収 入 10,000円/月 .台×33台､ 3年毎に10%のアップ､稼動率 :初年度60%､
2年目80%､ 3年目以降 100%

土 地 公租 公課 固定資産税 (1.4%)および都市計画税 (0.3%) 3年毎に15%のアップ

管 理 費 直接管理費および一般管理費o賃料の30%､ 3年毎に10%のアップ

修 繕 費 各年次の建物の再調達原価× (0.0025+ (経過年数)×0.0003)

減 価 償 却 費 舗装路面 :耐用年数10年､残価率10%､定率法

資 本 的 支 出 11年目より5年毎に大修繕○額はその年の建設費の50%

事 業 税 地方税法に基づ く

受 取 利 息 余剰金の運用による○利回り3.0%

支 払 利 息 金融機関融資 :期間10年､利率6.5%､元利均等返済
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(卦 採算性の検討

各事業の収支試好結果を､蓑TV-14に示す｡この結果から経営分析上ポイントとなる点

を簡単にまとめておく (表Ⅳ-13)｡

各事業とも土地の取得費を必要としないため､経営内容はいずれも良好な結果となって

おり､黒字転換期は単年度で l～ 4年､累積年度で 1-7年と比較的早い｡

衷Ⅳ-13 モデル別投資採算性の比較

収 益 性 有 効 需 要 の 有 無 経営 と しての安全性

共同ビルによ 建築費が大きく､初期投資 駅前セ ンターに立地 初期投資額は大きいも

る貸店舗及び 額が他ケースに比べて最 も し､交通利便性が良い のの､貸店舗及びマン

賃貸マンシヨ 大きく､黒字転換時期も遅 ため､N.T.の熟成初期 シヨン双方からの収入

ン経営 いが､初期投資の回収が終 段階からのマンション が期待できるため比較

わるL7年目以降､収益性が好転することが期待できる○需要が望めるo 的安定性は高い○

共同ビルによ 初期投資額は比較的大きい 背後人口が15,000人程 需要が見込めIj:い場合

る貸店舗経営 が､敷地面積当たりの収益 度なのでテナント需要 には危険性は大きいo

性は高い○ は限定される○

単独ビルによ 建築費が小さく､賃料水準 建物規模が小さく､品 甫要が見込めない場合

る貸店舗経営 が比較的高いため､敗地面 等も劣るため､共同ビ には危険性は大きい､

横当たりの収益性は最も高 ル店舗に比べ需要は更 また､センター内の立

い○ に限定される○ 地条件によっては経営が困難になる場合も想定されるo

駐 車 場 収入としては少ないが､初 駐車場が多 く建設され 初期投資が小 さいた

期投資をほとんど必要とし ることにより稼働率が め､危険性 も小さい○

ないため､投資に対する収 低下することが予想さ

益性 (初年度投資利回り)は最も高いo れる○
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収 益 性 有 効 需 要 の 有 無 経営 としての安全性

共同ビルによ 建築茂が大きく､初期投資 駅前セ ンターに立地 初期投資額は大きいも

る貸店舗及び 額が他ケースに比べて最も し､交通利便性が良い のの､貸店舗及びマン

賃貸マンシヨ 大きく､黒字転換時期も遅 ため､N.T.の熟成初期 シヨン双方からの収入

ン経営 いが､初期投資の回収が終 段階からのマンション が期待できるため比較

わる17年目以降､収益性が好転することが期待できるO需要が望めるo 的安定性は高い○

共同ビルによ 初期投資電削ま比較的大きい 背後人口が15,000人種 需要が見込めない場合

る貸店舗経営 が､敷地面積当たりの収益 度なのでテナント需要 には危険性は大きいo

性は高い○ は限定される○

単独ビルによ 建築費が小さく､賃料水準 建物規模が小さく､品 常要が見込めない場合

る貸店舗経営 が比較的高いため､赦地面 等も劣るため､共同ビ には危険性は大きい､

横当たりの収益性は最も高 ル店舗に比べ需要は更 また､センター内の立

い○ に限定される○ 地条件によっては経営が困艶になる場合も想定されるO

駐 車 場 収入としては少ないが､初 駐車場が多く建設され 初期投資が小さいた

期投資をほとんど必要とし ることにより稼働率が め､危険性も小さい○

ないため､投資に対する収 低下することが予想さ

益性 (初年度投資利回り)は最も高いo れる○

一 g 6 -



表Ⅳ-14 試算結果の概要

ケ ー ス 黒 字 転 換 時 期 と な る時 期(注) 税 引 後 の敷 地 面 横 建 物 面 横 建 設 費 単年度 累 横

900m2 3,100nf 51,200万円 4年 7年 17年 4.34 48.161万円

900m2 730m2 9.100万円 1年 1年 2年 3,88 50,085万円

180m2 210m2 2.100万円 1年 1年 4年 4.73 16.696万円

(荏)現金預金が長期借入金の瀬を上回る時期
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表Ⅳ-14 試算結果の概要

ケ ー ス とな る時 期〔注) 税 引 後 の敷 地 面 概 建 物 面 桁 建 設 費 単年度 累 横

900m2 3.loons 51.200万円 4年 7年 17年 4.34 48.161万円

900m2 730rnz 9.100万円 1年 1年 2年 3_88 50,085万円

180m' 210m2 2.lOO万円 1年 1年 4年 4.73 16.696万円

(荏)現金預金が長期借入金の額を上回る時期

-97-

L



亡資 料 コ モ デ ノレ男り財 務 諸 表

1. 店舗併用賃貸マンション (共同ビル)

損I,良計辞世 単位 (万円)

04r1 1咋 2咋 3咋 4年 5咋 6咋 7咋 8年-. 9咋

2鞍l √~ /㌔ 000 0 00 0 0 0 296 4 296 4 296 4 526 0 526 0 326 0 558 634 jHt .l,. 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 00
5J.I 0 0 0.0 0 0 5757 0 5757 0 5757 0 6352 7 6532 7 6532 7 69(16 0

678910ll 00000000 0 00 0 0 00 0 0 1280 51 0 146 2 165 1 1842 51 7 205 1 226 1 247 92

IL 2 51 2 51 2 51 2 51 2 51

ii:i 鬼 yf 0 1010 4 1010 4 3790 3 584 4 384 4 396 1 401 9 742 7 756 1

I_f L ､p 00 0 00 0 00 273 0 00 273 0 00 275 0 00 300 0 03 500 0 03 300 0 03 330 040代 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

▲215 ンrt 1鬼 0 00 0 0 00 0 0 00 4072 0 05 3612 0 06 3226 0 03 2899 0 06 2621 0 46 1678 5 905 1576 03
1一 Jl 0 0 101 4 101 4 4904 1 4467 5 4100 0 5851 9 3580 0 3005 2 3051 9
15 I. 0 0 -101 i -101 4 852 9 1289 5 1657 0 2500 8 2752 6 3329 5 3914 1

1617 紘 00 0 00 0 0 19830 0 8 21690 0 20420 3 1910 9 1805 8 16450 08 218 70518 罪Jl.( 0 0 0 0 564 03 0 00 0 0 00 0 0 00 19 0 06 96 0 05 170
'19 0 0 -101 i -1520 9 -1516 0 -752 8 -255 9 716 7 1095 7 1799 5 2486 8

2021) )Ii.)) ,T.lL 00 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 00
22.■J 紘 ).註 0 0 -101 A -1520 9 -1516 0 -752 8 -253 9 716 7 1095 7 1799 5 2/'86 8

232∠. 00 0 -ll0 0 4 -310 0 6 -380 0 4 -390 0 6 -400 0 8 -L.20 0 0 960 0 0 6900 0 5 12120 0 30
25 0 0 -90 0 -1489 5 -1277 6 -713 2 -213 1 758 6 999 8 1109 0 1274 4
26i'f_FlJ箭,十小十ljtS 0 0 0 0 -90 0 -1579 3 -2856 9 -3570 1 -3783 3 -3024 6 -2024 9 -915 8
27ミ処ll 0 0 -90 0 -1579 3 -2856 9 -5570 1 -3783 3 -5024 6 -202L.9 -915 8 558 6

28 ､■'F 食 000 0 00 00 0 0 00 00 0 0 00 00 0 0 0.0 0 0 00 00 0 0 00 00 0 0 00 00 0 0 00 00 0 0002950. 0 0ー0 00 0 0 0

し

亡資 料 コ モ デ ノレ男り財 務 諸 表

1. 店舗併用賃貸マンション (共同 ビル)

損之左言l許沓 単位 (万円)

o咋 1咋 2咋 3咋 H F 5咋 6咋 7咋 8if:. 9咋

23i ト ′ヽ 000 0 00 0 0 0 296 4 296 4 296 4 526 0 526 0 326 0 558 6jHt .l,. 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 00
5′f 0 0 0.0 0 0 5757 0 5757 0 5757 0 6332 7 6332 7 6532 7 69<16 0

678910ll 00000000 0 00 0 0 00 0 0 1280 51 0 146 2 165 1 184 7 205 1 226 1 247 92

LL 2 51 2 51 2 51 2 51 2 51 2 51

ム三i‖ 税 紙 0 1010 4 1010 4 3790 3 584 4 384 4 396 1 401 9 742 7 756 1

tは-F Pヽ 00 0 00 0 00 273 0 00 273 0 00 273 0 00 300 0 03 500 0 03 300 0 03 330 040代 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

▲215 _y: 揺 0 00 0 0 00 0 0 00 4072 0 05 3612 0 06 3226 0 03 2899 0 06 2621 0 (.6 1678 5 903 1576 03
1ム プ■? I 0 0 101 ▲ 101 4 4904 1 4467 5 4100 0 5851 9 5580 0 3003 2 3051 9
15で=q- TJIZ. 0 0 -101 i -101 4 852 9 1289 5 1657 0 2500 8 2752 6 3329 5 391L●1

16支 払 利 .I 000 0 00 00 0 0 19830 00 564 8 21690 03 0 0 20420 00 0 3 19100 00 0 9 18050 00 19 7 17530 06 96 4 17000 05 170 8 16450 08 218 705
17 第
18 利

19 利 註 0 0 -101 i -1520 9 -1516 0 -752 8 -255 9 716 7 1095 7 1799 5 2L-86 8

20∫ )∫f )メ ･rlJ Z, 00 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0021 IL1 火

22 ーJ 0 0 -101 4 -15ZO 9 -1516 0 -752 8 -253 9 716 7 1095 7 1799 5 2/.86 8

232∠. 00 0 -ll0 0 ム ー510 0 6 -380 0 Ll -390 0 6 -400 0 8 -420 0 0 960 0 0 6900 0 5 12120 0 30
25 0 0 -90 0 -1489 5 -1277 6 -713 2 -213 1 758 6 999 8 1109 0 1274 4
26F-J t■ 0 0 0 0 -90 0 -1579 5 -2856 9 -3570 1 -3783 3 -302L.6 -2024 9 -915 8
27こ処Jl 0 0 -90 0 -1579 5 -2856 9 -5570 1 -3783 3 -3024 6 -202L.9 -915 8 558 6

28 '■'[ 企 000 0 00 00 0 0 00 00 0 0 00 00 0 0 00 00 0 0 00 00 0 0 00 00 0 0 00 00 0 0 00 00 0 0 00 00 0 0002950

L



it匂o000000 Zサー90000 6∈-10000 t∈-ウ00 tt-000 S280tg∈bSt6900サー99∈-9)(,'LnTll-芥?i
9∠lSt9btStZ9072ワ∈ケSZ∠∈⊆90000∈ウ∠∈bt一〇Ot99tO-0[十叫亡亡

A9⊆gS.70 9660000 0000 00 0000 00 0000 00 0∈00 0000 00 00000Z乞
6Zt∠920ti
9tZg0∠tS9696tOウ9⊆0Lr.堤tlT川,)い.0∈

0000000000000000000■0V62
9∠6⊆tZ69St8S∠ウZO∈9SZ∠亡く900000Ot99t-0Ot99tO■09Z

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000000叱′ヽl､′∠Z9Z 0i06S ZIZtS10 069000 96000 a?一g00 07-900 6∈-ケ00 9∈-900 t∈-ウ00 tt-0J 丸印⊆～lT～
6669ZZウ9ZZgt∠SZttZSZbZt996∈-19∈-9t198t-996∠gtO0′l乞Z
6969Zb968Z6968Zb969～9⊆ウ9t∠t16ウ9∈96ウ6gSOtE0009SZO0Hl_7古1Jf.i.～～

000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 00 990ZO09tgZO 00009∈ZO 0000029t 0000t～

001l0～ 0000000ウt∠∈tgZウOZd0000

6096926 00969Z6 00969と6 0096926 0096926 00969Z6 00969Z6 00969ZO 0000 00･?.瓦誰∠t
00000000000000ウウ⊆∠ttO00S1100鞍Y149t

00000 00 0000~00 00̀00 00◆0000 00 0000 00 0000 00 0007 00 0097OSO 90∠90 0000 00 00⊆ウ?00007TPYil■lr(FSt?T, ∈t
986∠StEgt⊆∠∈991tZO671⊆Z696Z99ウtot-00＼tnlllZt
≦gtZg0∠tS96961000000∈19!.0000一一
9S9∈tケOZ∈tSU⊆6∈～∈69∈∠961599一∈91tOtケtoto00ー

0I00 9S∠∠0000000000000000 toto0000089∠9S

Zウ∠6tO●7t96乞ウ?9∈†ウ9∈∈6∠∈ケtOt●▼T(

09969∠Z∈∈9∠～EE9∠ZE∈90∠⊆∠⊆0∠≦∠⊆0∠⊆∠⊆000000I;ンHr∫?

09i00 9000 9～00000000000000000Yyl]i～ YIntulIt

(EdfL)科東罪-亡1∠T:/.I(.+キ

i⊆t匂o Z80tq00 ∈bSt00 69000 Z1-900 01-900 6亡-ウ00 9∈-900 t∈-?00 tt-000一打r_t'U.､つ.T'fSE
9∠tSt9bt!itZ90ウZ7∈ケSZ∠∈⊆90000∈ウ∠∈6t一〇Ot99tO~0[御∈∈

∠9⊆gS'70 9660000 0000 00 0000 00 0000 00 0∈00 0000 00 00-0(//E..)rこいr:l′!Z∈ 6Zt∠92000ti 9tZg0∠tS9696tO?9⊆0l7'汁).lT､一0∈
0000000000000000000■0VdZ
9∠6⊆tZbBSt9S∠ウ～0∈9≦.Z∠∈≦900000Ot99t-0OtggtO■0;V.:'jJI9Z

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000000鞍ヽし∠Z9Z 0i06S ZtZtSケ0 069000 96000 Z7-g00 07-900 6∈-100 g∈-900 t∈-700 tt-0】 エ■柳.⊆～i?～
6669Z～ウ9ZZgt∠SZttZSZdZt996∈-19∈-9t198t-996Lgt00(.>JSZ
6969～6968Z696826969～9⊆ウ9t∠tウ619乞96ウ6gSOtE00095～00-3LtI～～

000000000000000 00 990ZO09t9ZO009∈～000OZ9t 0000I-ー1E=tTrRほtZ lp汁
0000 0000 0000 0000 0ウ00 t∠∈tg00 ZウOZd00 0000 00lf_<_rIナ ヽ7<■__Y-1ll,J̀, Y!"I rjlゝL＼]｡... 王:L耳a10～dt∫
6096926 00969Z6 0096gZ6 00gbgZb 0096926 00gbgZ6 0096926 00969ZO 0000 00.i､l⊥r)Li川gtH∠t
00000000000000ウ1⊆∠ttO00≦ウウ00'41Y16::L:乙9t

砂, 申Y日..?, チKt
986∠StEgt!;∠OL?⊆0OZ?SZ亡991tZO677⊆Z616Z99ウtOt一〇0当箸nJ_:...lZt
≦9tZg0∠tS9696tO00000∈19SO000茶tt
9S9∈tケOZ∈tSU⊆6亡Ztde∈∠96ウ⊆99t∈91tOtウtoto0nl～.A1ヽI,Ot

0I～6l00 9≦∠∠0000000000000000 toto00000XJrd

Zケ∠6tO?I96乞ウ?9乞ケウg∈∈6∠∈ケtOt●▼訂t9

LウZt 0∈∈∈9ZZt 00∈乞SOZ∠ pOO∈乞ウ9tt 00∈0S9tZ E∠2097tO 乞∠己09～tO i:∠ZO00 0000 00㌔.1ヽ
09989∠Z∈∈9∠～∈乞9∠ZE∈90∠⊆∠⊆0∠S∠SO∠S∠⊆000000rJ..).tIウ

09i00 9000 9～00000000000000000tllYtl).ト3rY1.1▲Lt～ ++ ー拙l一一

(Edg)刊宙罪-Cllil:/.′､+キ

hi

キ ャ ッ シュ フ Tコ-塞 単位 (万円)

o咋 1/lF 2咋 5咋 4咋 5昨 日1:- 7咋 84I.L. 9咋

111桐収入 ｣∫ 0 29 4 29 4 9

～,Jl､人fbJ一斗 00 0 00 0 0 00 0 60 0 60 0 2 60 0 4 3260 0 0 3260 0 0 3260 0 0 3580 0 60
lヾ ～1 0_0 0 0 0 0 5757 0 5757 0 5757 0 6332 7 6332 7 6332 7 6966 0

00000 0 0 0 0 0 273 0 275 0 275 0 500 3 300.3 500 3 330 {9210

bb71り YJ 険 1.iiI 0 00 . 0 0 00 0 0 1280 51 0 1L62 51 2 1652 51 1 1842 51 7 2052 51 1 2262 51 1 2∠.72 51

8. .:)鬼 0 1010 0 4 101 4 579 3 584 I. 384 4 396 1 401 9 742 7 7560 0S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 ･'.- 某 川 0.0 101 4 101 4 831 6 854 9 873 8 932 3 95R 5 1320 4 1385 6
1 JR 手 心 0 0 0 0 564 3 0 0 0 0 0 0 19 6 96 5 170 8 218 5
127 芙 u lS 0 0 -101 4 462 9 4925 ん 4902 1 4885 2 5420 0 5470 7 5185 1 5798 8

131415i )lJ I. 入 金 000 0 445000 00 0 0 00 67060 5048 0 00 04 0 0 00 00 0 0 00 00 0 0 00 00 0 0 00 00 0 0 00 00 0 0 00 00 0 000lりnI:Jyこぶf_～ll. 蚊#^ @
16 0 0 44500 0 11754 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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23 0 0 18798 6 -18841 6 -38 4 -39 6 612 9 2521 1 2571 8 228L.2 2899 9

2L 人 収 T 0000 0 -ll i -31 6 -38 4 -39 6 -40 8 -42 0 96 0 690 5 1212 3252627 .Y_叫,T､1 余 lヾ+ 0 00 00 0 0 00 00 0 0 00 00 0 0 00 00 0 0 00 00 0 0 00 00 0 0 00 00 0 0 40 00 0 5 900 00 0 000
28 0 0 18810 0 -18810 0 0 0 0 0 655 7 2563 0 2475 8 1589 2 1597 6
29 介 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30,'､Ml.LL 酌了 00 0 00 00 0 0 564 3 00 0 0 00 00 0 0 00 00 0 0 19 6 96 5 170 8 218 531 0 0 0 00 0 0 26 9 960 /. 7 129 8752 0 0 0.0 0 0 0 .5 8

33柁r] u Xノ､ 0 0 18810 0 -19574_3 0 0 0 0 653 7 2545 I. 2406 6



2. 貸店舗 (共同ヒル)

損去詫言1許 古 単位 (万円)

0年 14F. 2咋 3咋 4咋 5年 6咋 7咋 841:. 9咋

25ら n 収 入I,㌔ 食 00 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 0ー00 0.0
5:～L 0 0 0 0 0 0 2439 6 2459 6 2439 6 2683 6 2685 6 2685 6 2951.9
6 書井 村 0 0 0 0 0 0 22 8 26 0 29 4 52 8 36 4 40 2 44 1

0 0 0 0 0i 0 9 1 9 1 9 1 959 1 9 1 9 1 944 1109078

89 00 0 240. 0 3 20 0 3 1350 0 5 136_7 1360 0.0 0 7 10 0 5 1400 0 9 1400 04 1150 0 9 10 011地 代 00 0 00 0 0 00 0 0 1040 0 9 1040 0 9 1040 0 9 1150 0 4 1150 0 4 1260 0

1215 IYt L5i 00 0 00 0 0 00 0 0 00 658 0 575 603 5 718 555 2 750 510 0 909 上.71 5 9二I3 435 9 97I- 402
lt ) 0 0 24 5 24 3 930 5 937 8 906 2 882 8 863 7 834 9 824 7
15 0 0 -24 3 -24 3 1509 1 1501 8 1555 4 1800 8 1819 9 1848 7 2127 2

161718 払 利 0 0 0 0 174 1 141 1 99 9 92 7 850 0 1 770 0 680 6 590 0 601丑収 00 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 21 0 03 58 5 95 02 135 00 173 1 211
19 it 0 0 -24 3 -198 4 1368 0 1423 2 1499 5 1811 0 1877 8 1955 5 2278 6

2021I )IJ)) I.lJH 00 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 00
22ーl 純4.IlS 0 0 -24 3 -198 4 1568 0 1423 2 1499 3 1811 0 1877 8 1955 3 2278 6

24 00 0 -20 0 9 -2と.0 0 0 4310 0 9 6570 0 2 6950 0 7 8540 0 9 9260 0 9 9660 0 1 11310 0 30

25ー̀ 礼 /,:i 0 0 -21 4 -174 4 936 0 766 0 805 6 956 0 951 0 987 2 1147 3

28九三 ごl 企

29nlL''Il＼茄IJTi2命
0.0 0.0 0_0 0_0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
010 0.0 0_0 0.0 0.0 0_0 0.0 0_0 0.0 0.0

0.0 0.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

31次川桁与岨rり1.㍍ 0.0 -21.4 -195.8 740.3 1506.3 2509.9 3265.9 4216.8 5204.0 6551.3

2. 貸店舗 (共同ビル)

損益 引 昇 杏 単位 (万円)

o咋 1jF. 2咋 5咋 叫 二 5年 611-:. 7咋 841:. 9年.

2F3)Lf I,S 食 000 0 00 00 0 0 00 00 0 0 5420 00 0 0 3L-20 00 0 0 5L20 00 0 0 3760 00 0 2 5760 00 0 2 3760 00 0 2 L+130 00 0 800
57Xi釧父瓜 0 0 0 0 0 0 2439 6 2439 6 2439 6 2683 6 2685 6 2685 6 2951 9

6 捕 H 00 0 00 0 0 00 0i 0 22 8 26 0 29 4 32 8 36 4 40 2 441 9LIL 11109078

0 9 1 9 1 9 1 959 1 9.1 9ち

8f-9l10‡ー 000 0 240_ 0 3 20 0 3 1350 0 5 1360 09 104 7 1560 0 7 10 0 5 1 00 0 9 1400 04 115 9 10 00 0 0 0 0 104 9 104 9 115 4 115 I. 126

ll1213 代文 45i 000 0 00 00 0 0 00 00 0 0 00 00 658 0 00 575 603 0 05 718 555 0 02 750 510 0 00 909 L.71 0 05 933 435 0 09 97I. 402

lt y'':川 0 0 24 5 24 3 930 5 937 8 906 2 882 8 863 7 834 9 82L.7
15 利 恭 0 0 -24 5 -24 3 1509 1 1501 8 1533 4 1800 8 1819 9 1848 7 2127 2

161718 払 刊,U. 0 0 0 0 174 1 141 1 99 9 92 7 85 1 77 0 68 6 59 60ill gi yf 00 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 21 0 03 58 0 05 95 0 02 135 0 00 173 0 01 211

19読 利孤 0 0 -24 3 -198 I. 1368 0 1423 2 1499 3 1811 0 1877 8 1953 3 2278 6

2021J);J 53 JrlJJSIll火 00 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 00
22糾 0 0 -24 3 -198 4 1568 0 1425 2 1499 3 1811 0 1877 8 1953 3 2278 6

24 00 0 -20 0 9 -240 0 0 4310 0 9 6570 0 2 6950 0 7 8540 0 9 9260 0 9 9660 0 1 11310 0 30
0 0 -21 A -174 4 936 0 766 0 805 6 956 0 951 0 987 2 1147 3

26l'J 0 0 0 0 -21 ち -195 8 740 3 1506 3 2309 9 5265 9 4216 8 5204 0
27A;hU1ll_lJLS 0 0 -21 i -195 8 740 3 1506 3 2309 9 3265 9 L.216 8 520L 0 6351 5

28 _"l 企､レ′､小 一̂ 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2930 ll千+1州ー鐘.l,. 00 0 00 0 0 00 0 0 0.0 00 0ー0 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 00
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ヰ ヤ ツシュフU-表 単位 (万円)

o咋 1咋 2年 3咋 4咋 54fi ddI--. 7年 8咋 94E:.

1rri剛 1人放ぴ｣Iijtft允JLLl l O L

lX 人 0 0 00 0 0 00 0 0 3420 0 0 . 5 20 0 0 5420 0 0 5760 0 2 3760 0 2 3760 0 ご L.130 0 80
Iヾ 11 0 0 0 0 0 0 2439 6 2439 6 2439 6 268:～6 2683 6 2685 6 2951 9

56789 #及びl1｣1!.主 00000 0 0 0 0 0 10▲.9 104 9 104 9 115 4 115 4 115 4 126 91110r.Ji? Ytり小上顎 0 00 0 0 00 0 0 220 9 8 261 9 0 291 9 I- 321 9 8 361 9 4 401 9 2 4L-1 9.t抑捕 0 240 0 5 2L.0 0 3 1350 0 5 1360 0 7 1360 0 7 1590 0 5 1400 0 9 1400 0 9 14L40 0
1 .' 策 川 0 0 2L-5 24 3 272 3 276 7 280 1 296 8 301 9 305 6 524 2
1 舵 iJ､ 0 0 0 0 0 0 0 0 21 3 58 5 95 2 155 0 175 1 211 1
1 実 収 i:Sl 0 0 -24 3 -24 3 2167 5 2184 1 2218 1 2482 0 2516 7 2551 1 2838 7

13品14研り15短 Jl'.illI 入 金 000 0 4550 0 00 69924 743 0 00 06 0 0 0 0 0 0 00 00 0 0 00 00 0 0 00 00 0 0 00 00 0 000･炊企入 金 0 00 21 0 0.0 00 0_0 0
16 外 人 0 0 4571 4 7735 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0

1 U正 で 也 0000162000 0 00 0 0 00 2729 0 04 227 0 04 227 0 04 227 0 04 227 0 04 227 0 0_0 0 0i0

18品 皮 4 227 4 227
19 0 0 0 1 0 799 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2021 ;的 支 払 0 00 4550 0 00 5005 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 00
22 0 0 4550 0 7735 4 -503 2 227 4 227 L. 227 4 227 4 227 4 227 t
23 0 0 -2 9 -24 0 1140 5 1956 8 1990 7 2254 6 2289 5 2323 7 2611 I.

2LI252627 人 Lia 等;T; 捕 00 0 -20 0 9 -240 0 0 4310 0 9 6570 57 2 6955 71 7 85/l2 75 9 9260 90 9 9665 93 1 11319 97 37yl 余 00 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 00
28ー- 扱 , 0 0 0 0 0 0 708 6 1242 4 1223 8 132L.7 1271 9 1265 7 1382 i
～9 当 企 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

tJI三人ーjiJ3'_-J';(.'51 0 0 00 00 0 0 00 00 0 0 00 00 0 0 21 3 58 5 95 2 135 0 173_1 211 1433152 00 0 90 0 7 300 1 9 5ん1 2 8 799 4 0 1026 6 9 1265 8
35flJ 0 0 0 0 0 0 708 6 1230 8 1197 2 1287 1 1220 6 1200 0 1306 0

ヰ ヤ ツシュフU-表 単位 (万円)

o咋 1咋 2年 3咋 4咋 54fi ddI--. 7年 8咋 94E:.

1rri剛 1人放ぴ｣Iijtft允JLLl l O L

lX 人 0 0 00 0 0 00 0 0 3420 0 0 . 5 20 0 0 5420 0 0 5760 0 2 3760 0 2 3760 0 ご L.130 0 80
Iヾ 11 0 0 0 0 0 0 2439 6 2439 6 2439 6 268:～6 2683 6 2685 6 2951 9

56789 #及びl1｣1!.主 00000 0 0 0 0 0 10▲.9 104 9 104 9 115 4 115 4 115 4 126 91110r.Ji? Ytり小上顎 0 00 0 0 00 0 0 220 9 8 261 9 0 291 9 I- 321 9 8 361 9 4 401 9 2 4L-1 9.t抑捕 0 240 0 5 2L.0 0 3 1350 0 5 1360 0 7 1360 0 7 1590 0 5 1400 0 9 1400 0 9 14L40 0
1 .' 策 川 0 0 2L-5 24 3 272 3 276 7 280 1 296 8 301 9 305 6 524 2
1 舵 iJ､ 0 0 0 0 0 0 0 0 21 3 58 5 95 2 155 0 175 1 211 1
1 実 収 i:Sl 0 0 -24 3 -24 3 2167 5 2184 1 2218 1 2482 0 2516 7 2551 1 2838 7

13品14研り15短 Jl'.illI 入 金 000 0 4550 0 00 69924 743 0 00 06 0 0 0 0 0 0 00 00 0 0 00 00 0 0 00 00 0 0 00 00 0 000･炊企入 金 0 00 21 0 0.0 00 0_0 0
16 外 人 0 0 4571 4 7735 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0

1 U正 で 也 0000162000 0 00 0 0 00 2729 0 04 227 0 04 227 0 04 227 0 04 227 0 04 227 0 0_0 0 0i0

18品 皮 4 227 4 227
19 0 0 0 1 0 799 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2021 ;的 支 払 0 00 4550 0 00 5005 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 00
22 0 0 4550 0 7735 4 -503 2 227 4 227 L. 227 4 227 4 227 4 227 t
23 0 0 -2 9 -24 0 1140 5 1956 8 1990 7 2254 6 2289 5 2323 7 2611 I.

2LI252627 人 Lia 等;T; 捕 00 0 -20 0 9 -240 0 0 4310 0 9 6570 57 2 6955 71 7 85/l2 75 9 9260 90 9 9665 93 1 11319 97 37yl 余 00 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 00
28ー- 扱 , 0 0 0 0 0 0 708 6 1242 4 1223 8 132L.7 1271 9 1265 7 1382 i
～9 当 企 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

tJI三人ーjiJ3'_-J';(.'51 0 0 00 00 0 0 00 00 0 0 00 00 0 0 21 3 58 5 95 2 135 0 173_1 211 1433152 00 0 90 0 7 300 1 9 5ん1 2 8 799 4 0 1026 6 9 1265 8
35flJ 0 0 0 0 0 0 708 6 1230 8 1197 2 1287 1 1220 6 1200 0 1306 0



3. 貸店舗 (単独 ビル)

損益喜.1第む 単位 (万円)

04I:J 1年 ZJiJ: 3咋 4年 5咋 6咋 7咋 8咋 94l:.

1234 I;1 収 入 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

く).註 0 0 0 0 0 0 570 0 570 0 570 0 627 0 627 0 627 0 689 7

6789 I り 00 0 0 0 0 0 5 3 6 0 6 8 7 6 8 4 9 5 102 2⊥ 1 0 0 00 4 0 09 4 0 29 30 1 29 31 1 21 31 1 21 31 1 26 31 1 29 31 19 32 i60
.主 捕 寄ナPtlltt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1I 代 00 0 00 0 0 00 0 0 270 0 4 270 0 4 270 0 4 500 0 1 500 0 1 300 0 1 330 0 10

1213 X; 税 00 0 00 0 0 00 0 0 00 185 0 75 168 9 156 153 0 14ー0 174 159.7 127 9 185 つ16 9 202 106 11
14 ～ J 0 0 4 9 4 9 251 1 243 1 233 7 225.1 217 8 - 208 5 204 1
15 I. 0 0 -{ 9 -ち 9 318 9 326 9 336 5 401 9 409 2 418 5 485 6

16 也 I 0 0 0 0 67 7 85 5 72 4 70 2 67 8 -65 2 62 I. 59 50a1718I-l 業t)氏 00 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 4 0 06 14 0 02 25 0 07 34 0 06 L.5 0 01 55
19 7, 0 0 -A 9 -72 5 235 4 259 1 280 4 357 8 578 6 401 1 481 7

20lr)/J )I †fi I.～ 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0211l 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22と一J ? I.tL 0 0 -4 9 -72 5 235 4 259 1 280 L. 357 8 378 6 401 1. ん81 7

2524 人 L鬼 Tlt 0 0 -0 6 -80 0 9 550 0 6 75 6 80 5 98.8 113 9 121 6 1L.5.90 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0.0
a 0 0 -A 3 -65 7 199 8 185 5 199 9 259 0 26ん 7 279 6 357 8

28Al ､L'l 企
29nl→lJHd日光企
30lIJI.S･llll''i/た

0.0 0_0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0_0 0.0 0_0
0.0 0_0 0.0 O_0 0_0 0.0 0.0 0_0 0_0 0_0
0.0 0.0 0.0 0.0 0-0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

51pJglii.iLRlJJLS 0_0 -i.5 -67.9 131.8 517.4 517.5 776,3 1(〕Ll.0 1520.5 1658_ら

3. 貸店舗 (単独 ビル)

損益 計算か 単位 (万円)

o咋 1年 2咋 3咋 4J.F. 5年 64l:. 7咋 84l.-. 94l--.

1234 糾 収 入 00 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 570 0 570 0 570 0 627 0 627 0 627 0 689 7

6 事汚 MI 0 0 0 0 0 0 5 3 6 0 6 8 7 6 8 4 9 5 10 21601

78 I七一I_険一.1娃 00 0 00 4 0 09 4 0 29 30 1 29 31 1 21 51 1 21 31 1 26 51 1 29 31 1 29 32

00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 27 4 27 ん 27 4 30 1 50 1 30 1 35

ll1215 代茄 税 000 0 00 00 0 0 00 00 0 0 00 00 185 0 00 75 168 0 09 136 153 0 00 144 159 0 00 177 127 0 09 185 つ16 0 09 202 106 011
14 f Jl 0 0 4 9 4 9 251 1 243 1 233 7 225 1 217 8 - 208 5 204 1
15 I. 0 0 -■ 9 -ち 9 318 9 326 9 336 3 401 9 409 2 418 5 485 6

16 紘 I 0 0 0 0 67 7 83 5 72 4 70 2 67 8 .65 2 62 4 59 5061718Ll 業を 収 00 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0 00 4 0 06 14 0 02 23 0 07 54 0 06 L.5 0 01 55
19 0 0 -{ 9 -72 5 255 4 259 1 280 4 357 8 578 b L.01 1 481 7

20 ∵J)I † 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0211. 山 上 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22柁J] 0 0 -4 9 -72 5 235 4 259 1 280 L. 357 8 378 6 LOl 1 L.81 7

24 0 0 -0 6 -8 9 550 0 6 75 6 80 5 98.8 115 9 121 6 1L.3 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0
I.に 0 0 -I+3 -63 7 199 8 185 5 199 9 259 0 264 7 279 6 537 8

28fil yl 金
29nldI'rhtJt比企
30rJJI.Srllll('!食

0.0 0,0 0.0 0-0 0-0 0.0 0.0 0_0 0.0 0.0
0.0 0_0 0.0 O_0 0_0 0.0 0.0 0_0 0.0 0_0
0.0 0.0 0.0 0.0 0ー0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

31.1､馴i1..1ハトJ.I.㌔ 0_0 -i.5 167_9 151.8 517.4 517.5 776.3 1(〕41.0 1520.5 1658.I.
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